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修正番号 年  月  日 内     容 

－ Ｈ１２．６．１６ 施行 

１ Ｈ１３．５．２９ 
本店組織改編、省庁再編及び地域防災計画修正等に

伴う修正 

２ Ｈ１４．９．４ 
本店組織改編、富来町業務分掌変更、指定地方行政

機関再編等に伴う修正 

３ Ｈ１６．８．２ 
２号機初装荷燃料搬入、行政機関の組織改正、発電 

所組織改編等に伴う修正 

４ Ｈ１８．３．８ 

市町村合併、行政機関の組織改正、指定地方行政機

関再編、２号機営業運転開始による発電所組織改編

に伴う修正 

５ Ｈ１９．３．１ 社内組織改編に伴う修正、省庁名称の変更 

６ Ｈ２０．３．７ 原子力本部の役割の明確化に係る修正 

７ Ｈ２１．２．２７ 記載の適正化に係る修正 

８ Ｈ２２．３．１５ 
緊急時プラント情報伝送システム（ＳＰＤＳ）の 

常時伝送化に伴う修正 

９ Ｈ２５．３．１８ 原子力災害対策特別措置法改正等に伴う修正 

１０ Ｈ２５．１２．１ 
原子力災害対策特別措置法政省令改正等に伴う修

正 

１１ Ｈ２６．１０．２２ 緊急時活動レベル（ＥＡＬ）の明確化等に伴う修正 



 

 

修正番号 年  月  日 内     容 

１２ Ｈ２８．４．１ 原子力防災要員の見直し等に伴う修正 

１３ Ｈ２９．３．３１ 
原子力緊急事態支援組織本格運用開始等に伴う修

正 

１４ Ｈ２９．１０．３０ 原子力災害対策特別措置法省令改正等に伴う修正 

１５ Ｈ３１．３．１５ 社内組織改編等に伴う修正 
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第１章 総則 

 

第１節 原子力事業者防災業務計画の目的 

 

 この原子力事業者防災業務計画（以下「この計画」という。）は、原子力災害対策特

別措置法（平成１１年法律第１５６号。以下「原災法」という。）第７条第１項の規定

に基づき、志賀原子力発電所（１号機及び２号機。以下「発電所」という。）における

原子力災害予防対策、緊急事態応急対策、原子力災害事後対策その他原子力災害の発生

及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務（以下「原子力災

害対策」という。）を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な遂行に資することを目的

とする。 

 

 

第２節 定義 

 

 この計画における用語の定義は、以下のとおりとする。 

 

 １．原子力災害 

   原子力緊急事態により、公衆の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 

 

 ２．原子力緊急事態 

   原子炉の運転等により放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力発電所の敷地

外（原子力事業所の外における放射性物質の運搬（以下「事業所外運搬」とい

う。）の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外）へ放出された事態をいう。 

 

 ３．原子力災害予防対策 

   原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策（原子力災害が発生した

際に必要となる防災体制及び資機材の整備等の対策を含む。）をいう。 

 

 ４．緊急事態応急対策 

   原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間にお

いて、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため

実施すべき応急の対策をいう。 

 

 ５．原子力災害事後対策 

   原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害（原子力災害が生ず

る蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策（原

子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律（昭和３６年法律第１４７号。）の規定に

基づき同法第２条第２項に規定する原子力損害を賠償することを除く。）をいう。 
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 ６．原子力事業所災害対策 

   原子力事業所における緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策をいう。 

 

 ７．原子力事業者 

   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６

６号。以下「規制法」という。）第４３条の３の５第１項の規定に基づく原子炉の

設置の許可を受けた者その他原災法第２条第３号に規定する者をいう。 

 

 ８．原子力事業所 

   原子炉の運転等を行う事業所をいう。 

 

 ９．指定行政機関 

   災害対策基本法第２条第３号に規定する指定行政機関をいう。 

 内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務

省、外務省、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産

業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、国土交通省、国土地理院、気象庁、海

上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省 

 

 

１０．指定地方行政機関 

   災害対策基本法第２条第４号に規定する指定地方行政機関をいう。 

 中部管区警察局、北陸財務局、東海北陸厚生局、北陸農政局、近畿中国森林管

理局・中部森林管理局、中部経済産業局、中部近畿産業保安監督部、北陸信越

運輸局（石川運輸支局、富山運輸支局）、大阪航空局（小松空港事務所）、東

京管区気象台（金沢地方気象台、富山地方気象台）、第九管区海上保安本部

（金沢海上保安部、七尾海上保安部、伏木海上保安部）、北陸総合通信局、石

川労働局・富山労働局、北陸地方整備局、中部地方環境事務所、近畿中部防衛

局（金沢防衛事務所） 

 

 

１１．関係市町 

   七尾市、輪島市、穴水町、中能登町、羽咋市、宝達志水町、かほく市及び氷見市

をいう。 

 

１２．原子炉の運転等 

   原子力損害の賠償に関する法律第２条第１項に規定する原子炉の運転等をいう。 

 

１３．原子力防災組織 

   原災法第８条第１項の規定に基づき、発電所に設置し、原子力災害対策を行う組

織をいう。 
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１４．災害対策組織 

   原子力本部を除く本店（以下「本店」という。）及び発電所を除く原子力本部

（以下「原子力本部」という。）に設置し、原子力災害対策を行う組織をいう。 

 

１５．原子力防災要員 

   原災法第８条第３項の規定に基づき、原子力防災組織に置かれ、原子力災害対策

を行う要員をいう。 

 

１６．災害対策班員 

   災害対策組織に置かれ、原子力災害対策を行う班員をいう。 

 

１７．緊急事態応急対策実施区域 

   原災法第１５条第２項第１号に規定する区域（同法第２０条第６項の規定により

当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域）をいう。 

 

１８．原子力災害事後対策実施区域 

   原災法第１５条第４項第１号に規定する区域（同法第２０条第７項の規定により

当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域）をいう。 

 

１９．緊急時対策所 

   原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災

業務計画等に関する命令（以下「防災業務計画等命令」という。）第２条第２項第

１号に規定する原子力事業所災害対策の実施を統括管理するための施設をいう。 

 

２０．原子力本部総本部室 

   防災業務計画等命令第２条第２項第３号に規定する原子力事業所災害対策の重要

な事項に係る意思決定を行い、かつ、緊急時対策所において行う原子力事業所災害

対策の統括管理を支援するための施設（原子力施設事態即応センター）をいう。 

 

２１．原子力事業所災害対策支援拠点 

   防災業務計画等命令第２条第２項第２号に規定する原子力事業所災害対策の実施

を支援するための原子力事業所の周辺の拠点をいう。 

 

２２．緊急時プラント情報伝送システム 

   防災業務計画等命令第２条第２項第４号に規定する原子力事業所内の状況に関す

る情報その他の情報を緊急時対策支援システム（以下「ＥＲＳＳ」という。）へ伝

送する原子力事業所内情報等伝送設備をいう。 
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２３．統合原子力防災ネットワーク 

   総理大臣官邸、原子力規制庁と緊急事態応急対策等拠点施設（以下「オフサイト

センター」という。）、関係機関並びに原子力事業者の原子力施設事態即応センタ

ー及び緊急時対策所とを接続する情報通信ネットワークをいう。 

 

２４．原子力緊急事態支援組織 

   防災業務計画等命令第２条第２項第７号に規定する放射性物質による汚染により

原子力事業所災害対策に従事する者が容易に立ち入ることができない場所において

当該対策を実施するために必要な遠隔操作が可能な装置その他の資材又は機材を管

理するための組織（外部組織）をいう。 

 

２５．警戒事態 

   その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、

原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがある段階をいう。 

 

２６．施設敷地緊急事態 

   原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じ

たため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の主な防護措置の準備を開

始する必要がある段階をいう。 

 

２７．全面緊急事態 

   原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じ

たため、確定的影響を回避し、確率的影響のリスクを低減する観点から、迅速な防

護措置を実施する必要がある段階をいう。 

 

 

第３節 原子力事業者防災業務計画の基本構想 

 

 原子力災害の発生を未然に防止するためには、規制法、電気事業法（昭和３９年法律

第１７０号。）等に基づき、原子力発電所の設計、建設及び運転の各段階並びに事業所

外運搬において多重防護等の考え方により、各種の安全確保に万全を期すことが第一で

ある。特に運転の段階においては、運転管理、燃料管理等に関する定められた事項を遵

守することが原子力災害を予防する上で重要であるが、これらは、規制法第４３条の３

の２４の規定に基づく保安規定に記載されているため、この計画の範疇から除外してい

る。 

 従って、この計画では、原子力災害対策の遂行に資するため、次に掲げる各段階にお

ける諸施策について定める。 
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 １．原子力災害予防対策の実施 

   周到かつ十分な予防対策を行うため、事前の体制整備、原子力防災資機材の整備、

防災教育及び防災訓練の実施等 

 

 ２．緊急事態応急対策等の実施 

   迅速かつ円滑な応急対策を行うため、特定の事象発生時の通報、防災体制の確立、

情報の収集と伝達、応急措置の実施、緊急事態応急対策の実施並びに関係機関への

原子力防災要員の派遣等 

 

 ３．原子力災害事後対策の実施 

適切かつ速やかな災害復旧対策を行うため、原子力災害事後対策の実施並びに関

係機関への原子力防災要員の派遣等 

 

 

第４節 原子力事業者防災業務計画の運用 

 

 原子力防災管理者、副原子力防災管理者並びに発電所、本店及び原子力本部において

原子力災害対策に従事する者は、平常時から、原子力災害対策等について理解しておく

とともに、緊急時には、この計画に従い、円滑かつ適切な原子力災害対策を遂行する。 

 

 

第５節 原子力事業者防災業務計画の修正 

 

 社長は、原子力防災管理者に、毎年この計画に検討を加えさせ、必要があると認めら

れる場合は、これを修正する。なお、社長は、検討の結果、修正の必要がない場合であ

ってもその旨を原子力防災専門官、石川県知事、志賀町長及び富山県知事に報告する。

また、この計画を修正する場合は、次のとおりとする。 

 

 １．原子力防災管理者は、この計画を修正しようとする場合は、石川県地域防災計画、

志賀町地域防災計画、富山県地域防災計画及び関係市町の地域防災計画に抵触する

ものでないことを確認し、原子力防災専門官の指導及び助言を受ける。 

また、修正内容が環境放射線モニタリングに関する事項であるときは、原子力防

災管理者又は原子力部長は、上記のほか、放射線防災専門官の指導及び助言を受け

る。 

 

 ２．社長は、この計画を修正しようとする場合は、あらかじめ石川県知事、志賀町長及

び富山県知事と協議しなければならない。この協議は、この計画を修正しようとする

日の６０日前までに、石川県知事、志賀町長及び富山県知事にこの計画の案を提出し

て行う。この場合において、社長は、この計画を修正しようとする日を明らかにする。 
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 ３．社長は、この計画を修正した場合は、速やかに様式１に定める届出書により、内

閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表する。 

 

 ４．原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、石川県

知事、志賀町長又は富山県知事から、この計画の作成又は修正に関する事項につい

て報告を求められた場合に備えて、作成及び修正の履歴を保存しておく。 
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第２章 原子力災害予防対策の実施 

 

第１節 防災体制等 

 

 １．防災体制等の区分 

   原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事故原因の除去、

原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止その他必要な活動

を迅速かつ円滑に行うため、次表に定める原子力災害の情勢に応じて防災体制等を

区分する。 

 

表  防災体制等の区分 

 

原子力災害の情勢 防災体制等の区分 

 別表－１に定める事象が発生したとき、又は原子力規制委員

会において警戒事態に該当すると判断されたときから，第１緊

急体制又は第２緊急体制が発令されるまでの間又は警戒体制を

取る必要がなくなったときまでの間 

警戒体制 

（事故・故障等 

 対応体制※） 

 別表－２に定める事象が発生し、原災法第１０条第１項に基

づく通報が必要となったときから、第２緊急体制が発令される

までの間又は事象が収束し第１緊急体制を取る必要がなくなっ

たときまでの間 

防災体制 

（第１緊急体制） 

 別表－３に定める事象が発生し、原災法第１５条第１項に基

づく報告が必要となったとき又は内閣総理大臣が原災法第１５

条第２項に基づく原子力緊急事態宣言を行ったときから、内閣

総理大臣が原災法第１５条第４項に基づく原子力緊急事態解除

宣言を行ったときまでの間 

防災体制 

（第２緊急体制） 

  注） 原災法第１５条第４項の規定による原子力緊急事態解除宣言が行われた後に

おいても、原子力防災管理者の判断により防災体制を継続することができる。 

 

※ 保安規定に基づく社内規定に定める体制 

 

 ２．原子力防災組織 

   社長は、発電所に原子力防災組織を、本店及び原子力本部に災害対策組織を設置

する。 

 （１） 原子力防災組織 

a. 発電所に原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び別表－４に定める業

務を行う原子力防災要員から構成する原子力防災組織を設置する。 

    b. 原子力防災組織は、別図－１に定める発電所の原子力防災組織の業務分掌

に基づき、原子力災害の発生又は拡大の防止若しくは原子力災害の復旧を図



 －８－ 

るために必要な活動を行う。 

      ただし、原子力災害予防対策のうち原子力防災組織をもって当たる必要の

ないものは、通常の体制において行うことができる。 

    c. 原子力防災管理者は、あらかじめ原子力防災要員を指名する。 

d. 別図－１に定める原子力防災要員は、トラブル、事故の第一報により、発

電所に集合し、原子力災害に進展した場合に、直ちにその業務が行えるよう

備える。また、別図－１に定める原子力防災要員は、発電所に集合できない

おそれがある場合は、あらかじめ他の原子力防災要員の中から代行者を指名

する。 

    e. 社長は、別図－１に定める原子力防災要員を置いた場合又は変更した場合

は、原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長及び富山県知事に原子力防災

要員を置いた日又は変更した日から７日以内に様式２に定める届出書により

届け出る。 

    f. 原子力防災管理者は、原子力防災要員のうちから次に掲げる職務を実施す

る派遣要員をあらかじめ定めておく。 

(a) 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他関

係機関の実施する緊急事態応急対策への協力 

(b) 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他関

係機関の実施する原子力災害事後対策への協力 

(c) 石川県地域防災計画及び富山県地域防災計画に基づく警戒体制において、

石川県知事、富山県知事等が実施する原子力災害対策への協力 

    g. 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、

石川県知事、志賀町長又は富山県知事から、原子力防災組織及び原子力防災

要員の状況について報告を求められた場合は、これを行う。 

 （２） 災害対策組織 

    a. 本店及び原子力本部において、防災体制に対応する災害対策組織をあらか

じめ別図－２のとおり定めておく。 

    b. 災害対策組織は、この計画の定めるところにより、本店及び原子力本部に

おける原子力災害対策を実施し、発電所において実施される原子力災害対策

を支援する。 

    c. 原子力本部長は、原子力本部における原子力災害対策を統括する。なお、

原子力本部長が不在の場合は、原子力本部副本部長が職務を代行する。 

    d. 社長は、あらかじめ災害対策組織を構成する災害対策班員を定めておく。 

 

 ３．原子力防災管理者及び副原子力防災管理者の職務 

   社長は、原子力防災管理者及び副原子力防災管理者を選任する。 

 （１） 原子力防災管理者の職務 

     原子力防災管理者は、発電所長とし、原子力防災組織を統括するとともに、

次に掲げる職務を行う。 
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    a. 別表－１に定める事象の発生について通報を受けた場合又は自ら発見した

場合は、原子力規制委員会及び原子力部長へ連絡し、警戒体制を発令する。 

    b. 警戒体制を発令した場合は、必要な要員を招集し、原子力災害の発生又は

拡大の防止のために必要な応急措置を行わせる。 

    c. 別表－２又は別表－３に定める事象の発生について通報を受けた場合又は

自ら発見した場合は、直ちに別図－３に定める経路にて通報し、防災体制を

発令する。 

    d. 防災体制を発令した場合は、直ちに原子力防災要員を召集し、原子力災害

の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせるとともに、その概

要を別図－４に定める経路にて報告する。 

    e. 原災法第１１条第１項に定められた放射線測定設備を設置及び維持し、同

条第２項に定められた放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材

又は機材を備え付け、随時、保守点検する。 

    f. 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、石川県知事、志賀町長

又は富山県知事から、原子力防災管理者及び副原子力防災管理者の状況につ

いて報告を求められた場合は、これを行う。 

    g. 原子力防災要員に対し定期的に原子力緊急事態に対処するための防災訓練

及び防災教育を実施する。 

     なお、この計画において原子力防災管理者の実施する職務として記載してい

る事項は、他の職位の実施した結果を確認することにより実施したものと見な

す。 

 （２） 副原子力防災管理者の職務 

副原子力防災管理者は所長代理、発電部長、技術部長、保修部長、その他技

術系特別管理職（当直長除く。）及び総務部長とし、原子力防災組織の統括に

ついて原子力防災管理者を補佐する。 

     原子力防災管理者が不在の場合は、原則として別表－５の順位によりその職

務を代行する。 

 （３） 原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選(解)任の届出 

     社長は、原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者を選任又は解任した

場合は、原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長及び富山県知事に７日以内

に様式３に定める届出書により届け出る。 

 

 

第２節 原子力防災組織等の運営 

 

 １．通報連絡体制及び情報連絡体制 

 （１） 原災法第１０条第１項に基づく通報連絡体制 

原子力防災管理者は、別表－２又は別表－３に定める事象の発生について通

報を受けた場合又は自ら発見した場合の通報について、別図－３に定める通報
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連絡体制を整備する。 

     また、原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大

臣、石川県知事、志賀町長又は富山県知事から、原災法第１０条第１項の通報

について報告を求められた場合に、これに応えることができるよう備える。 

     原子力防災管理者が発電所に不在の場合は、副原子力防災管理者が通報及び

通報についての報告を代行する。 

 （２） 原災法第１０条第１項の通報後の情報連絡体制 

    a. 発電所緊急時対策本部と社外関係機関との連絡体制 

      原子力防災管理者は、原災法第１０条第１項に基づく通報を行った後の社

外関係機関への報告及び連絡について別図－４に定める連絡体制を整備する。 

    b. 社内の情報連絡体制 

      発電所緊急時対策本部（以下「発電所本部」という。）及び緊急時対策総

本部（以下「総本部」という。）が設置された後の社内の指令伝達及び情報

連絡体制は別図－５に定めるとおりとする。 

 

 ２．体制の発令及び解除 

 （１）警戒体制の発令 

    a. 発電所 

     (a) 第２章第１節１.に基づく警戒体制の発令は、原子力防災管理者が行う。 

     (b) 原子力防災管理者は、警戒体制を発令した場合、直ちに発電所本部を設

置し、自ら本部長として発電所本部を統括管理するとともに、社長及び原

子力部長に報告する。 

    b. 原子力部 

      原子力部長は、原子力防災管理者から発電所における警戒体制発令の報告

を受けた場合、社内関係箇所に伝達する。また、報告を受けた原子力部長は

原子力部における警戒体制を発令するとともに、直ちに原子力部本部を設置

し、自ら本部長として原子力部本部を統括管理する。 

 （２）警戒体制の解除 

    a. 発電所 

      発電所本部長は、事象が収束し、通常組織によって対応し得ると判断した

場合は、原子力部本部長と協議し、発電所における警戒体制を解除すること

ができる。 

    b. 原子力部 

      原子力部本部長は、事象が収束し、通常組織によって対応し得ると判断し

た場合は、発電所本部長と協議し、原子力部における警戒体制を解除するこ

とができる。 

 （３） 防災体制の発令 

    a. 発電所 

      原子力防災管理者は、別表－２又は別表－３に定める事象の発生について
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通報を受けた場合又は自ら発見した場合は、関係機関に通報するとともに、

直ちに別図－６に定める連絡経路を活用し防災体制を発令する。 

      原子力防災管理者は、防災体制を発令した場合は、直ちに社長及び原子力

部長に報告する。 

    b. 本店及び原子力本部 

      社長は、原子力防災管理者から発電所における防災体制発令の報告を受け

た場合は、別図－７に定める連絡経路により、本店及び原子力本部における

防災体制を発令する。 

      この際、発電所において発令した防災体制の区分を本店及び原子力本部に

おいても適用する。 

 （４） 原子力防災要員等の非常召集 

    a. 発電所 

      原子力防災管理者は、発電所における防災体制発令時（防災体制発令が予

想される場合を含む。）に所内放送又は一斉通報装置等を使用し、別図－６

に定める連絡経路により、原子力防災要員を発電所の緊急時対策所に非常召

集する。なお、原子力防災管理者は、あらかじめ原子力防災要員の連絡先を

記載した名簿を作成し、これを使用できるよう整備しておく。 

    b. 本店及び原子力本部 

      原子力部長は、本店及び原子力本部における防災体制発令時（防災体制発

令が予想される場合を含む。）に、別図－７に定める連絡経路により、災害

対策班員を非常召集する。なお、原子力部長は、あらかじめ災害対策班員の

連絡先を記載した名簿を作成し、これを使用できるよう整備しておく。 

 （５） 本部の設置 

    a. 発電所 

     (a) 原子力防災管理者は、防災体制を発令した場合は、速やかに発電所の緊

急時対策所に発電所本部を設置する。 

     (b) 発電所本部は、別図－１に定める原子力防災組織で運営する。 

     (c) 原子力防災管理者は、発電所本部長としてその職務を遂行する。 

    b. 本店及び原子力本部 

     (a) 社長は、防災体制を発令した場合は、速やかに本店総本部室（所在地：

富山市）及び原子力本部総本部室（所在地：志賀町）に総本部を設置する。

ただし、原子力災害の状況により原子力本部総本部の移転が必要と判断し

た場合は、代替場所（所在地：金沢市）に原子力本部総本部を設置する。

なお、原子力本部総本部室が使用できない場合は、原子力本部総本部室の

代替場所に原子力本部総本部を設置する。 

     (b) 総本部は、本店と原子力本部とが相互に連携し、別図－２に定める災害

対策組織で運営する。 

     (c) 社長は、総本部長として総本部を指揮する。なお、社長が不在の場合は、

副社長又は常務が代行する。 
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 （６） 原子力事業所災害対策支援拠点の設置  

     総本部原子力班長は、防災体制が発令された後、事態に応じ原子力事業所災

害対策支援拠点を設置する。 

 （７） 防災体制の区分の変更 

    a. 発電所 

      発電所本部長は、防災体制の区分を変更した場合は、総本部長にその旨を

報告する。 

    b. 本店及び原子力本部 

      総本部長は、発電所本部長から防災体制の区分の変更の報告を受けた場合

は、本店及び原子力本部の防災体制の区分を変更する。 

 （８） 防災体制の解除 

    a. 発電所 

      発電所本部長は、次に掲げる状態となった場合は、関係機関と協議し防災

体制を解除する。 

     (a) 第１緊急体制発令後、事象が収束し第１緊急体制を取る必要が無くなっ

た場合 

     (b) 第２緊急体制発令後、原災法第１５条第４項に基づく原子力緊急事態解

除宣言が行われた場合 

      ただし、原子力緊急事態解除宣言が行われた後においても、原子力災害事

後対策等の実施のため、発電所本部長の判断により防災体制を継続すること

ができる。 

      発電所本部長は、発電所の防災体制を解除した場合は、総本部長にその旨

を報告する。 

    b. 本店及び原子力本部 

      総本部長は、発電所本部長から防災体制の解除の報告を受けた場合は、本

店及び原子力本部における防災体制を解除する。ただし、総本部長は、原災

法第１５条第４項に基づく原子力緊急事態解除宣言が行われた場合は、本店

及び原子力本部における防災体制を解除することができる。 

      この場合、総本部長は発電所本部長にその旨を報告する。 

 （９） 原子力事業所災害対策支援拠点の廃止 

総本部原子力班長は、本店及び原子力本部の防災体制が解除された場合は、

原子力事業所災害対策支援拠点を廃止する。   

（１０） 本部の廃止及び原子力防災要員等の解散 

     発電所本部長及び総本部長は、防災体制を解除した場合は、発電所本部及び

総本部を廃止し、原子力防災要員及び災害対策班員を解散する。 

 

 ３．権限の行使 

 （１） 防災体制が発令された場合は、発電所、本店及び原子力本部の原子力災害対

策に関する一切の業務は、それぞれの本部のもとで行う。 
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 （２） 原子力防災管理者は、防災体制を発令した場合は、発電所本部長として、職

制上の権限を行使して原子力災害対策を行う。ただし、権限外の事項であって

も、緊急に実施する必要のあるものについては、臨機の措置を行う。なお、権

限外の事項については、行使後、速やかに所定の手続きを行う。 

 

 

第３節  放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備 

 

 １．敷地境界付近の放射線測定設備の設置及び検査等 

原子力防災管理者等は、原災法第１１条第１項に基づく放射線測定設備（以下

「モニタリングポスト」という。）を別図－８に定めるとおり設置し、次に掲げる

検査等を実施する。 

（１） モニタリングポストの検出部、表示及び記録装置その他の主たる構成要素の

外観において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態とす

る。 

（２） モニタリングポストを設置している地形の変化その他の周辺環境の変化によ

り、放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれがある状態とならないように

する。 

 （３） 毎年 1回以上定期にモニタリングポストの較正を行う。 

（４） モニタリングポストが故障等により監視不能となった場合は、速やかに修理

するとともに他のモニタリングポストを監視する等の代替手段を講ずる。 

 （５） モニタリングポストを新たに設置した場合又は変更した場合は、社長は内閣

総理大臣、原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長及び富山県知事に７日以

内に様式４に定める届出書により届け出る。 

 （６） モニタリングポストを新たに設置した場合又は変更した場合は、社長は原災

法第１１条第５項の検査を受けるため、（５）の現況届と併せて、次に掲げる

事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出する。 

    a. 名称及び住所並びに代表者氏名 

    b. モニタリングポストを設置した原子力事業所の名称及び所在地 

    c. 検査を受けようとするモニタリングポストの数及びその概要 

 （７） モニタリングポストにより測定した放射線量を記録計により記録し、１年間

保存する。また、モニタリングポストにより測定した放射線量に基づいた値を

テレメータ又はその他の手段により公表する。 

 （８） 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、石川県知事、志賀町長又

は富山県知事から、モニタリングポストの状況若しくはモニタリングポストに

より検出された放射線量の数値の記録又は公表に関する事項について報告を求

められた場合は、これを行う。 

 

 



 －１４－ 

 ２．原子力防災資機材の整備 

   原子力防災管理者は、原災法第１１条第２項に基づき、別表－６に定める原子力

防災資機材を配備するとともに、次に掲げる措置を講ずる。 

 （１） 必要な原子力防災資機材を確保するとともに、定期的に保守点検を行い、常

に使用可能な状態に整備しておく。 

 （２） 原子力防災資機材に不具合が認められた場合は、速やかに修理するか又は代

替品を補充することにより必要数量を確保する。 

 （３） 原子力防災資機材を備え付けた場合は、社長は内閣総理大臣、原子力規制委

員会、石川県知事、志賀町長及び富山県知事に７日以内に様式５に定める届出

書により届け出る。また、毎年９月３０日現在における備え付けの現況を翌月

７日までに同様式の届出書により届け出る。 

 （４） 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、石川県知事、志賀町長又

は富山県知事から、原子力防災資機材の状況について報告を求められた場合は、

これを行う。 

 

 ３．原子力防災資機材以外の資機材の整備 

   原子力防災管理者及び原子力部長は、別図－９及び別表－７に定める原子力防災

資機材以外の資機材を配備するとともに、次に掲げる措置を講ずる。 

 （１） 定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備する。 

 （２） 原子力防災資機材以外の資機材に不具合が認められた場合は、速やかに修理

するか又は代替品を補充することにより必要数量を確保する。 

 

 

第４節 原子力災害対策で使用する資料の整備 

 

 原子力防災管理者及び原子力部長は、別表－８に定める原子力災害対策で使用する資

料を次のとおり整備する。 

 １．発電所 

   原子力防災管理者は、別表－８に定める資料を発電所に備え付ける。また、原子

力防災管理者は、これらの資料について定期的に見直しを行う。 

 

 ２．本店及び原子力本部 

   原子力防災管理者は、原子力部長に別表－８に定める資料を送付し、原子力部長

は、これらの資料を総本部室用として本店及び原子力本部（代替場所含む。）に備

え付ける。 

 

 ３．原子力事業所災害対策支援拠点 

   原子力防災管理者は、原子力部長に別表－８に定める資料のうち原子力事業所災

害対策支援拠点で使用する資料を送付し、原子力部長は、これらの資料を原子力事
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業所災害対策支援拠点用として原子力本部に備え付ける。 

 

 ４．原子力規制庁緊急時対応センター 

   原子力防災管理者は、原子力部長に別表－８に定める資料を送付し、原子力部長

は、これらの資料を原子力規制庁緊急時対応センターに備え付ける。 

 

 ５．オフサイトセンター 

   原子力防災管理者は、別表－８に定める資料のうち、オフサイトセンターに備え

付ける資料を原災法第１２条第４項に基づき内閣総理大臣に提出するとともに、そ

の資料の写しを石川県知事、志賀町長及び富山県知事に提出する。提出した資料の

内容に変更があった場合も同様とする。 

 

 

第５節 原子力災害対策で使用する施設及び設備の整備、点検 

 

 １．緊急時対策所、本店総本部室及び原子力本部総本部室 

 （１） 発電所 

     原子力防災管理者は、別図－１０及び別表－９に定める緊急時対策所並びに

非常用発電機及び換気浄化設備を常に使用可能な状態に整備する。また、設備

に不具合が認められた場合は、速やかに修理する。 

 （２） 本店及び原子力本部 

     総務部長は本店総本部室を、原子力部長は別表－１０に定める原子力本部総

本部室及びその代替場所並びに非常用発電機を常に使用可能な状態に整備する。

また、設備に不具合が認められた場合は、速やかに修理する。 

 

 ２．原子力事業所災害対策支援拠点 

   原子力部長は、別図－１１及び別表－１１に定める原子力事業所災害対策支援拠

点となる施設を使用可能な状態に整備する。 

 

 ３．避難集合場所 

   原子力防災管理者は、別図－１２に定める避難集合場所に掲示する立て看板等を

整備する。また、原子力防災管理者は、避難集合場所を指定又は変更した場合は、

関係者に周知する。 

 

 ４．応急処置施設 

   原子力防災管理者は、応急処置施設を常に使用可能な状態に整備する。また、応

急処置施設に不具合が認められた場合は、速やかに修理する。 
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 ５．気象観測設備 

   原子力防災管理者は、別図－８に定める気象観測設備を常に使用可能な状態に整

備するとともに、測定した記録を１０年間保存する。また、気象観測設備に不具合

が認められた場合は、速やかに修理する。 

 

 ６．統合原子力防災ネットワーク接続機器 

 （１） 原子力防災管理者及び原子力部長は、別図－１３に定める統合原子力防災ネ

ットワーク接続機器を常に使用可能な状態に整備する。また、統合原子力防災

ネットワーク接続機器に不具合が認められた場合は、速やかに修理する。 

 （２） 原子力防災管理者及び原子力部長は、テレビ会議システムが別図－１３に示

す統合原子力防災ネットワークに接続できることを定期的に確認する。 

 

 ７．緊急時プラント情報伝送システム 

 （１） 原子力防災管理者は、別表－１２に定める項目を別図－１３に示すＥＲＳＳ

に伝送する緊急時プラント情報伝送システム（以下「ＳＰＤＳ」という。）を

常に使用可能な状態に整備する。また、ＳＰＤＳに不具合が認められた場合は、

速やかに修理する。 

     なお、原子力防災管理者は別表－１２に定める項目について、原子力施設の

状況を踏まえて十分であるか検討し、必要に応じて改修を実施する。 

 （２） 原子力防災管理者は、地震等の自然災害が発生した場合においても、その機

能が維持できる設備とする。 

 （３） 原子力防災管理者は、非常用電源をＳＰＤＳに供給可能な状態に整備・点検

する。 

 

 ８．緊急時放送装置 

   原子力防災管理者は、発電所における緊急時放送装置を常に使用可能な状態に整

備する。また、緊急時放送装置に不具合が認められた場合は、速やかに修理する。 

 

 

第６節  防災教育の実施 

 

 １．原子力防災要員等に対する防災教育の実施 

   原子力防災管理者は原子力防災要員に、原子力部長は災害対策班員に対し、原子

力災害に関する知識及び技能を習得し、原子力災害対策の円滑な実施に資するため、

次に掲げる項目について防災教育を実施する。なお、防災教育の実施後に評価を行

い、必要に応じて教育内容の見直しを行う。 

 （１） 原子力防災組織及び活動に関する知識 

 （２） 発電所及び放射性物質の運搬容器等の施設又は設備に関する知識 

 （３） 放射線防護に関する知識 
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 （４） 放射線及び放射性物質の測定方法並びに測定機器を含む原子力災害対策上の

諸設備に関する知識 

 

 ２．原子力緊急事態支援組織が保有する資機材の操作者に対する教育の実施 

   原子力防災管理者は、原子力防災要員のうち、原子力緊急事態支援組織が保有す

る遠隔操作が可能な装置等の資機材を操作する者に対し、当該資機材の操作に関す

る知識及び技能を習得するための教育を実施する。 

 

 

第７節  防災訓練の実施 

 

 １．社内における訓練 

 （１） 原子力防災管理者及び原子力部長は、原子力防災組織及び災害対策組織が原

子力災害時に有効に機能することを確認するため、次に掲げる項目について実

効性向上の観点より必要な防災訓練を実施する。 

    a. 緊急時演習（総合訓練） 

    b. アクシデントマネジメント訓練 

    c. 通報訓練 

    d. 原子力災害医療訓練 

    e. 緊急時環境放射線モニタリング訓練 

    f. 避難誘導訓練 

    g. その他必要と認める訓練 

 （２） 原子力防災管理者及び原子力部長は、訓練実施前に訓練計画を定めるととも

に、訓練実施後に評価を行い、必要に応じて原子力災害対策の見直しを行う。 

 （３） 原子力防災管理者及び原子力部長は、防災訓練の計画・実施・評価・改善に

ついて原子力防災専門官の指導及び助言を受ける。 

 （４） 社長は、原災法第１５条事象又はシビアアクシデント事象を想定した防災訓

練を実施した場合は、その結果を様式６に定める報告書により原子力規制委員

会に報告するとともに、その要旨を公表する。 

 

 ２．国又は地方公共団体が主催する訓練 

   原子力防災管理者及び原子力部長は、国又は地方公共団体が主催する原子力防災

訓練における訓練計画の策定に参画し、訓練内容に応じて原子力防災要員及び災害

対策班員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施を模擬し、訓練

に参加する。 
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第８節  関係機関との連携 

 

 原子力防災管理者又は原子力部長は、関係機関と相互に連携を取りながら、緊急事態

応急対策及び原子力災害事後対策を進めるために、平常時から以下のとおり相互連携を

図る。 

 

 １．国との連携 

 （１） 情報収集・提供、報告、立入検査等 

    a. 国の機関（原子力規制委員会その他関係省庁）とは平常時から協調し、防

災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。 

b. 内閣総理大臣、原子力規制委員会又は国土交通大臣から原災法第３１条に

基づく業務の報告を求められた場合は、その業務について報告を行う。 

c. 内閣総理大臣、原子力規制委員会又は国土交通大臣から原災法第３２条第

１項に基づく発電所の立入検査を求められた場合は、その立入検査について

対応を行う。 

d. 原子力防災専門官からこの計画の修正、原子力防災組織の設置その他原子

力災害予防対策に関する指導及び助言があった場合は、速やかにその対応を

行う。 

また、原子力防災管理者は、原子力防災専門官と協調し、防災情報の収集

及び提供等の相互連携を図る。 

 

 ２．地方公共団体との連携 

 （１） 地方公共団体（石川県、志賀町、富山県及び関係市町）とは平常時から協調

し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。 

 （２） 地方防災会議等が開催される場合は、必要に応じこれに参加し密接な連携を

保つ。 

 （３） 石川県知事、志賀町長又は富山県知事から原災法第３１条に基づく業務の報

告を求められた場合は、これを行う。 

 （４） 石川県知事、志賀町長又は富山県知事から原災法第３２条第１項に基づく発

電所の立入検査を求められた場合は、その立入検査について対応を行う。 

 

 ３．地元防災関係機関等との連携 

   地元防災関係機関等（羽咋郡市広域圏事務組合消防本部、七尾鹿島消防本部、奥

能登広域圏事務組合消防本部、かほく市消防本部、氷見市消防本部、石川県警察本

部、羽咋警察署、七尾警察署、輪島警察署、津幡警察署、富山県警察本部、氷見警

察署、第九管区海上保安本部、第九管区海上保安本部金沢海上保安部、第九管区海

上保安本部七尾海上保安部、第九管区海上保安本部伏木海上保安部、発電所周辺医

療機関その他関係機関）とは平常時から協調し、防災情報の収集及び提供等の相互

連携を図る。 
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 ４．他の原子力事業者との連携 

   あらかじめ他の原子力事業者との間で次に掲げる運用を定めた「原子力災害時に

おける原子力事業者間協力協定」を締結する。 

 （１） 原子力防災要員及び災害対策班員の派遣 

 （２） 資機材の貸与 

 

 ５．原子力緊急事態支援組織との連携 

 （１） あらかじめ他の原子力事業者との間で次に掲げる運用を定めた「原子力緊急

事態支援組織の運営に関する基本協定」を締結する。 

    a. 原子力緊急事態支援組織との連携 

    b. 原子力緊急事態支援組織の業務範囲 

 （２） 原子力緊急事態支援組織の所在地、業務の範囲等は別表－１３に定めるとお

りとする。 

 （３） 原子力緊急事態支援組織とは平常時から協調し、防災情報の収集及び提供等

の相互連携を図る。 

 

 

第９節 周辺住民に対する平常時の広報活動 

 

  原子力防災管理者は、国の機関（原子力規制委員会その他関係省庁）、石川県、志

賀町、富山県及び関係市町と協調し、次に掲げる内容について、平常時より周辺住民

に対して正しい知識の普及、啓発に努める。 

 １．放射性物質及び放射線の特性 

 ２．原子力事業所の概要 

 ３．原子力災害とその特殊性 

 ４．原子力災害発生時における防災対策の内容 
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第３章  緊急事態応急対策等の実施 

 

第１節  通報及び連絡 

 

 １．通報等の実施 

 （１） 原子力防災管理者は、別表－１に定める事象が発生した場合は、その旨及び

施設の状況について様式７に定める連絡様式に記入し、ファクシミリ装置を用

いて直ちに原子力規制委員会及び原子力部長へ送信し、電話等にてその旨を連

絡する。 

     また、原子力防災管理者は、別表－１に定める事象のその後の状況について

定期的に情報収集し、その内容を様式８に定める連絡様式に記入し、ファクシ

ミリ装置を用いて原子力規制委員会へ送信し、電話等にてその旨を連絡する。 

 （２） 原子力防災管理者は、別表－２又は別表－３に定める事象のうち、発電所内

に係る事象の発生について通報を受けた場合又は自ら発見した場合は、１５分

以内を目途として、様式９に定める通報様式に必要事項を記入し、内閣総理大

臣、原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長、富山県知事、関係市町の長そ

の他別図－３に定める通報先にファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。さ

らに、別図－３に定めるとおり内閣総理大臣、原子力規制委員会、石川県知事、

志賀町長、富山県知事、関係市町の長等にその着信を確認する。 

     また、別表－２又は別表－３に定める事象のうち、発電所が輸送物の安全に

ついて責任を有する事業所外運搬（使用済燃料、輸入新燃料等の運搬）の場合

にあっては、様式１０に定める通報様式に必要事項を記入し、内閣総理大臣、

原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府

県知事、市町村長その他別図－３に定める通報先にファクシミリ装置を用いて

一斉に送信する。さらに、別図－３に定めるとおり内閣総理大臣、原子力規制

委員会、国土交通大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事、

市町村長等にその着信を確認する。 

     なお、同時に複数の事象が発生した場合は、別表－３に定める全面緊急事態

に該当する事象、別表－２に定める施設敷地緊急事態に該当する事象、別表－

１に定める警戒事態に該当する事象の順位により優先して通報又は連絡を実施

する。 

 （３） 原子力防災管理者は、発電所内に係る事象の場合は、内閣総理大臣、原子力

規制委員会、石川県知事、志賀町長、富山県知事及び関係市町の長と連絡を取

りつつ、報道機関へ発表する。 

     また、事業所外運搬の場合は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通

大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長と連絡を

取りつつ、報道機関へ発表する。 
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 ２．警戒体制発令時の対応 

 （１） 原子力防災管理者は、別表－１に定める事象が発生した場合又は原子力規制

庁から警戒事態の発生について連絡を受けたときは、この計画第２章第１節１．

「防災体制等の区分」に基づき、警戒体制を発令し、発電所本部を設置する。 

 （２） 原子力防災管理者は、警戒体制を発令した場合は、直ちに原子力部長に報告

する。 

 （３） 原子力部長は、原子力防災管理者から発電所における警戒体制発令の報告を

受けた場合は、この計画第２章第１節１．「防災体制等の区分」に基づき、警

戒体制を発令し、原子力部本部を設置する。 

 

 ３．防災体制発令時の対応 

 （１） 原子力防災管理者は、別表－２又は別表－３に定める事象の発生について通

報を受けた場合又は自ら発見した場合は、関係機関に通報するとともに、この

計画第２章第１節１．「防災体制等の区分」に基づき、直ちに防災体制を発令

する。 

 （２） 原子力防災管理者は、防災体制を発令した場合は、直ちに社長及び原子力部

長に報告する。また、この際、原子力防災管理者は、ＳＰＤＳのデータが国に

伝送されていることを確認する。 

 （３） 社長は、原子力防災管理者から発電所における防災体制発令の報告を受けた

場合は、この計画第２章第１節１．「防災体制等の区分」に基づき、本店及び

原子力本部における防災体制を発令する。 

 （４） 防災体制発令後、原子力防災管理者は原子力防災要員を、原子力部長は災害

対策班員を非常召集する。また、この際、原子力部長は原子力本部総本部の移

転に備えるため、原子力本部総本部室の代替場所での原子力本部総本部の設置

準備を開始する。 

 （５） 原子力防災管理者は緊急時対策所に発電所本部を、社長は本店総本部室及び

原子力本部総本部室に総本部を設置し、それぞれの本部長となり活動を開始す

る。なお、原子力本部総本部室が使用できない場合は、社長は原子力本部総本

部室の代替場所に原子力本部総本部を設置する。 

 （６） 総本部原子力班長は、次に掲げる事項を実施する原子力事業所災害対策支援

拠点の設置が必要と判断した場合は、別表－１１に定める施設の中から適切な

施設を選定し設置するとともに、当該拠点に別表－７及び別表－８に定める原

子力事業所災害対策支援拠点用の資機材及び資料を輸送する。 

    a. 発電所への物資輸送 

    b. 輸送に付随する放射線管理 

 

 ４．情報の収集と提供 

 （１） 発電所本部の各班長は、事故状況の把握を行うため、速やかに次に掲げる事

項を調査し、事故及び被害状況等を迅速かつ的確に収集し、発電所本部長に報
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告する。 

    a. 事故発生の時刻及び場所 

    b. 事故原因、状況及び事故の拡大防止措置 

    c. 被ばく、障害等人身災害にかかわる状況 

    d. 発電所敷地周辺における放射線並びに放射性物質の測定結果 

    e. 放出放射性物質の量、種類、放出場所及び放出状況の推移 

    f. 気象状況 

    g. 収束の見通し 

    h. その他必要と認める事項 

 （２） 発電所本部情報班長は、（１）の情報を定期的に収集し、その内容を様式１

１（原子炉施設）又は様式１２（事業所外運搬）に定める報告様式に記載し、

別図－４に定める連絡経路にてファクシミリ装置を用いて送信する。 

 

 ５．通話制限 

   発電所本部総務班長及び総本部原子力班長は、緊急事態応急対策実施時の保安通

信を確保するため、必要と認めた場合は、通話制限その他必要な措置を講ずる。 

 

 ６．通報及び報告記録の保存 

   発電所本部情報班長は、本章第１節から第３節に掲げる通報及び報告を行った場

合は、送信したＦＡＸを記録として保存する。 

 

 

第２節  応急措置の実施 

 

 原子力防災管理者は、本節１．から１１．（事業所外運搬の場合は、本節１２．）に

掲げる応急措置について、その内容及び実施担当者を明確にした応急措置計画を策定し、

それに基づき、応急措置を実施する。 

 なお、原子力防災管理者は、原子力規制委員会又は国土交通大臣から規制法第６４条

第３項に基づく命令があった場合は、速やかにその対応を行う。 

 

 １．警備及び避難誘導 

 （１） 避難場所等の指定 

     発電所本部救護警備班長は、発電所内の事象に係る防災体制が発令された場

合は、発電所敷地内の原子力災害対策に従事しない者及び来訪者等（以下「発

電所避難者」という。）に対する避難場所及び避難経路等の必要な事項を指定

する。また、発電所避難者の避難誘導を行うために、避難誘導員として救護警

備班員等の配置を行う。 

 （２） 避難の周知 

     発電所本部救護警備班長は、発電所避難者に対して所内放送・ページング等
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により指定する避難場所への避難及び避難の際の防護措置を周知する。この際、

来訪者に対しては、発電所本部広報班長と協力してバス等による輸送又は避難

誘導員による誘導案内等を行い、避難場所への避難が迅速かつ適切に行えるよ

う特に配慮する。 

 （３） 発電所敷地外への避難 

     発電所本部救護警備班長は、発電所避難者を発電所敷地外へ避難させる必要

がある場合は、発電所敷地外へ避難させるよう、避難誘導員に対して指示する。

また、この際に発電所本部情報班長は、その旨を直ちに石川県知事、志賀町長、

原子力防災専門官及び関係機関に連絡する。なお、発電所本部救護警備班長は、

発電所避難者の避難状況を把握する。 

 （４） 発電所への入域制限等 

     発電所本部救護警備班長は、原子力災害対策に関係のない者の発電所敷地内

への入域を制限するとともに、原子力災害対策に関係のない車両の使用を禁止

するよう関係者に周知する。 

 

 ２．放射能影響範囲の推定 

   発電所本部放射線管理班長は、発電所内及び発電所敷地周辺の放射線並びに放射

性物質の測定を行い、放射性物質が発電所敷地外に放出された場合は、放射線監視

データ、気象観測データ、緊急時環境放射線モニタリングデータ等から放射能影響

範囲を推定する。 

 

 ３．原子力災害医療 

 （１） 救助活動 

     発電所本部救護警備班長は、負傷者及び放射線障害を受けた者又は受けたお

それのある者（以下「負傷者等」という。）がいる場合は、負傷者等について

発電所本部各班長及び関係者と協力して放射線による影響の少ない場所に速や

かに救出する。 

 （２） 医療活動 

     発電所本部救護警備班長は、負傷者等を発電所内の応急処置施設に搬送し、

応急処置、除染、汚染拡大防止等の措置を講ずるとともに、医療機関（外部の

病院及び高度被ばく医療支援センター）への搬送及び治療の依頼等の必要な措

置を講ずる。また、被ばく患者を医療機関へ搬送する際は、放射性物質や放射

線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者を随行させ

る。ただし、やむを得ない場合は、事故の状況、患者の被ばく・汚染状況を説

明し、汚染の拡大防止措置が行える者を随行させる。 

 （３） 二次災害防止に関する措置 

    a. 発電所本部救護警備班長は、１１９番通報により、消防機関に医療機関へ

の負傷者等の搬送を依頼する場合は、次に掲げる通報を行う。 

 (a) 事故の概要及び負傷者等の放射性物質による汚染の状況 
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 (b) 消防活動を行う際の放射線被ばくのおそれの有無及び放射線量 

     (c) 事業所等が既に実施した被ばく防止のための応急措置内容 

    b. 発電所本部救護警備班長は、１１９番通報を行う場合は次の措置を講ずる。 

 (a) 救急隊到着時に、事故の概要、放射線量、警戒区域の設定状況等の被ば

く防止のために必要な情報を伝達できるようにしておくこと。 

 (b) 要救助者が被ばくし又は被ばくしたおそれがある場合は、放射線の影響

のない地域に速やかに救出するとともに、除染等の必要な措置を講じてお

くこと。 

 (c) 放射線の測定等、救急隊等の被ばくを防止するために必要な措置を講じ

ておくこと。 

 

 ４．消火活動 

   発電所本部緊急時即応班長は、火災が発生した場合は、速やかにその状況を把握

し、化学消防隊等の自衛消防組織を活用し、迅速に初期消火活動を行うとともに、

消防機関と協力して消火活動を行う。 

 

 ５．汚染拡大の防止 

   発電所本部放射線管理班長は、不必要な被ばくを防止するため、関係者以外の者

の立ち入りを禁止する区域を設置し、標識により明示するとともに、必要に応じ所

内放送等により、発電所構内にいる者に周知する。また、放射性物質による予期し

ない汚染が確認された場合は、直ちにその拡大の防止及び除去に努める。 

 

 ６．線量評価 

   発電所本部放射線管理班長は、発電所避難者、原子力防災要員等の線量評価を行

うとともに、放射性物質による汚染が確認された場合は、直ちにその拡大の防止及

び除去に努める。 

 

 ７．広報活動 

   発電所本部広報班長及び総本部広報班長は、プラントの状況、応急措置の概要等

を取りまとめ、原子力災害合同対策協議会（原子力災害合同対策協議会が開催され

るまでは「現地事故対策連絡会議」に読み替える。以下同じ。）と連携してオフサ

イトセンター等においてプレス発表を行う。 

 

 ８．応急復旧 

 （１） 施設及び設備の整備並びに点検 

     発電所本部プラント班長は、中央制御室の計器等による監視及び可能な範囲

における巡視点検の実施により、発電所設備の状況、機器の動作状況等を把握

する。 
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 （２） 応急の復旧対策 

     発電所本部緊急時即応班長及び復旧班長は、原子力災害（原子力災害が生ず

る蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため、別表－１４の業務を含めて応急

復旧計画を策定し、それに基づき、復旧対策を実施する。 

 

 ９．原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための措置 

   発電所本部の関係する各班長は、事故状況の把握、事故の拡大防止及び被害の拡

大に関する推定を行い、原子力災害の発生又は拡大の防止を図るため次に掲げる事

項について措置を検討し、実施する。 

 （１） 発電所本部技術班長は、主要運転データにより原子炉系の運転状態を把握し、

燃料破損又はその可能性の有無を評価する。 

 （２） 発電所本部技術班長及びプラント班長は、発生事象に対する工学的安全施設

等の健全性及び運転可能な状態の継続性を把握し、事故の拡大の可能性を予測

するとともに、放射性物質が外部へ放出される可能性を評価する。  

 （３） 発電所本部技術班長及び放射線管理班長は、可能な限り燃料破損の程度を定

量的に推定し、外部へ放出される放射性物質の予測を行う。 

 （４） 発電所本部プラント班長は、事故の拡大のおそれがある場合は、事故拡大防

止に関する運転上の措置を行う。 

 （５） 発電所本部放射線管理班長は、環境への放射性物質の放出状況、気象状況等

から、事故による周辺環境への影響を予測する。 

 

１０．資機材の調達及び輸送 

   発電所本部総務班長は、発電所の原子力防災資機材等原子力災害対策に必要な資

機材を調達するとともに、資機材の輸送を行う。また、発電所において十分に調達

できない場合は、総本部資材班長に必要とする資機材の調達及び輸送を要請する。 

 

１１．原子力緊急事態支援組織との連携 

 （１） 発電所本部長は、原子力緊急事態支援組織の支援を必要とする場合は、総本

部長に要請する。これを受けて、総本部長は、原子力緊急事態支援組織に支援

を要請する。 

 （２） 発電所本部長は、支援の要請を受けた原子力緊急事態支援組織から提供され

る遠隔操作が可能な装置等を用いて復旧対策を実施する。この際、原子力緊急

事態支援組織から必要な支援を受ける。 

 

１２．事業所外運搬に係る事象の発生における措置 

   発電所本部長及び総本部長は、事業所外運搬に係る事象が発生した場合は、直ち

に現場へ必要な原子力防災要員及び災害対策班員を派遣し、運搬を委託された者、

最寄りの消防機関、警察機関及び海上保安部署と協力して、事象の状況を踏まえ、

次に掲げる措置を実施し、原子力災害の発生又は拡大の防止を図る。 
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 （１） 消火、延焼防止の措置 

 （２） 核燃料輸送物の安全な場所への移動 

 （３） 関係者以外の者の立ち入りを禁止する措置 

 （４） 緊急時環境放射線モニタリングの実施 

 （５） 運搬に従事する者や付近にいる者の退避 

 （６） 核燃料物質等による汚染の拡大の防止及び除去 

 （７） 放射線障害を受けた者の救出、避難誘導等 

 （８） 遮へい対策の実施 

 （９） その他放射線障害の防止のために必要な措置 

 

１３．応急措置の実施報告 

   発電所本部情報班長は、本節に掲げる応急措置を実施した場合は、様式１１に定

める報告様式にその概要を記入し、別図－４に定める連絡経路により、内閣総理大

臣、原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長、富山県知事、関係市町の長、原子

力防災専門官及び関係機関に報告する。 

   ただし、発電所本部情報班長は、事業所外運搬に係る事象の発生の場合は、様式

１２に定める報告様式にその概要を記入し、別図－４に定める連絡経路により、内

閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄す

る都道府県知事及び市町村長、原子力防災専門官並びに関係機関に報告する。 

 

１４．原子力防災要員等の派遣等 

 （１） 発電所本部長は、原子力防災専門官その他の国の関係機関又は石川県から、

オフサイトセンターの運営の準備に入る体制を取る旨の連絡を受けた場合は、

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに石川県知事、富山県知事そ

の他緊急事態応急対策実施区域を管轄する地方公共団体の長の実施する次に掲

げる緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、別表－１５

に定めるオフサイトセンター等への要員派遣その他必要な措置を講ずる。 

    a. オフサイトセンターにおける業務に関する事項 

     (a) オフサイトセンターの設営準備助勢 

     (b) 発電所とオフサイトセンターとの情報交換 

     (c) 報道機関への情報提供 

     (d) 他の原子力事業者から派遣された要員の対応 

     (e) 緊急事態応急対策についての相互の協力及び調整 

     (f) 原子力災害合同対策協議会への参加 等 

    b. 緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項 

     (a) 緊急時環境放射線モニタリング 

     (b) 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

     (c) 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

     (d) 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 
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     (e) 他の原子力事業者から派遣された要員の対応 

     派遣された原子力防災要員は、原子力災害合同対策協議会の指示に基づき、

必要な業務を行う。 

     また、総本部長は、原子力本部長又は原子力本部副本部長及び別表－１６に

定める災害対策班員をオフサイトセンター等に派遣する。発電所本部長の要請

により、原子力本部の災害対策班員を発電所本部に派遣する。 

     なお、発電所本部長は、他の原子力事業者の応援も必要とする場合は、総本

部長に要請する。これを受けて、総本部長は、他の原子力事業者に直接協力を

要請する。 

 （２） 発電所本部長及び総本部原子力班長は、石川県又は富山県からの要請があっ

た場合は、別表－１７に定める原子力防災資機材等の貸与を行う。 

 （３） 総本部原子力班長は、第１緊急体制発令後、原子力規制委員会からの要請が

あった場合は、別表－１６に定める災害対策班員の原子力規制庁緊急時対応セ

ンターへの派遣を行う。 

 

 

第３節  緊急事態応急対策 

 

 １．第２緊急体制の発令 

 （１） 発電所本部長は、別表－３に定める状態に至った場合は、様式９（原子炉施

設）又は様式１０（事業所外運搬）に定める通報様式に所定の事項を記入して、

直ちに別図－４に定める連絡経路にてファクシミリ装置を用いて送信し、その

着信を確認する。 

 （２） 発電所本部長は、この報告を行った場合又は内閣総理大臣が原子力緊急事態

宣言を発令した場合は、第２緊急体制を発令する。 

 （３） 発電所本部長は、別図－４及び別図－５に基づき、総本部長その他必要な箇

所に第２緊急体制を発令した旨を連絡する。 

 （４） 総本部長は、発電所本部長から発電所における第２緊急体制発令の報告を受

けた場合は、本店及び原子力本部における第２緊急体制を発令する。 

 （５） 総本部長は、第２緊急体制を発令した場合は、オフサイトセンター等の関係

機関と連携し、全社をあげて緊急事態応急対策に取り組む。 

 （６） オフサイトセンターに設置される原子力災害合同対策協議会への参加は、同

協議会決定事項を原子力防災組織及び災害対策組織に指示・命令できる者があ

たる。 

 

 ２．原子力災害合同対策協議会との連絡報告 

 （１） 発電所本部長は、オフサイトセンターの運営が開始された場合は、オフサイ

トセンターに派遣した原子力本部長又は原子力本部副本部長及び原子力防災要

員と電話等により連絡を密に取り、原子力災害合同対策協議会において共有さ
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れた情報を周知する。発電所本部長は、原子力災害合同対策協議会から発電所

に対して指示された事項に対応するとともに、原子力災害合同対策協議会に対

して必要な意見を進言する。 

 （２） 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、石

川県知事、志賀町長又は富山県知事から、原子力緊急事態の状況及び緊急事態

応急対策の実施に関する事項について報告を求められた場合は、これを行う。 

 

 ３．応急措置の継続実施 

   発電所本部長は、本章第２節に掲げる各措置を、防災体制が解除されるまでの間、

継続する。 

 

 ４．原子力本部総本部の移転 

   総本部長は、原子力災害の状況により原子力本部総本部室に設置した原子力本部

総本部の移転が必要と判断した場合は、原子力本部総本部室の代替場所に原子力本

部総本部を設置する。 

 

 ５．事業所外運搬事故における対策 

   発電所本部長及び総本部長は、運搬を委託された者と協力し、発災現場に派遣さ

れた専門家による助言を踏まえつつ、国の原子力災害対策本部長の指揮の下、原子

力施設における原子力災害に準じた緊急事態応急対策を主体的に講ずる。 
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第４章  原子力災害事後対策 

 

 原子力防災管理者等は、原災法第１５条第４項の規定による原子力緊急事態解除宣言

があったとき以後において、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大

の防止又は原子力災害の復旧を図るため、原子力災害事後対策を実施する。 

 

 

第１節  発電所の対策等 

 

 １．復旧対策 

   発電所本部長は、原子力災害発生後の事態収拾の円滑化を図るため、次に掲げる

復旧項目について、その内容、実施担当者及び工程を記載した復旧計画を策定し、

原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長、富山県知事及び関係市町の長に提出す

るとともに、当該計画に基づき、速やかに復旧対策を実施する。 

 （１） 原子炉施設の損傷状況及び汚染状況の把握 

 （２） 原子炉施設の除染の実施 

 （３） 原子炉施設損傷部の修理及び改造の実施 

 （４） 放射性物質の追加放出の防止 等 

   原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、石川県

知事、志賀町長又は富山県知事から、原子力災害事後対策の実施に関する事項につ

いて報告を求められた場合は、これを行う。 

 

 ２．原因究明と再発防止対策の実施 

   発電所本部長は、原子力災害が発生した原因を究明し、必要な再発防止対策を講

ずる。 

 

 ３．被災者の相談窓口の設置 

   発電所本部長及び総本部長は、原子力緊急事態解除宣言後、被災者の損害賠償請

求等のため、速やかに相談窓口を設置する等、必要な体制を整備する。 

 

 ４．防災体制解除の報告 

   発電所本部長及び総本部長は、防災体制を解除した場合は、その旨を別図－４に

定める連絡経路により報告する。 

 

 

第２節  原子力防災要員等の派遣等 

 

 原子力防災管理者（発電所本部が設置されている場合は発電所本部長。以下、本節に

おいて同じ。）及び原子力部長（総本部が設置されている場合は総本部原子力班長。）
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は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに石川県知事、富山県知事その他

原子力災害事後対策実施区域を管轄する地方公共団体の長の実施する次に掲げる原子力

災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、別表－１８に定める原子力防

災要員及び別表－１９に定める災害対策班員の派遣又は別表－２０に定める原子力防災

資機材等の貸与その他必要な措置を講ずる。 

 

 １．広報活動に関する事項 

 （１） 発電所とオフサイトセンターとの情報交換 

 （２） 報道機関への情報提供 

 

 ２．緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項 

 （１） 緊急時環境放射線モニタリング 

 （２） 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

 （３） 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

 （４） 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

 （５） 他の原子力事業者から派遣された要員の対応 

 

 派遣された原子力防災要員及び災害対策班員は、オフサイトセンターに設置される原

子力災害合同対策協議会の指示に基づき、必要な業務を行う。 

 原子力防災管理者は、オフサイトセンターに派遣した原子力本部長又は原子力本部副

本部長及び原子力防災要員と電話等により連絡を密に取り、原子力災害合同対策協議会

において共有された情報を周知し、原子力災害合同対策協議会から発電所に対して指示

された事項に対応するとともに、原子力災害合同対策協議会に対して必要な意見を進言

する。 

 また、他の原子力事業者の応援も必要とする場合は、原子力部長（総本部が設置され

ている場合は総本部長。）に要請する。これを受けて、原子力部長（総本部が設置され

ている場合は総本部長。）は、他の原子力事業者に直接協力を要請する。 

 原子力部長（総本部が設置されている場合は総本部原子力班長。）は、原子力規制委

員会等からの要請があった場合は、別表－１９に定める災害対策班員の派遣を行う。 
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第５章 その他 

 

第１節 他の原子力事業者への協力 

 

 他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生した場合は、原子力防災管理者

及び原子力部長は、当該事業者、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共

団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が的確

かつ円滑に行われるようにするため、次に掲げる緊急時環境放射線モニタリング、周辺

区域の汚染検査及び汚染除去に関する事項について、別表－２１に定める原子力防災要

員及び災害対策班員の派遣又は資機材の貸与その他必要な協力を行う。なお、支援にあ

たっては、陸路による輸送を基本とし、必要に応じて空路等の輸送手段を手配する。 

 （１） 緊急時環境放射線モニタリング 

 （２） 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

 （３） 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

 （４） 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

 ただし、事業所外運搬の場合にあっては、「他の原子力事業者の原子力事業所」を

「他の原子力事業者が責任を有する事業所外運搬の輸送物」に読み替えて準用する。 

 

 

第２節  附則 

 

 本計画は、平成３１年３月１５日から施行する。 

 



 

 

 

 

 

 

志賀原子力発電所 

 

原子力事業者防災業務計画 別冊 
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別図－１１ 各拠点位置図 ････････････････････････････････････････････････１４ 

別図－１２ 発電所敷地内の避難集合場所 ･･････････････････････････････････１５ 
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別表－２３ 安全機器等一覧 ･･････････････････････････････････････････････６３ 

 

様式１   原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書 ････････････････････６５ 

様式２   原子力防災要員現況届出書 ･･････････････････････････････････････６６ 

様式３   原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書 ････････６７ 

様式４   放射線測定設備現況届出書 ･･････････････････････････････････････６８ 

様式５   原子力防災資機材現況届出書 ････････････････････････････････････６９ 

様式６  防災訓練実施結果報告書 ････････････････････････････････････････７０ 

様式７   警戒事態該当事象発生連絡 ･･････････････････････････････････････７１ 

様式８   警戒事態該当事象発生後の経過連絡 ･･････････････････････････････７２ 

様式９    特定事象発生通報（原子炉施設） ････････････････････････････････７３ 

様式１０  特定事象発生通報（事業所外運搬） ･･････････････････････････････７４ 

様式１１ 応急措置の概要（原子炉施設） ･･････････････････････････････････７５ 

様式１２  応急措置の概要（事業所外運搬） ････････････････････････････････７７ 

 

参考   緊急時活動レベル（ＥＡＬ）基準整理表 ･･････････････････････････７９ 
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別図－１  発電所 原子力防災組織の業務分掌及び要員数 

 

情報班 

(班長：技術課長) 

原子力防災要員：７名 

１．総本部との情報受理､伝達 

２．各班の情報収集 

３．社外関係機関への通報､連絡 

４．内閣総理大臣､原子力規制委員会（事業所外

運搬の場合にあっては内閣総理大臣､原子力

規制委員会､国土交通大臣）､関係地方公共団

体の長その他の関係者との連絡調整 

５．原子力災害合同対策協議会における原子力緊

急事態応急対策及び原子力災害事後対策に

ついての相互協力 

６．応援グループとの連絡 
 

総務班 

(班長：総務課長) 

原子力防災要員：４名 

１．必要資機材の調達､輸送 

２．社内外機動力の調達､確保 

３．食料､被服､住宅などの救護対策 

４．健康診断の実施 

５．その他各班の所管に属さない事項 
 

救護警備班 

(班長：施設防護課長) 

原子力防災要員：８名 

１．原子力災害医療措置の実施 

２．発電所建屋の警備 

３．発電所避難者の避難誘導 

４．発電所への入域制限 
 

広報班 

(班長：部長(広報担当)) 

原子力防災要員：４名 

１．報道機関への広報 

２．地域住民対応及び広報 

 

緊急時即応班 

(班長：防災設備管理課長) 

原子力防災要員：１２名 

１．応急復旧計画の策定及びそれに基づく措置

（遠隔操作が可能な装置等の操作を含む）

（可搬式設備に限る） 

２．防災に関する施設又は設備の整備及び点検

（可搬式設備に限る） 

３．火災を伴う場合の消火活動 
 

復旧班 

(班長：保修部長) 

原子力防災要員：１９名 

１．応急復旧計画の策定及びそれに基づく措置

（遠隔操作が可能な装置等の操作を含む）

（可搬式設備を除く） 

２．防災に関する施設又は設備の整備及び点検

（可搬式設備を除く） 
 

技術班 

(班長：燃料炉心課長) 

原子力防災要員：２名 

１．事故状況の把握､評価 

２．事故拡大防止対策の検討 

 

放射線管理班 

(班長：放射線安全課長) 

原子力防災要員：６名 

１．発電所内外の放射線､放射能の状況把握 

２．線量管理､汚染管理 

３．気象状況の把握 

４．放射能影響範囲の推定 
 

プラント班 

(班長：発電課長) 

原子力防災要員：１８名 

１．事故拡大防止に関する運転上の措置 

２．発電所施設の保安維持 

体制図に記載の原子力防災要員数については、原子力災害対策活動に必要

な最低限の人数であり、これ以外にも原子力防災要員を配置している。 

発電所本部（統括管理） 

本部長：原子力防災管理者 

（発電所長） 

本部長代理：所長代理 

副本部長：各部長、安全･品質 

保証室長 

発電用原子炉主任技術者 



－２－ 

別図－２ 災害対策組織の業務分掌及び班員数 

 

原子力班 

(班長：原子力部長) 

災害対策班員：３２名 

１．原子力本部総本部の設営 
２．情報の収集・連絡  
３．事故状況の把握、応急復旧対策の総括 
４．放射線被害状況の把握、放射線管理の総括 
５．原子力事業所災害対策支援拠点の運営 
６．オフサイトセンター及び原子力規制庁緊急時対

応センターへの要員派遣 
７．他の原子力事業者への協力要請 
８．原子力緊急事態支援組織への支援要請 

 

地域社会班 

(班長：地域社会部長) 

災害対策班員：５名 

１．広報班の支援 

２．地域住民対応 
３．被災者相談窓口の設置 

 

原子力情報班 

（班長：社長が指名する者） 

災害対策班員：５名 

１．原子力班との情報連絡及び連携 
２．事故状況、応急復旧対策の本店総本部内周知 
３．放射線被害状況、放射線管理状況の本店総本部

内周知 
４．他の原子力事業者への協力要請の支援 

 

総務班 

(班長：総務部長) 

災害対策班員：５名 

１．本店総本部の設営 
２．本店社屋の警備 
３．社内機動力の確保 
４．その他各班の所管に属さない事項 

 

労務厚生班 

(班長：人事労務部長) 

災害対策班員：５名 

１．原子力災害医療の総括 
２．食料、被服、住宅などの救護対策 

 

資材班 

(班長：資材部長) 

災害対策班員：５名 

１．必要資機材の調達、輸送 
２．社外機動力の調達、確保 

 

広報班 

(班長：地域広報部長) 

災害対策班員：５名 

１．お客さまへの広報 
２．報道機関への広報 

 

電力流通班 

(班長：電力流通部長) 

災害対策班員：５名 

１．電力系統の運用及び供給対策 

 

土木班 

(班長：土木部長) 

災害対策班員：５名 

１．土木、建築関係設備の被害状況の把握及び応急
復旧対策 

 

情報システム班 

(班長：情報システム部長) 

災害対策班員：５名 

１．通信設備及び関係施設の確保 

 

総本部長代理：副社長 

副総本部長：常務 

総本部（統括管理） 

総本部長：社長 



 

 

別図－３  原災法第１０条第１項に基づく通報（初回）の連絡経路（１／２） 

１．発電所内での事象発生時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府政策統括官付 

       ：原災法第１０条第１項に 

         基づく通報先 

       ：電話等による連絡 

       ：電話によるＦＡＸ着信の 

     確認 

       ：ファクシミリによる通報 

（一斉ＦＡＸ） 

（原子力保安検査官） 

（原子力防災専門官） 

事象発見者 

当直長 

原子力防災管理者 

副原子力防災管理者 

石川県（石川県知事） 

関係海上保安機関 ※３ 

志賀町（志賀町長） 

七尾市（七尾市長） 

原子力緊急事態支援組織 

東京支社 

原子力部通報連絡責任者

原子力防災管理者 

富山県（富山県知事） 

内閣府 

（内閣総理大臣） 

原子力規制委員会 

経済産業省中部経済産業局 

電力・ガス事業北陸支局 

羽咋市（羽咋市長） 

輪島市（輪島市長） 

中能登町（中能登町長） 

かほく市（かほく市長） 

穴水町（穴水町長） 

宝達志水町（宝達志水町長） 

氷見市（氷見市長） 

社内関係箇所 

経済産業省資源エネルギー庁 

関係消防機関 ※２ 

関係警察機関 ※１ 

七尾労働基準監督署 

内閣官房 

※１ 

－３－ 

石川県警察本部 

輪島警察署 ※４ 

七尾警察署 

羽咋警察署 

津幡警察署 ※４ 

富山県警察本部 

※２ 

奥能登広域圏事務組合消防本部 

七尾鹿島消防本部 

羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 

かほく市消防本部 

※３ 第九管区海上保安本部 ※４ 

第九管区海上保安本部七尾海上保安部 ※４ 

第九管区海上保安本部金沢海上保安部 

第九管区海上保安本部伏木海上保安部 ※４ 

※４ ファクシミリによる通報（一斉ＦＡＸ）のみ実施 

氷見警察署 ※４ 

氷見市消防本部 

（放射線防災専門官） 
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別図－３ 原災法第１０条第１項に基づく通報（初回）の連絡経路（２／２） 

２．事業所外運搬での事象発生時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事象発生場所を管轄する都道府県 

（都道府県知事） 

事業所外 

運搬責任者 

原子力防災管理者 

副原子力防災管理者 

事象発生場所を管轄する市町村 

（市町村長） 

事象発生場所を管轄する海上保安部 

（原子力保安検査官） 

（原子力防災専門官） 

事象発生場所を管轄する警察署 

事象発生場所を管轄する消防署 

事象発生場所を管轄する労働基準監督署 

内閣官房 

社内関係箇所 

東京支社 

       ：電話等による連絡 

       ：原災法第１０条第１項に 

     基づく通報先 

       ：電話によるＦＡＸ着信の 

     確認 

       ：ファクシミリによる通報 

（一斉ＦＡＸ） 

内閣府 

（内閣総理大臣） 

 
原子力規制委員会 

経済産業省資源エネルギー庁 

国土交通省 

（国土交通大臣） 

経済産業省中部経済産業局 

電力・ガス事業北陸支局 

内閣府政策統括官付 

－３－ 

原子力部通報連絡責任者

原子力防災管理者 

（放射線防災専門官） 

 



別図－４  原災法第１０条第１項の通報（初回）後の連絡経路（１／２） 

１．発電所内での事象発生時の連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ：原災法第１０条第１項に基づく通報先及び 

     原災法第２５条第２項に基づく応急措置の報告先 

       ：電話等による連絡 

       ：ファクシミリによる送信 

    （一斉ＦＡＸ） 

 ＊ ：災害対策本部等が設置 

        されている場合に限る 

志賀町（志賀町長） 

石川県（石川県知事） 

発電所本部 

情報班長 

関係海上保安機関 ※３ 

（原子力保安検査官） 

（原子力防災専門官） 

現地事故対策連絡会議 又は 

原子力災害合同対策協議会 

（オフサイトセンター内） ＊ 

   （） 

関係警察機関 ※１ 

関係消防機関 ※２ 

七尾労働基準監督署 

東京支社 

内閣府 

（内閣総理大臣） 

原子力災害対策本部（内閣府内）又は 

関係省庁事故対策連絡会議 ＊ 

総本部 

原子力班長 

富山県（富山県知事） 

原子力規制委員会 

経済産業省中部経済産業局 

電力・ガス事業北陸支局 

内閣官房 

七尾市（七尾市長） 

かほく市（かほく市長） 

宝達志水町（宝達志水町長） 

経済産業省資源エネルギー庁 

氷見市（氷見市長） 

－５－ 

※４ ファクシミリによる通報（一斉ＦＡＸ）のみ実施 

羽咋市（羽咋市長） 

輪島市（輪島市長） 

中能登町（中能登町長） 

穴水町（穴水町長） 

石川県警察本部 

輪島警察署 ※４ 

七尾警察署 

羽咋警察署 

津幡警察署 ※４ 

富山県警察本部 

奥能登広域圏事務組合消防本部 

七尾鹿島消防本部 

羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 

かほく市消防本部 

第九管区海上保安本部 ※４ 

第九管区海上保安本部七尾海上保安部 ※４ 

第九管区海上保安本部金沢海上保安部 

第九管区海上保安本部伏木海上保安部 ※４ 

氷見警察署 ※４ 

氷見市消防本部 

※１ 

※２ 

※３ 

（放射線防災専門官） 

 

社内関係箇所 
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別図－４  原災法第１０条第１項の通報（初回）後の連絡経路（２／２） 

２．事業所外運搬での事象発生時の連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事象発生場所を管轄する都道府県 

（都道府県知事） 

総本部 

原子力班長 

事象発生場所を管轄する 

都道府県災害対策本部 ＊ 

事象発生場所を管轄する 

市町村災害対策本部 ＊ 

現地対策本部又は 

オフサイトセンター ＊ 

事象発生場所を管轄する市町村 

（市町村長） 

事象発生場所を管轄する海上保安部 

（原子力保安検査官） 

（原子力防災専門官） 

事象発生場所を管轄する警察署 

事象発生場所を管轄する消防署 

事象発生場所を管轄する労働基準監督署 

経済産業省資源エネルギー庁 

国土交通省 

（国土交通大臣） 

内閣府 

（内閣総理大臣） 

国土交通省事故対策本部 ＊ 

       ：電話等による連絡 

       ：ファクシミリによる送信 

    （一斉ＦＡＸ） 

 ＊ ：災害対策本部等が設置 

        されている場合に限る 

東京支社 

       ：原災法第１０条第１項に基づく通報先 

     及び原災法第２５条第２項に基づく 

     応急措置の報告先 

原子力災害対策本部（内閣府内）又は 

関係省庁事故対策連絡会議 ＊ 

原子力規制委員会 

経済産業省中部経済産業局 

電力・ガス事業北陸支局 

内閣官房 

（放射線防災専門官） 

 

社内関係箇所 

発電所本部 

情報班長 
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別図－５  防災体制発令後の社内体制（１／２） 

 

１．第１緊急体制発令時 
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－８－ 

別図－５  防災体制発令後の社内体制（２／２） 
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－９－ 

別図－６ 原子力防災要員の非常召集連絡経路 

原子力防災管理者 

（副原子力防災管理者） 

原子力防災要員 

所内放送又は一斉通報装置等を使用 



－１０－ 

別図－７ 本店及び原子力本部の防災体制発令と災害対策班員の非常召集連絡経路 

総務部連絡者 

人事労務部連絡者 

 

地域広報部連絡者 

電力流通部連絡者 

 

土木部連絡者 

総務部災害対策班員 

人事労務部災害対策班員 

 

地域広報部災害対策班員 

電力流通部災害対策班員 

 

土木部災害対策班員 

：通常勤務時間帯以外の時間帯及び 

 社内放送で召集できない場合に連絡する経路 

副社長、常務 

報告 

原子力防災管理者 

発令 

原子力部長 

報告 

伝達 

伝達 

資材部連絡者 

 

資材部災害対策班員 

 

情報システム部災害対策班員 

原子力本部長、原子力本部副本部長 

報告 

原子力部災害対策班員 

各部災害対策班員 

非常召集 

原子力部通報連絡責任者 
非常召集 

 (社内放送(通常勤務時間帯)) 

社長 

地域社会部連絡者 地域社会部災害対策班員 

情報システム部連絡者 
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－１１－ 

分
 
類
 

検
出
器
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計
測
範
囲
 

数
量
 

点
検
内
容
 

点
検
頻
度
 

放
射
線
測
定
設
備
 

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
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ａ
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シ
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シ
ョ
ン
検
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０
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０

２
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７
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点
検
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試
験
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／
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０

－
２
～
１
０
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７
 

 

分
 
類
 

名
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数
量
 

点
検
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点
検
頻
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設
備
 

風
向
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外
観
点
検
 

特
性
試
験
 

１
回
／
年
 

 

別
図
－
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射
線
測
定
設
備
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び
気
象
観
測
設
備

 

気
象
観
測
設
備
 



 

－１２－ 

別
図
－
９
 
 原
子
力
防
災
資
機
材
以
外
の
資
機
材
の
保
管
場
所

 

 

高
線
量
対
応
防
護
服

 

警
報
付
ポ
ケ
ッ
ト
線
量
計

 

低
圧
発
電
機
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格
納
容
器
ベ
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用
）
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容
器
ベ
ン
ト
弁
駆
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備
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駆
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ロ
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ア
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放
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ル
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ー
ザ
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低
圧
発
電
機
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防
車

 

水
中
ポ
ン
プ
（
海
水
取
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用
）

 

低
圧
発
電
機
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海
水
取
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用
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原
子
炉
補
機
冷
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水
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代
替
ポ
ン
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低
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発
電
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水
中
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大
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圧
発
電
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炉
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対
策
所

 



－１４－ 

別図－１１ 各拠点位置図 

凡例 

◎：緊急時対策所 

○：原子力本部総本部室 

●：原子力事業所災害対策支援拠点（候補） 

◎ 

○ 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
● 

志賀町 七尾市 

中能登町 

羽咋市 

原子力本部総本部室 

北陸電力株式会社 

羽咋電化センター跡地 

北陸電力株式会社 

七尾大田火力発電所運動公園 
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石川送配電支社 

七尾電力部 

北陸電力株式会社 

中能登変電所 

緊急時対策所 

志賀原子力発電所 

北陸電力株式会社 

七尾支店 

北陸電力株式会社 新能登変電所 

志賀原子力発電所 周辺拡大図（Ａ部拡大図） 

Ａ 

○ 
本店総本部室 

◎ 志賀原子力発電所 

原子力本部総本部室 

（代替場所） 

石川県 

富山県 

北陸電力株式会社 羽咋粟生資材置場 
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①
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②
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③
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⑤
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Ｗ
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Ｘ

 

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム

 

Ｉ
Ｐ
－
電
話

 

Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ

 

Ｌ
３
－
Ｓ
Ｗ

 

Ｅ
Ｒ
Ｓ
Ｓ
デ
ー
タ
収
集

 
サ
ー
バ
(1

)
 Ｌ

３
－
Ｓ
Ｗ

 
Ｌ
３
－
Ｓ
Ｗ

 

分
 
類
 

名
 
称
 

数
量
 

点
検
頻
度
 

発
電
所
 

緊
急
時
対
策
所
 

原
子
力
本
部
 

総
本
部
室
 

原
子
力
本
部
 

総
本
部
室
の
代
替
場
所
 

非
常
用
通
信
機
器
 

Ｉ
Ｐ
－
電
話
（
地
上
系
）
 

４
台
 

６
台
 

６
台
 

１
回

/年
 

（
接
続
確
認
）
 

Ｉ
Ｐ
－
電
話
（
衛
星
系
）
 

２
台
 

２
台
 

２
台
 

Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
地
上
系
）
 

２
台
 

３
台
 

３
台
 

Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
衛
星
系
）
 

１
台
 

１
台
 

１
台
 

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
 

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム

※
 

（
地
上
１
回
線
・
衛
星
１
回
線
）
 

１
台
 

２
台
 

１
台
 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
 

緊
急
時
プ
ラ
ン
ト
情
報
伝
送
シ
ス
テ
ム

 

（
地
上
２
回
線
・
衛
星
１
回
線
）
 

１
台
 

－
 

－
 

１
回

/年
 

 

 ※
 
原
子
力
災
害
対
策
関
連
機
関
（
総
理
官
邸
、
原
子
力
規

制
庁
緊
急
時
対
応
セ
ン
タ
ー
等
）
、
緊
急
時
対
策
所
及

び
原
子
力
本
部
総
本
部
室
に
接
続
可
能
。

 

Ｌ
３
－
Ｓ
Ｗ
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－
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Ｅ
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Ｓ

 



別
表
－
１

 
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象
（
警
戒
体
制
発
令
基
準
）
（
１
／
５
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
連
絡
す
べ
き
事
象
（
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

止
め
る

 
Ａ
Ｌ
１
１

※
１
／

 

原
子

炉
停

止
機

能
の

異

常
の
お
そ
れ

 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
①

 

 
原

子
炉

の
運

転
中

に
原

子
炉

緊
急

停
止

系
作

動
回

路
の

１

チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
原
子
炉
停
止
信
号
が
発
信
さ
れ
、
そ
の
状

態
が
一
定
時
間
継
続
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
原
子
炉

停
止
信
号
が
発
信
さ
れ
た
原
因
を
特
定
で
き
な
い
場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
起
動
」
･「

運
転
」
・
「
高

温
停
止
」
の
場
合
を
い
う
。

 
・
「
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
原
子
炉
停
止
信
号
が
発
信
」
と
は
、
ハ
ー
フ
ス
ク
ラ
ム

状
態
を
い
う
。
（
試
験
、
保
守
作
業
等
意
図
的
な
場
合
を
除
く
）

 
・
「
一
定
時
間
」
と
は
、
１
時
間
を
い
う
。

 
・
「
原
子
炉
停
止
信
号
が
発
信
さ
れ
た
原
因
を
特
定
で
き
な
い
」
と
は
、
ハ
ー
フ

ス
ク
ラ
ム
と
な
っ
た
原
因
が
計
装
の
誤
動
作
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
ス
ク

ラ
ム

す
べ

き
状

態
で

の
計

装
の

誤
不

動
作

に
よ

る
も

の
な
の
か
を
確
定
で
き

な
い
場
合
を
い
う
。

 
・
以
下
の
い
ず
れ
か
の
場
合
は
本
事
象
に
該
当
し
な
い
。
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一
定
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合
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の
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冷
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※
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え

い
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針
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戒
事
態
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判
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す
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A
L
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原
子
炉
の
運
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中
に
保
安
規
定
（
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の

2
4
に
規
定
す
る
保
安
規
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
定

め
ら

れ
た

数
値

を
超

え
る

原
子

炉
冷

却
材

の
漏

え
い

が
起

こ
り
、
定
め
ら
れ
た
時
間
内
に
定
め
ら
れ
た
措
置
を
実
施
で

き
な
い
場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高
温
停
止
」
の
場
合
を
い
う
。

 
・
「
保
安
規
定
（
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の

2
4
に
規
定
す
る
保
安
規
定
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
で
定
め
ら
れ
た
数
値
を
超
え
る
原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い
が
起

こ
り
、
定
め
ら
れ
た
時
間
内
に
定
め
ら
れ
た
措
置
を
実
施
で
き
な
い
」
と
は
、

保
安
規
定
第

3
1
条
の
運
転
上
の
制
限
値
（
不
明
確
な
箇
所
か
ら
の
漏
え
い
率

が
0
.
2
3
m
3 /
h
以
下
で
あ
る
こ
と
）
を
満
足
で
き
ず
、
要
求
さ
れ
る
措
置
を
規

定
時
間
内
に
完
了
で
き
な
か
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

Ａ
Ｌ
２
２

※
１
／

 

原
子

炉
給

水
機

能
の

喪

失
 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
③

 

 
原

子
炉

の
運

転
中

に
当

該
原

子
炉

へ
の

全
て

の
給

水
機

能

が
喪
失
し
た
場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高
温
停
止
」
の
場
合
を
い
う
。

 
・
「
全
て
の
給
水
機
能
が
喪
失
」
と
は
、
常
用
の
給
復
水
系
が
使
用
で
き
な
い
場

合
を
い
う
。
（
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
起
動
は
含
ま
な
い
。
）

 

 ※
：
Ｅ
Ａ
Ｌ
番
号
の
記
載
例
（
別
表
－
２
及
び
別
表
－
３
に
示
す
番
号
も
同
様
）

 

 
例
：

Ａ
 Ｌ

 
１

 
１

 

 
 

 
 

 
 
↑

 
 

 
↑

 
 
↑

 

 
 

 
 

 
事
象
区
分

 
事
象
分
類

 
連
番

 

  な
お
，
番
号
は
Ｂ
Ｗ
Ｒ
及
び
Ｐ
Ｗ
Ｒ
共
通
の
た
め
，
Ｐ
Ｗ
Ｒ
特
有
事
象
で
使
用
す
る
番
号
は
，
欠
番
と
な
る
。

 

  

事
象
区
分

 

Ａ
Ｌ

 
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象

 

Ｓ
Ｅ

 
施
設
敷
地
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象

 

Ｇ
Ｅ

 
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象

 

Ｘ
Ｓ
Ｅ

 
事
業
所
外
運
搬

 

（
Ｅ
Ａ
Ｌ
対
象
外
）

 
Ｘ
Ｇ
Ｅ

 

 

事
象
分
類

 

０
 

放
射
線
量
・
放
射
性
物
質
放
出

 

１
 

止
め
る

 

２
 

冷
や
す

 

３
 

４
 

閉
じ
込
め
る

 

５
 

そ
の
他
脅
威

 

６
 

事
業
所
外
運
搬
（
Ｅ
Ａ
Ｌ
対
象
外
）

 

 

－１７－ －１７－ －１７－ －１７－ －１７－ 

－１７－ 



別
表
－
１

 
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象
（
警
戒
体
制
発
令
基
準
）
（
２
／
５
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
連
絡
す
べ
き
事
象
（
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

冷
や
す

 
Ａ
Ｌ
２
３

※
１
／

 

原
子

炉
除

熱
機

能
の

一

部
喪
失

 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
④

 

 
原

子
炉

の
運

転
中

に
主

復
水

器
に

よ
る

当
該

原
子

炉
か

ら

熱
を
除
去
す
る
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
原

子
炉

か
ら

残
留

熱
を

除
去

す
る

機
能

の
一

部
が

喪
失

し
た

場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高
温
停
止
」
の
場
合
を
い
う
。

 
・
「
主
復
水
器
に
よ
る
当
該
原
子
炉
か
ら
熱
を
除
去
す
る
機
能
が
喪
失
」
と
は
、

以
下
の
い
ず
れ
か
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 
 
①
復
水
器
真
空
度
が

-
2
8
.
8
k
P
a
ま
で
悪
下

 
 

②
同

一
の

主
蒸

気
管

の
内

外
２

つ
の

主
蒸

気
隔

離
弁

を
両
方
と
も
開
で
き
る

ラ
イ
ン
が
１
つ
も
な
く
、
か
つ
内
外
２
つ
の
主
蒸
気
ド
レ
ン
弁
を
両
方
と
も
開

で
き
な
い
状
態

 
・
「
残
留
熱
を
除
去
す
る
機
能
の
一
部
が
喪
失
」
と
は
、
以
下
の
モ
ー
ド
を
全
て

使
用

で
き

る
残

留
熱
除
去
系
（
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系

※
３
を
使
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
が
１
系
列
の
み
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 
 
①
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド

 
 
②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却
モ
ー
ド

 
 
③
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド

 

Ａ
Ｌ
２
５

※
１
／

 

全
交

流
電

源
喪

失
の

お

そ
れ

 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
⑤

 

 
全

て
の

非
常

用
交

流
母

線
か

ら
の

電
気

の
供

給
が

１
系

統

の
み

と
な

っ
た

場
合

で
当

該
母

線
へ

の
電

気
の

供
給

が
１

つ
の
電
源
の
み
と
な
り
、
そ
の
状
態
が

1
5
分
以
上
継
続
し

た
場
合
、
又
は
外
部
電
源
喪
失
が
３
時
間
以
上
継
続
し
た
場

合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「

全
て

の
非

常
用

交
流

母
線

」
と

は
、

非
常

用
交

流
高

圧
母
線
（
１
号
機
：

M
/
C
-
1
C
、

1
D
、

1
H
、
２
号
機
：

M
/
C
-
2
C
、

2
D
、

2
E
）
を
い
う
。

 

・
「
当
該
母
線
へ
の
電
気
の
供
給
が
１
つ
の
電
源
の
み
」
と
は
、
当
該
非
常
用
交

流
高
圧
母
線
へ
の
電
源
供
給
が
外
部
電
源
（

5
0
0
k
V
志
賀
中
能
登
線
、

2
7
5
k
V

志
賀
原
子
力
線
、

6
6
k
V
赤
住
線
又
は
主
発
電
機
（
当
該
原
子
炉
の
主
発
電
機

を
除
く
。
）
）
、
重
大
事
故
の
防
止
に
必
要
な
電
力
供
給
を
行
う
た
め
の
非
常

用
の
発
電
機
（
所
内
全
て
の
代
替
電
源
設
備
を
含
む
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
１

つ
に
な
っ
た
場
合
を
い
う
。
（
試
験
、
保
守
作
業
等
計
画
的
な
場
合
を
除
く
。
）
 

・
「

重
大

事
故

の
防

止
に

必
要

な
電

力
供

給
を

行
う

た
め

の
非
常
用
の
発
電
機

（
所
内
全
て
の
代
替
電
源
設
備
を
含
む
。
）
」
と
は
、
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
、
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

※
３
を
い
う
。

 

Ａ
Ｌ
２
９

※
１
／

 

停
止

中
の

原
子

炉
冷

却

機
能
の
一
部
喪
失

 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
⑥

 

 
原

子
炉

の
停

止
中

に
当

該
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

水
位

が

水
位
低
設
定
値
ま
で
低
下
し
た
場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
停
止
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
冷
温
停
止
」
･
「
燃
料
交

換
」
（
照
射
済
み
燃
料
集
合
体
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
あ
る
場
合
の
み
）
の

場
合
を
い
う
。

 

・
「
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
が
水
位
低
設
定
値
ま
で
低
下
」
と
は
、
原
子
炉

水
位
が
１
号
機
は

L
2（

-
9
4
3
m
m
）
、
２
号
機
は

L
1
.
5（

-
2
0
4
0
m
m
）
に
至
っ
た

場
合
を
い
う
。

 

    

－１８－ 



別
表
－
１

 
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象
（
警
戒
体
制
発
令
基
準
）
（
３
／
５
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
連
絡
す
べ
き
事
象
（
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

冷
や
す

 
Ａ
Ｌ
３
０

※
１
／

 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の

冷
却

機
能

喪
失

の
お

そ

れ
 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
⑦

 

 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
の

水
位

が
一

定
の

水
位

ま
で

低

下
し
た
場
合
。

 

・
「
一
定
の
水
位
ま
で
低
下
」
と
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
が
保
安
規

定
第

5
4

条
の

運
転

上
の

制
限

値
（

オ
ー

バ
ー

フ
ロ

ー
水

位
付

近
で

あ
る
こ

と
）
を
満
足
で
き
ず
、
要
求
さ
れ
る
措
置
を
規
定
時
間
内
に
完
了
で
き
な
か
っ

た
場
合
を
い
う
。

 

Ａ
Ｌ
３
１

※
２
／

 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の

冷
却

機
能

喪
失

の
お

そ

れ
（
旧
基
準
炉
）

 

指
針
５

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
①

 

 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
の

水
位

を
維

持
で

き
な

い

場
合
、
又

は
当

該
貯

蔵
プ
ー
ル
の

水
位

を
一

定
時

間
以

上
測

定
で

き
な

い
場

合
。

 

・
「

水
位

を
維

持
で

き
な

い
」
と

は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
が
保
安

規
定
第

5
4
条
の
運
転
上
の
制
限
値
（
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
あ
る
こ

と
）
を
満
足
で
き
ず
、
要
求
さ
れ
る
措
置
を
規
定
時
間
内
に
完
了
で
き
な
か
っ

た
場
合
を
い
う
。

 

・
「

水
位

を
一

定
時

間
以

上
測

定
で

き
な

い
」
と

は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ

ー
ル

水
位
を
水
位
計
、
監
視
カ
メ
ラ
等
の
測
定
機
器
（
可
搬
型
設
備
を
含
む
）

に
よ
り
確
認
で
き
な
い
状
態
が

2
4
時
間
以
上
継
続
し
た
場
合
を
い
う
。

 

閉
じ

込

め
る

 

Ａ
Ｌ
４
２

※
１
／

 

単
一

障
壁

の
喪

失
ま

た

は
喪
失
可
能
性

 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
⑪

 

 
燃

料
被

覆
管

障
壁

若
し

く
は

原
子

炉
冷

却
系

障
壁

が
喪

失

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
又
は
、
燃
料
被
覆
管
障
壁
若
し

く
は
原
子
炉
冷
却
系
障
壁
が
喪
失
し
た
場
合
。

 

・
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･
「
起
動
」
・
「
高
温
停
止
」
に
お
い
て
本
基
準

を
適
用
す
る
。

 

・
燃

料
被

覆
管

障
壁

又
は

原
子

炉
冷

却
系

障
壁

の
い

ず
れ

か
の
喪
失
又
は
そ
の

お
そ
れ
が
生
じ
た
場
合
が
本
基
準
に
該
当
す
る
。

 

・
障
壁
の
喪
失
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
判
断
は
別
表
－
２
２
で
判
断
す
る
。

 

そ
の

他

脅
威

 

Ａ
Ｌ
５
１

※
１
／

 

原
子

炉
制

御
室

他
の

機

能
喪
失
の
お
そ
れ

 

 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
⑧

 

 
中

央
制

御
室

そ
の

他
の

箇
所

か
ら

の
原

子
炉

の
運

転
や

制

御
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
中
央
制
御
室
そ
の
他
の
箇
所
」
と
は
、
中
央
制
御
室
を
い
う
。

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
や
制
御
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
」
と
は
、
中
央
制
御
室
の

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
に
お
い
て
高
警
報
（

0
.
0
0
6
m
S
v
/
h
）
が
発
生
し
た
場
合

を
い
う
。

 

            

－１９－ 



別
表
－
１

 
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象
（
警
戒
体
制
発
令
基
準
）
（
４
／
５
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
連
絡
す
べ
き
事
象
（
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

そ
の

他

脅
威

 

Ａ
Ｌ
５
２

※
１
／

 

所
内

外
通

信
連

絡
機

能

の
一
部
喪
失

 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
⑨

 

 
原

子
力

事
業

所
内

の
通

信
の

た
め

の
設

備
又

は
原

子
力

事

業
所

内
と

原
子

力
事

業
所

外
と

の
通

信
の

た
め

の
設

備
の

一
部
の
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
原
子
力
事
業
所
内
の
通
信
の
た
め
の
設
備
又
は
原
子
力
事
業
所
内
と
原
子
力

事
業
所
外
と
の
通
信
の
た
め
の
設
備
の
一
部
の
機
能
が
喪
失
」
と
は
、
原
子
炉

出
力

に
影

響
の

あ
る

過
渡

事
象

又
は

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

水
位
の
低
下

が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
「
中
央
制
御
室
か
ら
発
電
所
内
」
又
は
「
中

央
制
御
室
又
は
緊
急
時
対
策
所
か
ら
発
電
所
外
（
社
内
・
社
外
）
」
へ
連
絡
す

る
た
め
の
通
信
回
線
が
１
つ
に
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

・
「
通
信
回
線
が
１
つ
に
な
っ
た
場
合
」
と
は
、
設
備
的
に
異
な
る
電
力
保
安
回

線
、
公
衆
回
線
、
衛
星
回
線
等
の
う
ち
、
使
用
可
能
な
通
信
手
段
が
１
種
類
の

み
に
な
る
場
合
を
い
う
。

 

Ａ
Ｌ
５
３

※
１
／

 

重
要

区
域

で
の

火
災

・

溢
水

に
よ

る
安

全
機

能

の
一
部
喪
失
の
お
そ
れ

 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
⑩

 

 
重
要
区
域
（
命
令
第
２
条
第
２
項
第
８
号
に
規
定
す
る
重
要

区
域
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
火
災
又
は
溢
水
が
発
生
し
、

同
号
に
規
定
す
る
安
全
上
重
要
な
構
築
物
、
系
統
又
は
機
器

（
以
下
「
安
全
機
器
等
」
と
い
う
。
）
の
機
能
の
一
部
が
喪

失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
重
要
区
域
」
と
は
、
別
表
－
２
３
に
定
め
る
区
域
を
い
う
。

 

・
「
機
能
の
一
部
が
喪
失
す
る
お
そ
れ
」
と
は
、
火
災
又
は
溢
水
に
よ
る
安
全
機

器
等
の
故
障
に
よ
り
、
要
求
さ
れ
る
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
安

全
機
器
等
が
１
系
列
の
み
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

・
「
安
全
上
重
要
な
構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
」
と
は
、
別
表
－
２

３
に
定
め
る

機
器
等
を
い
う
。

 

・
「
火
災
」
と
は
、
発
電
所
敷
地
内
に
施
設
さ
れ
る
設
備
や
仮
置
き
さ
れ
た
可
燃

性
物
質
（
難
燃
性
を
含
む
）
が
発
火
す
る
こ
と
を
い
う
。

 

・
「
溢
水
」
と
は
、
発
電
所
内
に
施
設
さ
れ
る
機
器
の
破
損
に
よ

る
漏
水
又
は
消

火
栓
等
の
系
統
の
作
動
に
よ
る
放
水
が
原
因
で
、
系
統
外
に
放
出
さ
れ
た
流
体

を
い
う
（
滞
留
水
、
流
水
、
蒸
気
を
含
む
）
。

 

－２０－ 



別
表
－
１

 
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象
（
警
戒
体
制
発
令
基
準
）
（
５
／
５
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
連
絡
す
べ
き
事
象
（
警
戒
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

そ
の

他

脅
威

 

－
／

 

外
的

な
事

象
に

よ
る

原

子
力
施
設
へ
の
影
響

 

指
針
１

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
⑫
～
⑰
（
⑭
を
除
く
）

 

指
針
５

 
警
戒
事
態
を
判
断
す
る

E
A
L
②
～
⑥
（
④
を
除
く
）

 

 
・
志
賀
町
に
お
い
て
、
震
度
６
弱
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た

場
合
。

 

 
・
志
賀
町
沿
岸
を
含
む
津
波
予
報
区
に
お
い
て
、
大
津
波
警

報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
。

 

 
・

オ
ン

サ
イ

ト
総

括
が

警
戒

を
必

要
と

認
め

る
当

該
原

子

炉
施
設
の
重
要
な
故
障
等
が
発
生
し
た
場
合
。

 

 
 
（
注
）
本
事
象
は
原
子
力
事
業
者
か
ら
の
連
絡
は
不
要

 

 
・
当
該
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
新
規
制
基
準
で
定
め
る
設
計

基
準
を
超
え
る
外
部
事
象
が
発
生
し
た
場
合
（
竜
巻
、
洪

水
、
台
風
、
火
山
等
）
。

※
１
 

 
・

そ
の

他
原

子
炉

施
設

以
外

に
起

因
す

る
事

象
が

原
子

炉

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
を

認
知

し

た
場

合
な

ど
委

員
長

又
は

委
員

長
代

行
が

警
戒

本
部

の

設
置
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
。

 

 
 
（
注
）
本
事
象
は
原
子
力
事
業
者
か
ら
の
連
絡
は
不
要

 

 

 
※
１
：
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の
６
第
１
項
第
４
号
の
基
準
に
適
合
（
同
基
準
が
制
定
又
は
変
更
さ
れ
た
場
合
で
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
の
同
号
の
基
準
の
制
定
又
は
変
更
に
係
る
使
用
前
検

査
（
同
法
第

4
3
条
の
３
の

1
1
に
規
定
す
る
使
用
前
検
査
を
い
う
。
）
に
お
い
て
実
用
炉
規
則
第

1
6
条
の
表
第
三
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
査
事
項
が
終
了
）
し
た
場
合
に
適
用
す
る
。

 

 
※
２
：
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の
６
第
１
項
第
４
号
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
に
適
用
す
る
。

 

 
※
３
：
重
大
事
故
防
止
の
た
め
の
設
備
（
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成

2
5
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
５
号
）
第

２
条
第
２
項
第

1
4
号
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
及
び
原
子
力
事
業
者
が
自
主
的
に
設
け
て
い
る
も
の
（
以
下
「

S
A
設
備
」
と
い
う
。
）
）
の
総
称
又
は
設
備
案
を
例
示
す

る
。
な
お
、

S
A
設
備
は
、
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の
６
第
１
項
第
４
号
の
基
準
に
適
合
し
た
場
合
に
確
定
す
る
。

 

注
：
「
指
針
」
と
は
、
原
子
力
災
害
対
策
指
針
を
い
う
。

 

 
 
「
命
令
」
と
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
事
業
者
が
作
成
す
べ
き
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
等
に
関
す
る
命
令
を
い
う
。

 

 
 
「
規
制
法
」
と
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

3
2
年
法
律
第

1
6
6
号
）
を
い
う
。

 

 
 
「
実
用
炉
規
則
」
と
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

5
3
年
通
商
産
業
省
令
第

7
7
号
）
を
い
う
。

 

－２１－ 



別
表
－
２
 
原
災
法
第
１
０
条
第
１
項
に
基
づ
く
通
報
基
準
（
第
１
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
１
／
８
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
施
設
敷
地
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説
 

放
射

線

量
・
放
射

性
物

質

放
出
 

Ｓ
Ｅ
０
１
／
 

敷
地

境
界

付
近

の
放

射

線
量
の
上
昇

 

政
令
第
４
条
第
４
項
第
１
号

 

 
(1
) 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
１
つ
又
は
２
つ
以
上
に
お
い

て
、
５
μ
S
v/
h
以
上
の
ガ
ン
マ
線
の
放
射
線
量
が
検
出
さ

れ
た
場
合

（
た
だ

し
、
落
雷
時
の
検
出
又
は
排
気

筒
モ
ニ

タ
及
び
エ
リ
ア
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
並
び
に
そ
れ

ぞ
れ
の

検
出
さ
れ
た
数
値

に
異
常
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

で
あ
っ

て
５
μ
S
v/
h
以
上
と
な
っ
て
い
る
原
因
を
直
ち
に
原
子
力

規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
場
合
は
除
く
）
。

 

 
(2
) 
全
て
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
ガ
ン
マ
線
の
放
射
線

量
が
５

μ
S
v/
h
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

の
１
つ
又
は
２
つ
以
上
に
つ
い

て
、
ガ

ン
マ
線
の
放
射
線
量
が
１
μ
S
v/
h
以
上
で
あ
る
場
合
は
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ

ス
ト
の
ガ
ン
マ
線
の
放
射
線
量

と
可
搬

式
測
定
器
に
よ
る

中
性
子
線
の
放
射
線
量
と
を
合

計
し
、

５
μ
S
v
/h

以
上
と
な
っ
た
場
合
。
 

・
「
排
気
筒
モ
ニ
タ
及
び
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
検

出
さ
れ
た
数
値
に
異
常
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
５
μ
Sv
/
h
以
上
と

な
っ
て
い
る
原
因
を
直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
場
合
」
と
は
、

排
気
筒
モ
ニ
タ
及
び
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
（

C
A
MS
(
D/
W)
 
及
び
燃
料

取
替
エ
リ
ア
排
気
モ
ニ
タ
）
が
健
全
で
警
報
が
発
信
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て
そ
の
旨
を
直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
へ
報
告
し
た
場
合
を
い
う
。

 

Ｓ
Ｅ
０
２
／
 

通
常

放
出

経
路

で
の

気

体
放
射
性
物
質
の
放
出

 

 Ｓ
Ｅ
０
３
／
 

通
常

放
出

経
路

で
の

液

体
放
射
性
物
質
の
放
出

 

政
令
第
４
条
第
４
項
第
２
号

 

発
電
所
に
起
因
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
敷
地
等
境
界
付

近
に
達
し
た
場
合
に
５
μ
S
v/
h
以
上
の
放
射
線
量
に
相
当
す

る
放
射
性
物
質

（
規
則
第
５
条
で
定
め
ら
れ
た
基
準
以
上
の

放
射
性
物
質

）
が
、
排
気
筒
、
排
水
口
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
場
所
に
お
い
て

1
0
分
間
以
上
継
続
し
て
検
出
さ
れ
た
場

合
。

 

 

・
「
５
μ
S
v/
h
以
上
の
放
射
線
量
に
相
当
す
る
放
射
性
物
質

（
規
則
第
５
条
で

定
め
ら
れ
た
基
準
以
上
の
放
射
性
物
質

）
が
、
排
気
筒
、
排
水
口
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
場
所
に
お
い
て

1
0
分
間
以
上
継
続
し
て
検
出
」
と
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
以
下
の
数
値
を

1
0
分
間
以
上
継
続
し
て
検
出
し
た
場
合
を
い

う
。

 

 
①
排
気
筒
モ
ニ
タ
又
は

S
GT
S排

ガ
ス
モ
ニ
タ
：
１
号
機

4
.4
×

1
0
2 s

-1
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

２
号
機

4
.5
×

1
0
2 s

-1
 

 
②
放
水
放
射
線
モ
ニ
タ
：
１
号
機

5
.
2×

10
3 s

-1
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
２
号
機

5
.
2×

10
3 s

-1
 

         

－２２－ 



別
表
－
２
 
原
災
法
第
１
０
条
第
１
項
に
基
づ
く
通
報
基
準
（
第
１
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
２
／
８
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
施
設
敷
地
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説
 

放
射

線

量
・
放
射

性
物

質

放
出
 

Ｓ
Ｅ
０
４
／

 

火
災

爆
発

等
に

よ
る

管

理
区

域
外

で
の

放
射

線

の
放
出

 

 Ｓ
Ｅ
０
５
／

 

火
災

爆
発

等
に

よ
る

管

理
区

域
外

で
の

放
射

性

物
質
の
放
出

 

政
令
第
４
条
第
４
項
第
３
号

 

 
管
理
区
域
外
の
場
所
（
排
気
筒
、
排
水
口
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
場
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
火
災
、
爆
発
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
発
生
の
際
に
、

5
0μ

Sv
/
h
以
上
の

放
射
線
量
が

1
0
分
間
以
上
継
続
し
て
検
出
さ
れ
た
場
合
、
又

は
５
μ
Sv
/
h
の
放
射
線
量
に
相
当
す
る
放
射
性
物
質
（
規
則

第
６
条
で
定
め
ら
れ
た
基
準
以
上
の
放
射
性
物
質

）
が
検
出

さ
れ
た
場
合
。

 

 
な
お
、
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
状
況

に
よ
り
放
射
線
量
又
は
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
が
困
難

で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
状
況
に
鑑
み
、
上
記
の
放
射

線
量
の
水
準
又
は
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
水
準
が
検
出
さ

れ

る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
に
は
、
当
該
放
射
線
量
又
は
放
射
性

物
質
の
濃
度
の
水
準
が
検
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

 

Ｓ
Ｅ
０
６
／

 

施
設

内
(
原

子
炉

外
)
臨

界
事
故
の
お
そ
れ

 

規
則
第
７
条
第
２
号

 

 
原
子
炉
の
運
転
等
の
た
め
の
施
設
の
内
部
（
原
子
炉
の
本
体

の
内
部
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
の
形
状
に
よ

る
管
理
、
質
量
に
よ
る
管
理
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
管
理
が

損
な
わ
れ
る
状
態
そ
の
他
の
臨
界
状
態
の
発
生
の
蓋
然
性
が

高
い
状
態
に
あ
る
場
合
。

 

 

－２３－ 



別
表
－
２
 
原
災
法
第
１
０
条
第
１
項
に
基
づ
く
通
報
基
準
（
第
１
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
３
／
８
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
施
設
敷
地
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説
 

冷
や
す

 
Ｓ
Ｅ
２
１

※
１
／
 

原
子

炉
冷

却
材

漏
え

い

時
に

お
け

る
非

常
用

炉

心
冷

却
装

置
に

よ
る

一

部
注
水
不
能

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(1
) 

 
原
子
炉
の
運
転
中
に
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
の
作
動
を
必
要

と
す
る
原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
、
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
及
び
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に

係
る

装
置

並
び

に
こ

れ
ら

と
同

等
の

機
能

を
有

す
る

設
備

（
以
下
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

当
該
原
子
炉
へ
高
圧
又
は
低
圧
で
注
水
す
る
も
の
の
い
ず
れ

か
に
よ
る
注
水
が
直
ち
に
で
き
な
い
場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高

温
停
止
」
の
場
合
を
い
う
。

 

・
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
の
作
動
を
必
要
と
す
る
原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い

が
発
生
」
と
は
、
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
や
給
水
系
等
に
よ
り

原
子
炉

冷
却
材
の
漏
え
い
が
発
生
し
、
漏
え
い
を
示
す
パ
ラ
メ
ー
タ
変
動
や
警
報
の

発
生
又
は
原
子
炉
格
納
容
器
外
側
の
現
場
で
漏
え
い
を
確
認
し
た
状
態
に
お

い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
が
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
（
高
圧
系
）
の
作

動
圧
力
（

13
.
7k
P
a）

ま
で
上
昇
又
は
原
子
炉
水
位
が
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置

の
作
動
水
位
（
１
号
機
：

L
2（

-
9
4
3m
m
）
、
２
号
機
：

L1
.
5（

-
2
0
40
m
m）

）

ま
で
低
下
し
た
場
合
を
い
う
。

 

・
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
及
び
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
係
る
装
置
並
び
に

こ
れ
ら
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備
（
以
下
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
」

と
い
う
。
）
」
と
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
加
え
、
同
設
備
に
求
め

ら
れ
る
能
力
と
同
程
度
の
能
力
（
吐
出
圧
力
及
び
容
量
）
並
び
に
即
応
性
を

有
す
る
設
備
と
し
て
、
以
下
の
設
備
を
い
う
。

 

 
 
高
圧
系
：
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
（
２
号
機
は
高
圧
炉
心
注
水
系
）
、

 

 
 
 
 

 
 
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

 

 
 
低
圧
系
：
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
（
１
号
機
の
み
）
、
低
圧
注
水
系
、

 

 
 
 
 

 
 
常
設
代
替
低
圧
注
水
系

※
３
 

・
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
の
う
ち
当
該
原
子
炉
へ
高
圧
又
は
低
圧
で
注
水

す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
注
水
が
直
ち
に
で
き
な
い
」
と
は
、
非
常
用

炉
心
冷
却
装
置
等
の
う
ち
全
て
の
高
圧
系
又
は
全
て
の
低
圧
系
の
機
能
が
喪

失
し
た
場
合
を
い
う
。

 

Ｓ
Ｅ
２
２

※
１
／
 

原
子

炉
注

水
機

能
喪

失

の
お
そ
れ

 

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(2
) 

 
原
子
炉
の
運
転
中
に
当
該
原
子
炉
へ
の
全
て
の
給
水
機
能
が

喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
の
う

ち
当
該
原
子
炉
へ
高
圧
で
注
水
す
る
も
の
に
よ
る
注
水
が
直

ち
に
で
き
な
い
場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高

温
停
止
」
の
場
合
を
い
う
。

 

・
「
全
て
の
給
水
機
能
が
喪
失
」
と
は
、
常
用
の
給
復
水
系
が
使
用
で
き
な
い

場
合
を
い
う
。

 

・
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
の
う
ち
当
該
原
子
炉
へ
高
圧
で
注
水
す
る
も
の

に
よ
る
注
水
が
直
ち
に
で
き
な
い
」
と
は
、
高
圧
系
の
非
常
用
炉
心
冷
却
装

置
等
（
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
」
は
Ｓ
Ｅ
２
１
の
解
説
に
示
す
。
）
に

よ
り
原
子
炉
へ
注
水
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
状
態
（
例
：
ポ
ン

プ
が
自
動
又
は
手
動
に
よ
り
起
動
で
き
な
い
こ
と
。
注
入
弁
が
開
弁
で
き
な

い
こ
と
。
）
を
い
う
。

 

－２４－ 



別
表
－
２
 
原
災
法
第
１
０
条
第
１
項
に
基
づ
く
通
報
基
準
（
第
１
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
４
／
８
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
施
設
敷
地
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説
 

冷
や
す

 
Ｓ
Ｅ
２
３

※
１
／
 

残
留

熱
除

去
機

能
の

喪

失
 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(3
) 

 
原
子
炉
の
運
転
中
に
主
復
水
器
に
よ
り
当
該
原
子
炉
か
ら
熱

を
除
去
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
残
留
熱
除
去
系
に
係
る

装
置
及
び
こ
れ
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備
（
以
下
「
残

留
熱
除
去
系
装
置
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
原
子
炉
か

ら
残
留
熱
を
直
ち
に
除
去
で
き
な
い
場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高

温
停
止
」
の
場
合
を
い
う
。

 

・
「
主
復
水
器
に
よ
り
当
該
原
子
炉
か
ら
熱
を
除
去
で
き
な
い
」
と
は
、
以
下

の
い
ず
れ
か
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

 
①
復
水
器
真
空
度
が

-2
8
.8

kP
a
ま
で
悪
下
 

 
②
同
一
の
主
蒸
気
管
の
内
外
２
つ
の
主
蒸
気
隔
離
弁
を
両
方
と
も
開
で
き
る

ラ
イ
ン
が
１
つ
も
な
く
、
か
つ
内
外
２
つ
の
主
蒸
気
ド
レ
ン
弁
を
両
方
と

も
開
で
き
な
い
状
態

 

・
「
残
留
熱
除
去
系
に
係
る
装
置
及
び
こ
れ
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
設
備
（
以

下
「
残
留
熱
除
去
系
装
置
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
原
子
炉
か
ら
残
留

熱
を
直
ち
に
除
去
で
き
な
い
」
と
は
、
残
留
熱
除
去
系
（
代
替
原
子
炉
補
機

冷
却
系

※
３
を
使
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
以
下
の
モ
ー
ド
が
全
て
使
用
不

能
に
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

 
①
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド

 

 
②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却
モ
ー
ド

 

 
③
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド

 

 
交
流
電
源
喪
失
時
の
電
源
切
り
替
え
に
伴
う

3
0
分
以
内
の
使
用
不
能
は
除

く
。

 

Ｓ
Ｅ
２
５

※
１
／
 

全
交
流
電
源
の

30
分
以

上
喪
失

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(4
) 

 
全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
、
か
つ
、

そ
の
状
態
が

3
0
分
間
以
上
継
続
し
た
場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
」
と
は
、
外
部
電
源
（

5
00
k
V

志
賀
中
能
登
線
、
2
7
5k
V
志
賀
原
子
力
線
、
66
kV

赤
住
線
又
は
主
発
電
機
（
当

該
原
子
炉
の
主
発
電
機
を
除
く
。
）
）
及
び
重
大
事
故
の
防
止
に
必
要
な
電

力
供
給
を
行
う
た
め
の
非
常
用
の
発
電
機
（
所
内
全
て
の
代
替
電
源
設
備
を

含
む
。
）
か
ら
の
受
電
が
で
き
て
い
な
い
場
合
を
い
う
。

 

・
「
重
大
事
故
の
防
止
に
必
要
な
電
力
供
給
を
行
う
た
め
の
非
常
用
の
発
電
機

（
所
内
全
て
の
代
替
電
源
設
備
を
含
む
。
）
」
と
は
、
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
、
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

※
３
を
い
う
。

 

Ｓ
Ｅ
２
７

※
１
／
 

直
流
電
源
の
部
分
喪
失

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(5
) 

 
非
常
用
直
流
母
線
が
１
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
直

流
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
１
と
な
る
状
態
が
５
分

間
以
上
継
続
し
た
場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
非
常
用
直
流
母
線
」
と
は
、
１
号
機
は

11
5V

直
流
母
線
Ａ
及
び
Ｂ
、
２
号

機
は

1
1
5V

直
流
母
線
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
を
い
う
。

 

・
「
非
常
用
直
流
母
線
が
１
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
直
流
母
線
に
電

気
を
供
給
す
る
電
源
が
１
と
な
る
」
と
は
、
使
用
可
能
な
直
流
母
線
が
１
系

統
の
み
に
な
っ
た
状
態
で
、
当
該
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
蓄
電
池
、

充
電
器
、
予
備
充
電
器
、
可
搬
型
代
替
直
流
電
源
設
備

※
３
の
う
ち
、
い
ず
れ

か
１
つ
だ
け
に
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

－２５－ 



別
表
－
２
 
原
災
法
第
１
０
条
第
１
項
に
基
づ
く
通
報
基
準
（
第
１
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
５
／
８
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
施
設
敷
地
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説
 

冷
や
す

 
Ｓ
Ｅ
２
９

※
１
／
 

停
止

中
の

原
子

炉
冷

却

機
能
の
喪
失

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(6
) 

 
原
子
炉
の
停
止
中
に
原
子
炉
容
器
内
の
水
位
が
非
常
用
炉
心

冷
却

装
置

（
当

該
原

子
炉

へ
低

圧
で

注
水

す
る

も
の

に
限

る
。
）
が
作
動
す
る
水
位
ま
で
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
、

全
て
の
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
に
よ
る
注
水
が
で
き
な
い
場

合
。
 

・
「
原
子
炉
の
停
止
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
冷
温
停
止
」
･「

燃
料
交

換
」
（
照
射
済
み
燃
料
集
合
体
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
あ
る
場
合
の
み
）

の
場
合
を
い
う
。

 

・「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
（
当
該
原
子
炉
へ
低
圧
で
注
水
す
る
も
の
に
限
る
。
）

が
作

動
す

る
水

位
ま

で
低

下
」

と
は

、
原

子
炉

水
位

が
L
1
（

１
号

機
：

-
3
4
73
m
m、

２
号
機
：

-
28
8
0m
m）

に
至
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

・
「
全
て
の
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
に
よ
る
注
水
が
で
き
な
い
」
と
は
、
非
常

用
炉
心
冷
却
装
置
に
よ
り
原
子
炉
へ
注
水
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
な

い
状
態
（
例
：
ポ
ン
プ
が
自
動
又
は
手
動
に
よ
り
起
動
で
き
な
い
こ
と
。
注

入
弁
が
開
弁
で
き
な
い
こ
と
。
）
を
い
う
。

 

Ｓ
Ｅ
３
０

※
１
／
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の

冷
却
機
能
喪
失

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(7
) 

 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
の
水
位
を
維
持
で
き
な
い
場
合
又

は
当
該
貯
蔵
プ
ー
ル
の
水
位
を
維
持
で
き
て
い
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
貯
蔵
プ
ー
ル
の
水
位
を
測
定

で
き
な
い
場
合
。

 

・
「
水
位
を
維
持
で
き
な
い
」
と
は
、
注
水
設
備
（
可
搬
型
設
備
を
含
む
）
に

よ
る
プ
ー
ル
へ
の
水
補
給
を
行
っ
て
も
水
位
低
下
傾
向
が
続
き
、
使
用
済
燃

料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
計
、
監
視
カ
メ
ラ
等
の
測
定
機
器
（
可
搬
型
設
備
を
含

む
）
に
よ
り
、
「
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
の
水
位
低
下
が
通
常
水
位
と
有

効
燃

料
棒

頂
部

よ
り

上
方

２
ｍ

の
位

置
と

の
中

間
の

水
位

（
１

号
機

：

N
W
L
-2
6
55
m
m
、
２
号
機
：

NW
L
-2
7
3
0m
m
）
を
超
え
て
更
に
低
下
」
を
確
認
し

た
場
合
を
い
う
。

 

・
「
当
該
貯
蔵
プ
ー
ル
の
水
位
を
維
持
で
き
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
貯
蔵
プ
ー
ル
の
水
位
を
測
定
で
き
な
い
」
と
は
、
使
用
済
燃

料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
計
、
監
視
カ
メ
ラ
等
の
測
定
機
器
（
可
搬
型
設
備
を
含

む
）
に
よ
り
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
が
確
認
で
き
な
い
状
態
で
、「

通

常
水
位
と
有
効
燃
料
棒
頂
部
よ
り
上
方
２
ｍ
の
位
置
と
の
中
間
の
水
位
（
１

号
機
：

N
WL

-
26
5
5m
m
、
２
号
機
：

N
W
L-

2
73
0
m
m
）
に
至
っ
て
い
る
」
と
判
断

し
た
場
合
を
い
う
。

 

Ｓ
Ｅ
３
１

※
２
／
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の

冷
却
機
能
喪
失
（
旧
基
準

炉
）
 

規
則
第
７
条
第
１
号
ヘ

(1
) 

 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
の
水
位
が
照
射
済
燃
料
集
合
体
の

頂
部
か
ら
上
方
２
メ
ー
ト
ル
の
水
位
ま
で
低
下
し
た
と
き
。

 

・
「
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
が
照
射
済
燃
料
集
合
体
の
頂
部
か
ら
上
方
２

メ
ー
ト
ル
の
水
位
ま
で
低
下
」
と
は
、
注
水
設
備
（
可
搬
型
設
備
を
含
む
）

に
よ
る
プ
ー
ル
へ
の
水
補
給
を
行
っ
て
も
水
位
低
下
傾
向
が
続
き
、
使
用
済

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
計
、
監
視
カ
メ
ラ
等
の
測
定
機
器
（
可
搬
型
設
備
を

含
む
）
に
よ
り
、
「
有
効
燃
料
棒
頂
部
よ
り
上
方
２
ｍ
の
水
位
（
１
号
機
：

N
W
L
-5
3
10
m
m
、
２
号
機
：

NW
L
-5
4
6
0m
m
）
に
達
す
る
こ
と
」
を
確
認
し
た
場

合
を
い
う
。

 

－２６－ 



別
表
－
２
 
原
災
法
第
１
０
条
第
１
項
に
基
づ
く
通
報
基
準
（
第
１
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
６
／
８
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
施
設
敷
地
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説
 

閉
じ

込

め
る
 

Ｓ
Ｅ
４
１

※
１
／
 

格
納

容
器

健
全

性
喪

失

の
お
そ
れ

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(1
1
) 

 
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
又
は
温
度
の
上
昇
率
が
一
定
時

間
に
わ
た
っ
て
通
常
の
運
転
及
び
停
止
中
に
お
い
て
想
定
さ

れ
る
上
昇
率
を
超
え
た
場
合
。

 

・
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･
「
起
動
」
･
「
高
温
停
止
」
に
お
い
て
本
基
準

を
適
用
す
る
。

 

・
「
一
定
時
間
に
わ
た
っ
て
通
常
の
運
転
及
び
停
止
中
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る

上
昇
率
を
超
え
た
」
と
は
、
原
子
炉
を
停
止
す
る
こ
と
に
な
る
以
下
の
い
ず

れ
か
の
状
態
に
達
し
た
場
合
を
い
う
。

 

 
①
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
：
1
3
.
7k
P
a
 

 
②
原
子
炉
格
納
容
器
温
度
：
１
号
機

90
℃
、
２
号
機

1
0
3℃

 

・
原
子
炉
格
納
容
器
冷
却
機
能
な
ど
の
常
用
の
設
備
の
故
障
等
に
よ
っ
て
圧
力

又
は
温
度
の
上
昇
傾
向
が
一
定
時
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
た
場
合
は
本
事
象

に
該
当
し
な
い
。

 

Ｓ
Ｅ
４
２

※
１
／
 

２
つ

の
障

壁
の

喪
失

ま

た
は
喪
失
可
能
性

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(1
3
) 

 
燃
料
被
覆
管
の
障
壁
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
冷

却
系
の
障
壁
が
喪
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
燃
料
被
覆

管
の
障
壁
及
び
原
子
炉
冷
却
系
の
障
壁
が
喪
失
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
、
又
は
燃
料
被
覆
管
の
障
壁
若
し
く
は
原
子
炉

冷
却
系
の
障
壁
が
喪
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

原
子
炉
格
納
容
器
の
障
壁
が
喪
失
し
た
場
合
。

 

・
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
・
「
高
温
停
止
」
に
お
い
て
本
基
準

を
適
用
す
る
。

 

・
燃
料
被
覆
管
障
壁
、
原
子
炉
冷
却
系
障
壁
、
原
子
炉
格
納
容
器
障
壁
の
３
つ

の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
つ
の
障
壁
の
喪
失
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
合

が
本
事
象
に
該
当
す
る
。

 

・
障
壁
の
喪
失
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
判
断
は
別
表
－
２
２
で
判
断
す
る
。

 

Ｓ
Ｅ
４
３

※
１
／
 

原
子

炉
格

納
容

器
圧

力

逃
し
装
置
の
使
用

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(1
2
) 

 
原
子
炉
の
炉
心
（
以
下
単
に
「
炉
心
」
と
い
う
。
）
の
損
傷

が
発
生
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
炉
心
の
損
傷
を
防
止

す
る
た
め
に
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
を
使
用
し

た
場
合
。

 

・
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･
「
起
動
」
･「

高
温
停
止
」
に
お
い
て
本
基
準

を
適
用
す
る
。

 

・
「
原
子
炉
の
炉
心
の
損
傷
が
発
生
し
て
い
な
い
」
と
は
、
事
故
時
運
転
操
作

ガ
イ
ド
（
Ａ
Ｍ
Ｇ
）
（
炉
心
損
傷
後
）
の
導
入
条
件
に
至
っ
て
い
な
い
場
合

を
い
う
。

 

・
「
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
を
使
用
」
と
は
、
格
納
容
器
ベ
ン
ト

を
実
施
し
た
場
合
を
い
う
。

 

－２７－ 



別
表
－
２
 
原
災
法
第
１
０
条
第
１
項
に
基
づ
く
通
報
基
準
（
第
１
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
７
／
８
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
施
設
敷
地
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説
 

そ
の

他

脅
威
 

Ｓ
Ｅ
５
１

※
１
／
 

原
子

炉
制

御
室

の
一

部

の
機
能
喪
失
・
警
報
喪
失

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(8
) 

 
中
央
制
御
室
の
環
境
が
悪
化
し
、
原
子
炉
の
制
御
に
支
障
が

生
じ
た
場
合
、
又
は
原
子
炉
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ

ー
ル
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
中
央
制
御
室
に

設
置
す
る
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
（
以
下
「
原
子
炉
施

設
」
と
い
う
。
）
の
状
態
を
表
示
す
る
装
置
若
し
く
は
原
子

炉
施
設
の
異
常
を
表
示
す
る
警
報
装
置
の
機
能
の
一
部
が
喪

失
し
た
場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
中
央
制
御
室
の
環
境
が
悪
化
し
、
原
子
炉
の
制
御
に
支
障
」
と
は
、
中
央

制
御
室
放
射
線
レ
ベ
ル
が

0
.
6m
S
v
/h

と
な
っ
た
場
合
又
は
空
気
中
放
射
性

物
質
濃
度
が

4
.
0×

10
-5
B
q/
c
m3
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

・
「
原
子
炉
若
し
く
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
に
異
常
が
発
生
」
と
は
、
原

子
炉

出
力

に
影

響
の

あ
る

過
渡

事
象

又
は

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

水
位

の
低
下
が
確
認
さ
れ
た
場
合
を
い
う
。

 

・
「
中
央
制
御
室
に
設
置
す
る
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
（
以
下
「
原
子
炉

施
設
」
と
い
う
。
）
の
状
態
を
表
示
す
る
装
置
若
し
く
は
原
子
炉
施
設
の
異

常
を
表
示
す
る
警
報
装
置
の
機
能
の
一
部
が
喪
失
」
と
は
、
１
号
機
は
安
全

系
区
分
の
Ⅰ
又
は
Ⅱ
、
２
号
機
は
安
全
系
区
分
の
Ⅰ
、
Ⅱ
又
は
Ⅲ
の
う
ち
監

視
可
能
（
制
御
盤
の
表
示
灯
、
警
報
、
指
示
計
、
記
録
計
が
全
て
確
認
可
能
）

な
も
の
が
ど
れ
か
１
区
分
の
み
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

Ｓ
Ｅ
５
２

※
１
／
 

所
内

外
通

信
連

絡
機

能

の
全
て
喪
失

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(9
) 

 
原
子
力
事
業
所
内
の
通
信
の
た
め
の
設
備
又
は
原
子
力
事
業

所
内
と
原
子
力
事
業
所
外
と
の
通
信
の
た
め
の
設
備
の
全
て

の
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
原
子
力
事
業
所
内
の
通
信
の
た
め
の
設
備
又
は
原
子
力
事
業
所
内
と
原
子

力
事
業
所
外
と
の
通
信
の
た
め
の
設
備
の
全
て
の
機
能
が
喪
失
」
と
は
、
原

子
炉
出
力
に
影
響
の
あ
る
過
渡
事
象
又
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
の

低
下
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
「
中
央
制
御
室
か
ら
発
電
所
内
」
又

は
「
中
央
制
御
室
又
は
緊
急
時
対
策
所
か
ら
発
電
所
外
（
社
内
・
社
外
）
」

へ
連

絡
す

る
た

め
の

通
信

回
線

が
全

て
使

用
で

き
な

く
な

っ
た

場
合

を
い

う
。

 

Ｓ
Ｅ
５
３

※
１
／
 

火
災
・
溢
水
に
よ
る
安
全

機
能
の
一
部
喪
失

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(1
0
) 

 
火
災
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
命
令
第
２
条
第
２
項
第
８
号
に

規
定
す
る
安
全
上
重
要
な
構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
（
以
下

「
安
全
機
器
等
」
と
い
う
。
）
の
機
能
の
一
部
が
喪
失
し
た

場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
安
全
上
重
要
な
構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
」
と
は
、
別
表
－
２
３
に
定
め

る
機
器
等
を
い
う
。

 

・
「
機
能
の
一
部
が
喪
失
」
と
は
、
火
災
又
は
溢
水
に
よ
る
安
全
機
器
等
の
故

障
に
よ
り
、
要
求
さ
れ
る
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
安
全
機
器

等
が
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

・
「
火
災
」
と
は
、
発
電
所
敷
地
内
に
施
設
さ
れ
る
設
備
や
仮
置
き
さ
れ
た
可

燃
性
物
質
（
難
燃
性
を
含
む
）
が
発
火
す
る
こ
と
を
い
う
。

 

・
「
溢
水
」
と
は
、
発
電
所
内
に
施
設
さ
れ
る
機
器
の
破
損
に
よ
る
漏
水
又
は

消
火
栓
等
の
系
統
の
作
動
に
よ
る
放
水
が
原
因
で
、
系
統
外
に
放
出
さ
れ
た

流
体
を
い
う
（
滞
留
水
、
流
水
、
蒸
気
を
含
む
）
。

 

－２８－ 



別
表
－
２
 
原
災
法
第
１
０
条
第
１
項
に
基
づ
く
通
報
基
準
（
第
１
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
８
／
８
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
施
設
敷
地
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説
 

そ
の

他
脅
威
 

Ｓ
Ｅ
５
５
／

 

防
護

措
置

の
準

備
お

よ

び
一

部
実

施
が

必
要

な

事
象
発
生

 

 

規
則
第
７
条
第
１
号
イ

(1
4
) 

規
則
第
７
条
第
１
号
ヘ

(2
）
 

 
そ
の
他
原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
が
原
子
炉
施
設

に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
放
射
性
物
質
又
は

放
射
線
が
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
出
さ
れ
、
又
は
放
出
さ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
り
、
原
子
力
事
業
所
周
辺
に
お
い
て
、
緊
急

事
態
に
備
え
た
防
護
措
置
の
準
備
及
び
防
護
措
置
の
一
部
の

実
施
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
が
発
生
し
た
場
合
。

 

・
「
そ
の
他
原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
」
と
は
、
破
壊
妨
害
行
為
等
、

プ
ラ
ン
ト
の
安
全
を
維
持
す
る
機
能
に
不
具
合
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
外
的

な
事
象
を
い
う
。

 

・
「
原
子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
放
射
性
物
質
又
は

放
射
線
が
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
出
さ
れ
、
又
は
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

り
、
原
子
力
事
業
所
周
辺
に
お
い
て
、
緊
急
事
態
に
備
え
た
防
護
措
置
の
準

備
及
び
防
護
措
置
の
一
部
の
実
施
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
が
発
生
」

と
は
、
原
子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
敷
地
境
界
に
お
い

て
５
μ

Sv
/
h
に
相
当
す
る
放
射
線
又
は
放
射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
う
る
状

況
で
あ
る
と
原
子
力
防
災
管
理
者
が
判
断
し
た
場
合
を
い
う
。

 

事
業

所
外
運
搬

 
Ｘ
Ｓ
Ｅ
６
１

/ 
事

業
所

外
運

搬
で

の
放

射
線
量
率
の
上
昇

 

政
令
第
４
条
第
４
項
第
４
号

 
 
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
発
生
の
際
に
、

事
業
所
外
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
か
ら
１
ｍ
離
れ
た
場
所
に

お
い
て

、
1
00

μ
S
v
/
h
以
上
の
放
射
線

量
が
検
出
さ
れ

た
場

合
。
な
お
、
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の

状
況
に
よ
り
放
射
線
量
の
測
定
が
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
、
そ
の
状
況
に
鑑
み
、
上
記
の
放
射
線
量
の
水
準
が
検
出

さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
に
は
、
当
該
放
射
線
量
の
水
準

が
検
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

 

Ｘ
Ｓ
Ｅ
６
２
／

 
事

業
所

外
運

搬
で

の
放

射
性
物
質
漏
え
い

 

政
令
第
４
条
第
４
項
第
５
号

 
 
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
発
生
の
際
に
、

事
業
所
外
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
か
ら
放
射
性
物
質
が
漏
え

い
し
た
場
合
又
は
漏
え
い
の
蓋
然
性
が
高
い
状
態
で
あ
る
場

合
（
L
型
、

IP
-1

型
を
除
く
）
。

 

 
※
１
：
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の
６
第
１
項
第
４
号
の
基
準
に
適
合
（
同
基
準
が
制
定
又
は
変
更
さ
れ
た
場
合
で
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
の
同
号
の
基
準
の
制
定
又
は
変
更
に
係
る
使
用
前
検

査
（
同
法
第

43
条
の
３
の

1
1
に
規
定
す
る
使
用
前
検
査
を
い
う
。
）
に
お
い
て
実
用
炉
規
則
第

16
条
の
表
第
三
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
査
事
項
が
終
了
）
し
た
場
合
に
適
用
す
る
。

 

 
※
２
：
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の
６
第
１
項
第
４
号
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
に
適
用
す
る
。

 

 
※
３
：
重
大
事
故
防
止
の
た
め
の
設
備
（
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成

25
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
５
号
）
第

２
条
第
２
項
第

14
号
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
及
び
原
子
力
事
業
者
が
自
主
的
に
設
け
て
い
る
も
の
（
以
下
「

SA
設
備
」
と
い
う
。
）
）
の
総
称
又
は
設
備
案
を
例
示
す

る
。
な
お
、

S
A
設
備
は
、
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の
６
第
１
項
第
４
号
の
基
準
に
適
合
し
た
場
合
に
確
定
す
る
。

 

注
：
「
政
令
」
と
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
を
い
う
。

 

 
 
「
規
則
」
と
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
象
等
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

 

 
 
「
命
令
」
と
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
事
業
者
が
作
成
す
べ
き
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
等
に
関
す
る
命
令
を
い
う
。

 

 
 
「
規
制
法
」
と
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

3
2
年
法
律
第

16
6
号
）
を
い
う
。

 

 
 
「
実
用
炉
規
則
」
と
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

5
3
年
通
商
産
業
省
令
第

7
7
号
）
を
い
う
。

 

－２９－ 



別
表
－
３
 
原
災
法
第
１
５
条
第
１
項
の
原
子
力
緊
急
事
態
発
令
の
基
準
（
第
２
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
１
／
７
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

放
射

線

量
・
放
射

性
物

質

放
出
 

Ｇ
Ｅ
０
１
／
 

敷
地

境
界

付
近

の
放

射

線
量
の
上
昇

 

 

政
令
第
６
条
第
３
項
第
１
号

 

 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
１
つ
に
お
い
て
、
５
μ
S
v/
h
以
上

の
ガ
ン
マ
線
の
放
射
線
量
が

10
分
間
以
上
継
続
し
て
検
出

さ
れ
た
場
合
、
又
は
２
つ
以
上
に
お
い
て
、
５
μ
S
v
/h

以
上

の
ガ
ン
マ
線
の
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た
場
合
（
た
だ
し
、

落
雷

時
の

検
出

又
は

排
気

筒
モ

ニ
タ

及
び

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
並

び
に

そ
れ

ぞ
れ

の
検

出
さ

れ
た

数
値

に
異

常
が
認

め
ら
れ

な
い

場
合
で
あ

っ
て

５
μ
Sv
/h

以
上

と
な

っ
て

い
る

原
因

を
直

ち
に

原
子

力
規

制
委

員
会

に
報

告
す

る
場
合
は
除
く
）
。
 

・
「
排
気
筒
モ
ニ
タ
及
び
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
検
出

さ
れ
た
数
値
に
異
常
が

認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て

５
μ
S
v/
h
以
上
と
な

っ
て
い
る
原
因
を
直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
場
合
」
と
は
、
排

気
筒
モ
ニ
タ
及
び
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
（

CA
M
S(
D
/W
)
 
及
び
燃
料
取
替

エ
リ
ア
排
気
モ
ニ
タ
）
が
健
全
で
警
報
が
発
信
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て

そ
の
旨
を
直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
へ
報
告
し
た
場
合
を
い
う
。

 

Ｇ
Ｅ
０
２
／
 

通
常

放
出

経
路

で
の

気

体
放
射
性
物
質
の
放
出

 

 Ｇ
Ｅ
０
３
／
 

通
常

放
出

経
路

で
の

液

体
放
射
性
物
質
の
放
出

 

 

政
令
第
６
条
第
４
項
第
１
号

 

 
発

電
所

に
起

因
す

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
が

敷
地

等
境

界

付
近
に
達
し
た
場
合
に

 ５
μ
S
v/
h
以
上
の
放
射
線
量
に
相

当
す
る
放
射
性
物
質
（
規
則
第
５
条
で
定
め
ら
れ
た
基
準
以

上
の
放
射
性
物
質
）
が
、
排
気
筒
、
排
水
口
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
場
所
に
お
い
て

1
0
分
間
以
上
継
続
し
て
検
出
さ

れ
た
場
合
。

 

・
「
５
μ
Sv
/
h以

上
の
放
射
線
量
に
相
当
す
る
放
射
性
物
質
（
規
則
第
５
条
で
定

め
ら
れ
た
基
準
以
上
の
放
射
性
物
質
）
が
、
排
気
筒
、
排
水
口
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
場
所
に
お
い
て

1
0分

間
以
上
継
続
し
て
検
出
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
以
下
の
数
値
を

10
分
間
以
上
継
続
し
て
検
出
し
た
場
合
を
い
う
。

 

 
①
排
気
筒
モ
ニ
タ
又
は

S
GT
S排

ガ
ス
モ
ニ
タ
：
１
号
機

4
.4
×

1
0
2 s

-1
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

２
号
機

4
.5
×

1
0
2 s

-1
 

 
②
放
水
放
射
線
モ
ニ
タ
：
１
号
機

5
.
2×

10
3 s

-1
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
２
号
機

5
.
2×

10
3 s

-1
 

Ｇ
Ｅ
０
４
／
 

火
災

爆
発

等
に

よ
る

管

理
区

域
外

で
の

放
射

線

の
異
常
放
出

 

 Ｇ
Ｅ
０
５
／
 

火
災

爆
発

等
に

よ
る

管

理
区

域
外

で
の

放
射

性

物
質
の
異
常
放
出

 

 

政
令
第
６
条
第
３
項
第
２
号
及
び
第
４
項
第
２
号

 

 
管
理
区
域
外
の
場
所
（
排
気
筒
、
排
水
口
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
場
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
火
災
、
爆
発
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
発
生
の
際
に
、
５

m
S
v/
h
以
上
の

放
射
線
量
が

10
分
間
以
上
継
続
し
て
検
出
さ
れ
た
場
合
、

又
は

5
00
μ

S
v
/h

以
上
の
放
射
線
量
に
相
当
す
る
放
射
性

物
質
（
規
則
第
６
条
で
定
め
ら
れ
た
基
準
に

1
00

を
乗
じ
た

も
の
以
上
の
放
射
性
物
質
）
が
検
出
さ
れ
た
場
合
。

 

 
な
お
、
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象
の
状
況

に
よ

り
放

射
線

量
又

は
放

射
性

物
質

の
濃

度
の

測
定

が
困

難
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
状
況
に
鑑
み
、
上
記
の
放

射
線

量
の

水
準

又
は

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
水

準
が

検
出

さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
に
は
、
当
該
放
射
線
量
又
は
放

射
性
物
質
の
濃
度
の
水
準
が
検
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

 

－３０－ 



別
表
－
３
 
原
災
法
第
１
５
条
第
１
項
の
原
子
力
緊
急
事
態
発
令
の
基
準
（
第
２
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
２
／
７
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

放
射

線

量
・
放
射

性
物

質

放
出
 

Ｇ
Ｅ
０
６
／

 

施
設

内
(
原

子
炉

外
)
で

の
臨
界
事
故

 

政
令
第
６
条
第
４
項
第
３
号

 

 
原
子
炉
の
運
転
等
の
た
め
の
施
設
の
内
部
（
原
子
炉
の
本
体

の
内
部
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
状
態

（
原

子
核

分
裂

の
連

鎖
反

応
が

継
続

し
て

い
る

状
態

を
い

う
。
）
に
あ
る
場
合
。

 

 

止
め
る

 
Ｇ
Ｅ
１
１

※
１
／
 

原
子

炉
停

止
の

失
敗

ま

た
は
停
止
確
認
不
能

 

規
則
第

14
条
イ

(
1
) 

 
原
子
炉
の
非
常
停
止
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
制
御
棒
の

挿
入

に
よ

り
原

子
炉

を
停

止
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

又
は
停
止
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
。
 

・
原
子
炉
の
状
態
が
「
起
動
」
･
「
運
転
」
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
制
御
棒
の
挿
入
」
と
は
、
以
下
の
手
段
を
い
う
。

 

 
①
自
動
ス
ク
ラ
ム

 

 
②
手
動
ス
ク
ラ
ム
ボ
タ
ン
に
よ
る
ス
ク
ラ
ム

 

 
③
原
子
炉
モ
ー
ド
ス
イ
ッ
チ
に
よ
る
ス
ク
ラ
ム

 

 
④
手
動
代
替
制
御
棒
挿
入
に
よ
る
ス
ク
ラ
ム

 

 
⑤
シ
ン
グ
ル
（
ペ
ア
）
ロ
ッ
ド
ス
ク
ラ
ム

 

 
⑥
常
駆
動
に
よ
る
制
御
棒
挿
入

 

・
「
原
子
炉
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
停
止
し
た
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
は
、
全
制
御
棒
の
全
挿
入
成
功
が
確
認
で
き
ず
、
中

性
子
束
が
定
格
出
力
の

0
.1
%
未
満
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い

場
合
を
い

う
。

 

冷
や
す

 
Ｇ
Ｅ
２
１

※
１
／
 

原
子

炉
冷

却
材

漏
え

い

時
に

お
け

る
非

常
用

炉

心
冷

却
装

置
に

よ
る

注

水
不
能

 

 

規
則
第

14
条
イ

(
2
) 

 
原

子
炉

の
運

転
中

に
非

常
用

炉
心

冷
却

装
置

の
作

動
を

必

要
と

す
る

原
子

炉
冷

却
材

の
漏

え
い

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い
て
、
全
て
の
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
に
よ
る
注
水
が

直
ち
に
で
き
な
い
場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高

温
停
止
」
の
場
合
を
い
う
。

 

・
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
の
作
動
を
必
要
と
す
る
原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い
が

発
生
」
と
は
、
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
や
給
水
系
等
に
よ
り
原
子
炉
冷
却

材
の
漏
え
い
が
発
生
し
、
漏
え
い
を
示
す
パ
ラ
メ
ー
タ
変
動
や
警
報
の
発
生
又

は
原
子
炉
格
納
容
器
外
側
の
現
場
で
漏
え
い
を
確
認
し
た
状
態
に
お
い
て
、
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

が
非

常
用

炉
心

冷
却

装
置

（
高

圧
系

）
の

作
動

圧
力

（
1
3.
7
kP
a
）
ま
で
上
昇
又
は
原
子
炉
水
位
が
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
の
作
動

水
位
（
１
号
機
：

L2
（

-
9
43
m
m
）
、
２
号
機
：

L
1.
5
（

-
2
04
0
mm
）
）
ま
で
低

下
し
た
場
合
を
い
う
。

 

・
「
全
て
の
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
に
よ
る
注
水
が
直
ち
に
で
き
な
い
」
と
は
、

非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
（
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
」
は
Ｓ
Ｅ
２
１
の
解

説
に
示
す
。
）
に
よ
り
原
子
炉
へ
注
水
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
状

態
（
例
：
ポ
ン
プ
が
自
動
又
は
手
動
に
よ
り
起
動
で
き
な
い
こ
と
。
注
入
弁
が

開
弁
で
き
な
い
こ
と
。
）
を
い
う
。

 

 
ま
た
、
高
圧
の
状
態
か
ら
低
圧
系
の
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
に
よ
る
注
水
の

た
め

に
必

要
な
原

子
炉

の
減
圧

等
の

運
転

操
作

が
で

き
な
い

場
合

に
お

い
て

も
、
本
事
象
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

 

－３１－ 



別
表
－
３
 
原
災
法
第
１
５
条
第
１
項
の
原
子
力
緊
急
事
態
発
令
の
基
準
（
第
２
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
３
／
７
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

冷
や
す

 
Ｇ
Ｅ
２
２

※
１
／
 

原
子

炉
注

水
機

能
の

喪

失
 

規
則
第

14
条
イ

(
3
) 

 
原

子
炉

の
運

転
中

に
当

該
原

子
炉

へ
の

全
て

の
給

水
機

能

が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
全
て
の
非
常
用
炉
心
冷
却
装

置
等
に
よ
る
注
水
が
直
ち
に
で
き
な
い
場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高

温
停
止
」
の
場
合
を
い
う
。

 

・
「
全
て
の
給
水
機
能
が
喪
失
」
と
は
、
常
用
の
給
復
水
系
が
使
用
で
き
な
い
場

合
を
い
う
。

 

・
「
全
て
の
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
に
よ
る
注
水
が
直
ち
に
で
き
な
い
」
と
は
、

非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
（
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
」
は
Ｓ
Ｅ
２
１
の
解

説
に
示
す
。
）
に
よ
り
原
子
炉
へ
注
水
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
状

態
（
例
：
ポ
ン
プ
が
自
動
又
は
手
動
に
よ
り
起
動
で
き
な
い
こ
と
。
注
入
弁
が

開
弁
で
き
な
い
こ
と
。
）
を
い
う
。

 

 
ま
た
、
高
圧
の
状
態
か
ら
低
圧
系
の
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
に
よ
る
注
水
の

た
め

に
必

要
な
原

子
炉

の
減
圧

等
の

運
転

操
作

が
で

き
な
い

場
合

に
お

い
て

も
、
本
事
象
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

 

Ｇ
Ｅ
２
３

※
１
／
 

残
留

熱
除

去
機

能
喪

失

後
の

圧
力

制
御

機
能

喪

失
 

 

規
則
第

14
条
イ

(
5
) 

 
原

子
炉

の
運

転
中

に
主

復
水

器
に

よ
り

当
該

原
子

炉
か

ら

熱
を
除
去
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
残
留
熱
除
去
系
装
置

等
に

よ
っ

て
当

該
原

子
炉

か
ら

残
留

熱
を

直
ち

に
除

去
で

き
な
い
と
き
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
抑
制
機
能
が
喪

失
し
た
場
合
。

 

 

・
「
原
子
炉
の
運
転
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高

温
停
止
」
の
場
合
を
い
う
。

 

・
「
主
復
水
器
に
よ
り
当
該
原
子
炉
か
ら
熱
を
除
去
で
き
な
い
」
と
は
、
以
下
の

い
ず
れ
か
の
状
態
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

 
①
復
水
器
真
空
度
が

-2
8
.8

kP
a
ま
で
悪
下
 

 
②

同
一
の

主
蒸
気

管
の

内
外

２
つ

の
主

蒸
気
隔

離
弁
を
両

方
と

も
開

で
き
る

ラ
イ
ン
が
１
つ
も
な
く
、
か
つ
内
外
２
つ
の
主
蒸
気
ド
レ
ン
弁
を
両
方
と
も

開
で
き
な
い
状
態

 

・
「
残
留
熱
除
去
系
装
置
等
に
よ
っ
て
当
該
原
子
炉
か
ら
残
留
熱
を
直
ち
に
除
去

で
き
な
い
」
と
は
、
残
留
熱
除
去
系
（
代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系

※
３
を
使
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
以
下
の
モ
ー
ド
が
全
て
使
用
不
能
に
な
っ
た
場
合

 

 
①
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド

 

 
②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
冷
却
モ
ー
ド

 

 
③
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
モ
ー
ド

 

 
交
流
電
源
喪
失
時
の
電
源
切
り
替
え
に
伴
う

3
0
分
以
内
の
使
用
不
能
は
除
く
。 

・
「
原
子
炉
格
納
容
器
の
圧
力
抑
制
機
能
が
喪
失
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
状

態
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

 
①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
平
均
温
度
が

10
0℃

以
上
と
な
っ
た
場
合

 

 
②
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
が
最
高
使
用
圧
力
（
１
号
機
：

4
27
k
P
a、

２
号
機
：

3
1
0
kP
a）

に
達
し
た
場
合

 

－３２－ 



別
表
－
３
 
原
災
法
第
１
５
条
第
１
項
の
原
子
力
緊
急
事
態
発
令
の
基
準
（
第
２
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
４
／
７
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

冷
や
す

 
Ｇ
Ｅ
２
５

※
１
／
 

全
交

流
電

源
の

１
時

間

以
上
喪
失

 

規
則
第

14
条
イ

(
6
) 

 
全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
、
か
つ
、

そ
の
状
態
が
１
時
間
以
上
継
続
し
た
場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
」
と
は
、
外
部
電
源
（

5
00
k
V

志
賀
中
能
登
線
、
2
75
kV

志
賀
原
子
力
線
、
6
6
kV

赤
住
線
又
は
主
発
電
機
（
当

該
原
子
炉
の
主
発
電
機
を
除
く
。
）
）
又
は
重
大
事
故
の
防
止
に
必
要
な
電
力

供
給

を
行

う
た
め

の
非

常
用
の

発
電

機
（

所
内

全
て

の
代
替

電
源

設
備

を
含

む
。
）
か
ら
の
受
電
が
で
き
て
い
な
い
場
合
を
い
う
。

 

・「
重
大
事
故
の
防
止
に
必
要
な
電
力
供
給
を
行
う
た
め
の
非
常
用
の
発
電
機
（
所

内
全
て
の
代
替
電
源
設
備
を
含
む
。
）
」
と
は
、
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
、

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

※
３
を
い
う
。

 

Ｇ
Ｅ
２
７

※
１
／
 

全
直

流
電

源
の

５
分

以

上
喪
失

 

 

規
則
第

14
条
イ

(
7
) 

 
全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
、

か
つ
、
そ
の
状
態
が
５
分
間
以
上
継
続
し
た
場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
」
と
は
、
蓄
電
池
、

充
電
器
、
予
備
充
電
器
、
可
搬
型
代
替
直
流
電
源
設
備

※
３
か
ら
の
電
気
供
給
が

さ
れ
ず
、
非
常
用
直
流
母
線
（
１
号
機
：
1
15
V
直
流
母
線
Ａ
及
び
Ｂ
、
２
号
機
：

1
1
5
V
直
流
母
線
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
）
が
全
て
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
。
 

Ｇ
Ｅ
２
８

※
１
／
 

炉
心
損
傷
の
検
出

 

規
則
第

14
条
イ

(
8
) 

 
炉

心
の

損
傷

を
示

す
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

放
射

線
量

を

検
知
し
た
場
合
。

 

・
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高
温
停
止
」
に
お
い
て
本
基
準
を

適
用
す
る
。

 

・
「
炉
心
の
損
傷
を
示
す
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
検
知
」
と
は
、
事
故

時
運
転
操
作
ガ
イ
ド
（
Ａ
Ｍ
Ｇ
）
（
炉
心
損
傷
後
）
の
導
入
条
件
を
超
え
た
場

合
を
い
う
。

 

Ｇ
Ｅ
２
９

※
１
／
 

停
止

中
の

原
子

炉
冷

却

機
能
の
完
全
喪
失

 

 

規
則
第

14
条
イ

(
9
) 

 
原

子
炉

の
停

止
中

に
原

子
炉

容
器

内
の

水
位

が
非

常
用

炉

心
冷
却
装
置
（
当
該
原
子
炉
へ
低
圧
で
注
水
す
る
も
の
に
限

る
。
）
が
作
動
す
る
水
位
ま
で
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
、

全
て

の
非

常
用

炉
心

冷
却

装
置

等
に

よ
る

注
水

が
で

き
な

い
場
合
。

 

・
「
原
子
炉
の
停
止
中
」
と
は
、
原
子
炉
の
状
態
が
「
冷
温
停
止
」
･
「
燃
料
交

換
」
（
照
射
済
み
燃
料
集
合
体
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
あ
る
場
合
の
み
）
の

場
合
を
い
う
。

 

・
「
原
子
炉
容
器
内
の
水
位
が
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
（
当
該
原
子
炉
へ
低
圧
で

注
水
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
作
動
す
る
水
位
」
と
は
、
原
子
炉
水
位
が

L
1

（
１
号
機
：

-
3
47
3
mm
、
２
号
機
：

-
2
88
0
mm
）
に
至
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

・
「
全
て
の
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
に
よ
る
注
水
が
で
き
な
い
」
と
は
、
非
常

用
炉
心
冷
却
装
置
等
（
「
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
等
」
は
Ｓ
Ｅ
２
１
の
解
説
に

示
す

。
）

に
よ
り

原
子

炉
へ
注

水
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確
認

で
き

な
い

状
態

（
例
：
ポ
ン
プ
が
自
動
又
は
手
動
に
よ
り
起
動
で
き
な
い
こ
と
。
注
入
弁
が
開

弁
で
き
な
い
こ
と
。
）
を
い
う
。

 

－３３－ 



別
表
－
３
 
原
災
法
第
１
５
条
第
１
項
の
原
子
力
緊
急
事
態
発
令
の
基
準
（
第
２
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
５
／
７
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

冷
や
す

 
Ｇ
Ｅ
３
０

※
１
／
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の

冷
却
機
能
喪
失
・
放
射
線

放
出
 

規
則
第

14
条
イ

(
1
0)
 

 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
の

水
位

が
照

射
済

燃
料

集
合

体

の
頂

部
か

ら
上

方
２

メ
ー

ト
ル

の
水

位
ま

で
低

下
し

た
場

合
、
又
は
当
該
水
位
ま
で
低
下
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
貯
蔵
プ
ー
ル
の
水
位
を
測
定
で
き
な
い

場
合
。

 

・
「
照
射
済
燃
料
集
合
体
の
頂
部
か
ら
上
方
２
メ
ー
ト
ル
の
水
位
ま
で
低
下
」
と

は
、
注
水
設
備
（
可
搬
型
設
備
を
含
む
）
に
よ
る
プ
ー
ル
へ
の
水
補
給
を
行
っ

て
も
水
位
低
下
傾
向
が
続
き
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
計
、
監
視
カ
メ

ラ
等
の
測
定
機
器
（
可
搬
型
設
備
を
含
む
）
に
よ
り
、
「
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ

ー
ル

水
位

が
有

効
燃

料
棒

頂
部

よ
り

上
方

２
ｍ

の
水

位
（

１
号

機
：

N
W
L
-5
3
10
m
m、

２
号
機
：
N
W
L-
5
4
6
0m
m
）
に
達
す
る
こ
と
」
を
確
認
し
た
場
合

を
い
う
。

 

・
「
当
該
水
位
ま
で
低
下
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
貯
蔵

プ
ー
ル
の
水
位
を
測
定
で
き
な
い
」
と
は
、
燃
料
取
替
エ
リ
ア
排
気
モ
ニ
タ
の

指
示

値
が

有
意
に

上
昇

し
て
い

る
状

態
で

、
使

用
済

燃
料
貯

蔵
プ

ー
ル

水
位

計
、
監
視
カ
メ
ラ
等
の
測
定
機
器
（
可
搬
型
設
備
を
含
む
）
に
よ
り
使
用
済
燃

料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
が
確
認
で
き
な
い
場
合
を
い
う
。

 

Ｇ
Ｅ
３
１

※
２
／
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の

冷
却
機
能
喪
失
・
放
射
線

放
出
（
旧
基
準
炉
）

 

規
則
第

14
条
ヘ

(1
) 

 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
の

水
位

が
照

射
済

燃
料

集
合

体

の
頂
部
の
水
位
ま
で
低
下
し
た
場
合
。

 

・
「
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
水
位
が
照
射
済
燃
料
集
合
体
の
頂
部
の
水
位
ま
で
低

下
」
と
は
、
注
水
設
備
（
可
搬
型
設
備
を
含
む
）
に
よ
る
プ
ー
ル
へ
の
水
補
給

を
行
っ
て
も
水
位
低
下
傾
向
が
続
き
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
計
、
監

視
カ
メ
ラ
等
の
測
定
機
器
（
可
搬
型
設
備
を
含
む
）
に
よ
り
、
「
有
効
燃
料
棒

頂
部
の
水
位
（
１
号
機
：
N
WL

-7
3
1
0m
m
、
２
号
機
：
N
W
L-

7
46
0m
m
）
に
達
す
る

こ
と
」
を
確
認
し
た
場
合
を
い
う
。

 

閉
じ

込

め
る
 

Ｇ
Ｅ
４
１

※
１
／
 

格
納

容
器

圧
力

の
異

常

上
昇
 

規
則
第

14
条
イ

(
4
) 

 
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

又
は

温
度

が
当

該
格

納
容

器

の
設

計
上

の
最

高
使

用
圧

力
又

は
最

高
使

用
温

度
に

達
し

た
場
合
。

 

・
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･「

起
動
」
･「

高
温
停
止
」
に
お
い
て
本
基
準
を

適
用
す
る
。

 

・「
当
該
格
納
容
器
の
設
計
上
の
最
高
使
用
圧
力
又
は
最
高
使
用
温
度
に
達
し
た
」

と
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に
達
し
た
場
合
を
い
う
。

 

 
①
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力
：
１
号
機

42
7
kP
a 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
２
号
機

31
0
kP
a 

 
②
原
子
炉
格
納
容
器
温
度
：

1
7
1℃

 

Ｇ
Ｅ
４
２

※
１
／
 

２
つ

の
障

壁
喪

失
お

よ

び
１

つ
の

障
壁

の
喪

失

ま
た
は
喪
失
可
能
性

 

規
則
第

14
条
イ

(
1
2)
 

 
燃

料
被

覆
管

の
障

壁
及

び
原

子
炉

冷
却

系
の

障
壁

が
喪

失

し
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
障
壁
が
喪
失
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
。

 

・
原
子
炉
の
状
態
が
「
運
転
」
･
「
起
動
」
・
「
高
温
停
止
」
に
お
い
て
本
基
準

を
適
用
す
る
。

 

・
燃
料
被
覆
管
障
壁
、
原
子
炉
冷
却
系
障
壁
、
原
子
炉
格
納
容
器
障
壁
の
３
つ
の

障
壁
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
２
つ
の
障
壁
が
喪
失
し
、
３
つ
目
の
障
壁
の
喪
失
又

は
そ
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
合
が
本
基
準
に
該
当
す
る
。

 

・
障
壁
の
喪
失
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
判
断
は
別
表
－
２
２
で
判
断
す
る
。

 

－３４－ 



別
表
－
３
 
原
災
法
第
１
５
条
第
１
項
の
原
子
力
緊
急
事
態
発
令
の
基
準
（
第
２
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
６
／
７
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

そ
の

他

脅
威
 

Ｇ
Ｅ
５
１

※
１
／
 

原
子

炉
制

御
室

の
機

能

喪
失
・
警
報
喪
失

 

規
則
第

14
条
イ

(
1
1)
 

 
中
央
制
御
室
が
使
用
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
中
央
制

御
室

か
ら

の
原

子
炉

を
停

止
す

る
機

能
及

び
冷

温
停

止
状

態
を

維
持

す
る

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
又

は
原

子
炉

施
設

に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
中
央
制
御
室
に
設
置

す
る

原
子

炉
施

設
の

状
態

を
表

示
す

る
装

置
若

し
く

は
原

子
炉

施
設

の
異

常
を

表
示

す
る

警
報

装
置

の
全

て
の

機
能

が
喪
失
し
た
場
合
。

 

・
全
て
の
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
本
基
準
を
適
用
す
る
。

 

・
「
中
央
制
御
室
が
使
用
で
き
な
く
な
る
」
と
は
、
原
子
力
防
災
管
理
者
か
ら
の

指
示
等
に
よ
り
中
央
制
御
室
か
ら
退
避
す
る
場
合
を
い
う
。

 

・
「
原
子
炉
施
設
に
異
常
が
発
生
」
と
は
、
原
子
炉
出
力
に
影
響
の
あ
る
過
渡
事

象
又
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
水
位
の
低
下
が
確
認
さ
れ
た
場
合
を
い
う
。
 

・
「
中
央
制
御
室
に
設
置
す
る
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
表
示
す
る
装
置
若
し
く
は

原
子
炉
施
設
の
異
常
を
表
示
す
る
警
報
装
置
の
全
て
の
機
能
が
喪
失
」
と
は
、

制
御
盤
の
表
示
灯
、
警
報
、
指
示
計
、
記
録
計
が
消
失
す
る
等
に
よ
り
全
て
の

安
全
設
備
の
運
転
・
監
視
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
を
い
う
。

 

Ｇ
Ｅ
５
５
／

 

住
民

の
避

難
を

開
始

す

る
必

要
が

あ
る

事
象

発

生
 

規
則
第

14
条
イ

(
1
3)
 

規
則
第

14
条
ヘ

(2
) 

 
そ

の
他

原
子

炉
施

設
以

外
に

起
因

す
る

事
象

が
原

子
炉

施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

等
放

射
性

物
質

又
は

放
射

線
が

異
常
な
水
準
で
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
出
さ
れ
、
又
は
放
出

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
原
子
力
事
業
所
周
辺
の
住
民
の
避

難
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
が
発
生
し
た
場
合
。

 

・
「
そ
の
他
原
子
炉
施
設
以
外
に
起
因
す
る
事
象
」
と
は
、
破
壊
妨
害
行
為
等
、

プ
ラ

ン
ト

の
安

全
を

維
持

す
る

機
能
に

不
具

合
を

引
き

起
こ

す
よ
う

な
外

的

な
事
象
を
い
う
。

 

・
「
原
子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
等
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
が
異
常
な

水
準
で
原
子
力
事
業
所
外
へ
放
出
さ
れ
、
又
は
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、

原
子
力
事
業
所
周
辺
の
住
民
の
避
難
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
事
象
が
発
生
」

と
は
、
原
子
炉
施
設
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
敷
地
境
界
に
お
い

て
５
μ

Sv
/h

に
相
当
す
る
放
射
線
又
は
放
射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
う
る
状
況

で
あ
る
と
原
子
力
防
災
管
理
者
が
判
断
し
た
場
合
を
い
う
。

 

事
業

所

外
運
搬

 

Ｘ
Ｇ
Ｅ
６
１
／

 

事
業

所
外

運
搬

で
の

放

射
線
量
率
の
異
常
上
昇

 

政
令
第
６
条
第
３
項
第
３
号

 

 
火

災
、

爆
発

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

事
象

の
発

生
の

際

に
、
事
業
所
外
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
か
ら
１
ｍ
離
れ
た
場

所
に
お
い
て
、
10

m
Sv
/h

以
上
の
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た

場
合
。
な
お
、
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
象

の
状

況
に

よ
り

放
射

線
量

の
測

定
が

困
難

で
あ

る
場

合
で

あ
っ
て
、
そ
の
状
況
に
鑑
み
、
上
記
の
放
射
線
量
の
水
準
が

検
出
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
に
は
、
当
該
放
射
線
量
の

水
準
が
検
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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別
表
－
３
 
原
災
法
第
１
５
条
第
１
項
の
原
子
力
緊
急
事
態
発
令
の
基
準
（
第
２
緊
急
体
制
発
令
基
準
）
（
７
／
７
）

 

区
分

 
番
号
／
略
称

 
通
報
す
べ
き
事
象
（
全
面
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
事
象
）

 
解
説

 

事
業

所

外
運
搬

 

Ｘ
Ｇ
Ｅ
６
２
／

 

事
業

所
外

運
搬

で
の

放

射
性

物
質

の
異

常
漏

え

い
 

政
令
第
６
条
第
４
項
第
４
号

 

 
火

災
、

爆
発

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

事
象

の
発

生
の

際

に
、
事
業
所
外
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
か
ら
省
令
第
４
条
に

定
め

ら
れ

た
量

の
放

射
性

物
質

が
漏

え
い

し
た

場
合

又
は

漏
え
い
の
蓋
然
性
が
高
い
状
態
で
あ
る
場
合

（
IP

型
を
除

く
）
。
 

 

 
※
１
：
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の
６
第
１
項
第
４
号
の
基
準
に
適
合
（
同
基
準
が
制
定
又
は
変
更
さ
れ
た
場
合
で
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
の
同
号
の
基
準
の
制
定
又
は
変
更
に
係
る
使
用
前
検

査
（
同
法
第

43
条
の
３
の

1
1
に
規
定
す
る
使
用
前
検
査
を
い
う
。
）
に
お
い
て
実
用
炉
規
則
第

16
条
の
表
第
三
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
検
査
事
項
が
終
了
）
し
た
場
合
に
適
用
す
る
。

 

 
※
２
：
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の
６
第
１
項
第
４
号
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
に
適
用
す
る
。

 

 
※
３
：
重
大
事
故
防
止
の
た
め
の
設
備
（
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成

25
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
５
号
）
第

２
条
第
２
項
第

14
号
に
規
定
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
及
び
原
子
力
事
業
者
が
自
主
的
に
設
け
て
い
る
も
の
（
以
下
「

SA
設
備
」
と
い
う
。
）
）
の
総
称
又
は
設
備
案
を
例
示
す

る
。
な
お
、

S
A
設
備
は
、
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の
６
第
１
項
第
４
号
の
基
準
に
適
合
し
た
場
合
に
確
定
す
る
。

 

注
：
「
政
令
」
と
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
を
い
う
。

 

 
 
「
規
則
」
と
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
象
等
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

 

 
 
「
省
令
」
と
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
事
象
等
に
関
す
る
省
令
を
い
う
。

 

 
 
「
規
制
法
」
と
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

3
2
年
法
律
第

16
6
号
）
を
い
う
。

 

 
 
「
実
用
炉
規
則
」
と
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

5
3
年
通
商
産
業
省
令
第

7
7
号
）
を
い
う
。
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別表－４  原子力防災業務内容と要員配置 

 

原子力防災組織の職務 配置 原子力防災組織の班名等 人数 

１．特定事象が発生した場合におけ

る当該特定事象に関する情報の

整理並びに内閣総理大臣及び原

子力規制委員会（事業所外運搬

に係る特定事象の発生の場合に

あっては、内閣総理大臣、原子

力規制委員会及び国土交通大

臣）、関係地方公共団体の長そ

の他の関係者との連絡調整 

発電所内 情報班 ４名以上 

２．現地事故対策連絡会議又は原子

力災害合同対策協議会における原

子力緊急事態に関する情報の交換

並びに緊急事態応急対策及び原子

力災害事後対策についての相互の

協力 

発電所内 情報班 

４名以上 

オフサイトセンター 

本部長代理又は副本部長 

情報班 

プラント班 

３．特定事象が発生した場合におけ

る当該特定事象に関する広報 
発電所内 広報班 

４名以上 
オフサイトセンター 広報班 

４．原子力事業所内外の放射線量の

測定その他の特定事象に関する状

況の把握 
発電所内 

発電用原子炉主任技術者 

技術班 

放射線管理班 ６名以上 

オフサイトセンター 
復旧班 

放射線管理班 

５．原子力災害の発生又は拡大の防

止のための措置の実施 
発電所内 プラント班 １８名以上 

６．防災に関する施設又は設備の整

備及び点検並びに応急の復旧 発電所内 
緊急時即応班 

復旧班 
３１名以上 

７．放射性物質による汚染の除去 発電所内 放射線管理班 

４名以上 
オフサイトセンター 

復旧班 

放射線管理班 

８．被ばく者の救助その他の医療に

関する措置の実施 
発電所内 救護警備班 ４名以上 

９．原子力災害の発生又は拡大の防

止のために必要な資機材の調達及

び輸送 
発電所内 総務班 ４名以上 

10．原子力事業所内の警備及び原子

力事業所内における従業者等の避

難誘導 
発電所内 救護警備班 ４名以上 
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別表－５ 原子力防災管理者の代行順位 

 

順位 副原子力防災管理者 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

所長代理 

発電部長 

技術部長 

保修部長 

その他技術系特別管理職※ 

総務部長 

※：技術系の部長、課長等（当直長は除く。）を複数名選任しており、代行順

位は、あらかじめ社内規定に基づき作成する名簿による。 
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別表－６ 原子力防災資機材（１／２） 

 

分 類 名 称 数 量 保管場所 点検頻度 

放射線 

障害防 

護用器 

具 

汚染防護服 防護服（ＥＶＡ） 100組 
緊急時 

対策棟 

1回/年 
呼吸用ボンベ付 

一体型防護マスク 
セルフエアセット 20個 

緊急時 

 対策棟、 

サービス 

建屋 

フィルター付 

防護マスク 
全面マスク 100個 

緊急時 

対策棟 

非常用 

通信機 

器 

緊急時電話回線 緊急時専用回線 1回線 

緊急時 

対策棟 
1回/年 ファクシミリ 同報ファクシミリ 1台 

携帯電話等 携帯電話 7台 

計測器 

等 

排気筒モニタリング

設備その他の固定式

測定器 

排気筒モニタ 
1号 1台 各排気筒 

モニタ室 
1回/ｻｲｸﾙ※ 

2号 1台 

放水ピットモニタ 
1号 1台 各放水口 

モニタ室 2号 1台 

ガンマ線測定用 

サーベイメータ 

電離箱サーベイメータ 6台 

緊急時 

対策棟 
1回/年 

ＮａＩシンチレーション 

サーベイメータ 
6台 

中性子線測定用 

サーベイメータ 

可搬型モニタリングポス

ト（中性子） 
2台 

空間放射線積算 

線量計 

ＴＬＤ素子 104個 

熱蛍光線量計測定装置 1台 

表面汚染密度測定 

用サーベイメータ 
ＧＭサーベイメータ 6台 

可搬式ダス

ト測定関連

機器 

ｻﾝﾌﾟﾗ 高流量ダストサンプラ 6台 

測定器 Ｇｅ半導体検出装置 1台 

可搬式の放

射性ヨウ素

測定関連機

器 

ｻﾝﾌﾟﾗ よう素サンプラ 2台 

測定器 Ｇｅ半導体検出装置 
可搬式ダスト測定関連機器 

の測定器と共用 

個人用外部被ばく 

線量測定器 
警報付ポケット線量計 130台 

緊急時 

対策棟 
1回/年 

その他 

エリアモニ

タリング設

備 

格納容器内雰囲気 

放射線モニタ 

（ドライウェル） 

1号 2台 

原子炉建屋 1回/ｻｲｸﾙ※ 2号 2台 

燃料取替エリア 

排気モニタ 

1号 4台 

2号 4台 

モニタリン

グカー 
モニタリングカー １台 

防災資機材 

専用倉庫 
1回/2年 

※ 1回/ｻｲｸﾙとは、原則として原子炉施設の定期検査毎に行うことをいう。 
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別表－６ 原子力防災資機材（２／２） 

 

分 類 名 称 数 量 保管場所 点検頻度 

その他 

資機材 

ヨウ素剤 ヨウ化カリウム錠 10,000錠 緊急時 

対策棟 

1回/年 

担架 担架 １台 

除染用具 除染用具 １式 

緊急時 

 対策棟、 

サービス 

建屋 

被ばく者の輸送のた

めに使用可能な車両 
マイクロバス １台 ｱﾘｽ館志賀 

屋外消火栓設備又は

動力消防ポンプ設備 
屋外消火設備 １式 発電所構内 
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別表－７ 原子力防災資機材以外の資機材（１／４） 

 

１．発電所用 

分 類 名 称 数 量 保管場所 点検頻度 

既設設備電源の確保 
大容量電源車 2台 EL.21m 

1回/年 
低圧発電機 1台 EL.30m 

海水取水 
水中ポンプ 1台 

EL.35m 1回/年 
低圧発電機 1台 

大坪川ダム水取水 
水中ポンプ 1台 大坪川 

ダム 
1回/年 

低圧発電機 1台 

原子炉及び使用済燃

料貯蔵プール注水 
消防車 2台 EL.35m 1回/年 

格納容器ベントの信

頼性向上 

格納容器ベント弁 

駆動用予備ボンベ 

1号 1式 

各原子炉 

建屋 
1回/年 

2号 1式 

主蒸気逃がし安全弁 

駆動用予備ボンベ 

1号 1式 

2号 1式 

低圧発電機 
1号 1台 

EL.21m 
2号 1台 

 原子炉補機冷却海水 

ポンプ予備電動機 

1号 2台 

防災資機材 

専用倉庫 

1回/年 除熱機能回復 

 

2号 2台 

原子炉補機冷却水 

ポンプ予備電動機 

1号 2台 

2号 2台 

原子炉補機冷却海水ポン

プの代替ポンプ 

1号 3台 

EL.35m 
2号 4台 

低圧発電機 

（代替ポンプ用） 

1号 1台 

2号 1台 
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別表－７ 原子力防災資機材以外の資機材（２／４） 

 

分 類 名 称 数 量 保管場所 点検頻度 

原子炉建屋水素排出 
ブローアウトパネル 

開放機材 

1号 1式 各原子炉 

建屋 
1回/年 

2号 1式 

燃料補給 タンクローリー 1台 EL.21m 1回/年 

がれき撤去 
ブルドーザ 1台 

EL.22m 1回/年 
ホイールローダ 1台 

その他 

復旧作業用クレーン車 1台 EL.35m 1回/年 

モニタリングカー 2台 
防災資機材 

専用倉庫 
1回/2年 

高線量対応防護服 

（タングステンベスト） 
10着 緊急時 

対策棟 
1回/年 

警報付ポケット線量計 500台 
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別表－７ 原子力防災資機材以外の資機材（３／４） 
 

２．原子力本部総本部室用 

分 類 名 称 数 量 保管場所 点検頻度 

非常用通信機器 衛星携帯電話 ４台 ※ 1回/年 

計測器等 

ＧＭサーベイメータ 1台 

原子力 

本部 

1回/年 

ＮａＩシンチレーション 

サーベイメータ 
1台 

電離箱サーベイメータ 1台 

低流量ダストサンプラ 1台 

警報付ポケット線量計 31個 

放射線防護具 

タイベックスーツ 31着 

1回/年 全面マスク 

（チャコールフィルタ含む） 
31個 

ヨウ素剤 ヨウ化カリウム錠 62錠 1回/年 

※ 社長（１台携行）、原子力本部副本部長（１台携行）、原子力部長（１台携行）、 

原子力本部（１台配備） 

 

 

 

 

３．本店用 

分 類 名 称 数 量 保管場所 点検頻度 

計測器等 

ＮａＩシンチレーション 

サーベイメータ 
1台 

本店 1回/年 

電離箱サーベイメータ 1台 
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別表－７ 原子力防災資機材以外の資機材（４／４） 

 

４．原子力事業所災害対策支援拠点用 

分 類 名 称 数 量 保管場所 点検頻度 

非常用通信機器 

携帯電話 3台※１ － － 

衛星携帯電話 2台   原子力本部 1回/年 

可搬型衛星通信設備 1台   金沢電力部 1回/年 

計測器等 

ＧＭサーベイメータ 
1台   原子力本部 1回/年 

9台※２ － － 

ＮａＩシンチレーション 

サーベイメータ 

1台   原子力本部 1回/年 

1台※２ － － 

電離箱サーベイメータ 
1台   原子力本部 1回/年 

1台※２ － － 

低流量ダストサンプラ 1台   原子力本部 1回/年 

警報付ポケット線量計 
20個   原子力本部 1回/年 

280個※２ － － 

放射線防護具 

タイベックスーツ 
20着   原子力本部 1回/年 

2,980着※２ － － 

全面マスク 

（チャコールフィルタ含む） 

20個   原子力本部 1回/年 

280個※２ － － 

除染用機材 

シャワーハウス 3台※１ － － 

シンク 2台※１ － － 

高圧洗浄機 2台※１ － － 

除染水貯蔵用水タンク 5個※１ － － 

排水仮受けタンク 5個※１ － － 

その他資機材 

テント 11張※１ － － 

コンテナハウス 2棟※１ － － 

組立ハウス 4棟※１ － － 

テーブル 10台※１ － － 

椅子 60脚※１ － － 

トイレ 5台※１ － － 

資機材輸送車両 3台※１ － － 

ヨウ化カリウム錠 4,500錠   原子力本部 1回/年 

※１ 原子力事業所災害対策支援拠点の設置が必要となった場合に外部から調達する。 

※２ 原子力事業所災害対策支援拠点の設置が必要となった場合に他の原子力事業者から借用

する。 
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別表－８  原子力災害対策で使用する資料  

 

資    料    名  

１．発電所周辺地図  

 ①  発電所周辺地域地図  （１／２５，０００）※１  

 ②  発電所周辺地域地図  （１／５０，０００）※１  

２．発電所周辺航空写真パネル  ※１  

３．発電所気象観測データ  

 ①  統計処理データ  

 ②  毎時観測データ  

４．発電所周辺環境モニタリング関連データ  

 ①  空間線量モニタリング設備配置図  

 ②  環境試料サンプリング位置図  

 ③  環境放射線モニタリング測定データ  

５．発電所周辺人口関連データ  

 ①  方位別人口分布図  

 ②  集落の人口分布図  

 ③  市町村人口表  

６．主要系統模式図  

７．原子炉設置許可申請書  ※１、２  

８．系統図及び発電所施設の配置図  

 ①  系統図  

 ②  発電所施設の配置図  ※１、２  

９．プラント関係プロセス及び放射線計測配置図  

10．プラント主要設備概要  

11．原子炉安全保護系シーケンス  

12．規定類  

 ①  原子炉施設保安規定  ※１、２  

 ②  原子力事業者防災業務計画  ※１、２  

 ③  事故時運転操作要領  

 

 

※１  原子力事業所災害対策支援拠点で使用する資料  

※２  原災法第１２条第４項に基づき、オフサイトセンターに備え付ける

ために、内閣総理大臣に提出する資料  



 

－４６－ 

別表－９ 緊急時対策所 

 

場所（床面積） 
緊急時対策棟（約 3,850 ㎡） 

（拠点位置を別図－１０に示す。） 

耐地震 免震構造 

耐津波 EL．約 21ｍ 

耐放射線 
・よう素除去フィルタを備えた換気浄化設備 

・コンクリート壁による遮へい機能 

非常用電源 自家発電設備（ガスタービン発電機） 

燃料（軽油） タンク容量 80kℓ 

 



－４７－ 

別表－１０ 原子力本部総本部室 

 

場所（床面積） 

石川県羽咋郡志賀町高浜町ニ１３－２１ 

原子力本部建物内（約 820 ㎡※）  

※緊急時対策室 約 90 ㎡＋会議室他 約 730 ㎡  

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

耐地震 建築基準法の 1.25 倍の耐震性 

耐津波 EL. 約 4ｍ 

耐放射線 
原子力災害の状況により代替場所へ原子力本部総本

部を移転する。 

非常用電源 非常用発電機 

その他 非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より調達  

 

  代替場所 

場所（床面積） 

石川県金沢市下本多町六番町１１番地 

金沢電気ビル内（約 830 ㎡※）  

※大ホール 約 380 ㎡＋執務室他 約 450 ㎡ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

耐地震 一般建築物相当の耐震性 

耐津波 EL. 約 26ｍ 

非常用電源 非常用発電機 

その他 非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より調達  

 



－４８－ 

別表－１１ 原子力事業所災害対策支援拠点の候補（１／２） 

 

１．北陸電力株式会社 七尾大田火力発電所運動公園 

所在地 
石川県七尾市大田町１１４部２の４番地 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 東 約 25km 

敷地面積 利用予定面積：約 29,000 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

２．北陸電力株式会社 羽咋電化センター跡地 

所在地 
石川県羽咋市石野町ト２０番３ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離  南 約 19km 

敷地面積 利用予定面積：約 3,680 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

３．北陸電力株式会社 石川送配電支社七尾電力部 

所在地 
石川県七尾市本府中町ル２８－１ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 東 約 21km 

敷地面積 
利用予定面積：駐車場 約 125 ㎡ 

       ３階 約 320 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

４．北陸電力株式会社 七尾支店 

所在地 
石川県七尾市三島町６１－７ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 東 約 21km 

敷地面積 利用予定面積：駐車場 約 800 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 



－４９－ 

別表－１１ 原子力事業所災害対策支援拠点の候補（２／２）  

 

５．北陸電力株式会社 中能登変電所 

所在地 
石川県羽咋郡志賀町矢駄４の３ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南東 約 12km 

敷地面積 利用予定面積：約 1,100 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

６．北陸電力株式会社 新能登変電所 

所在地 
石川県鹿島郡中能登町井田ワ３０－１ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南東 約 18km 

敷地面積 利用予定面積：約 1,000 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

７．北陸電力株式会社 羽咋粟生資材置場 

所在地 
石川県羽咋市粟生町ケ１番６，キ５２番３ 

（拠点位置を別図－１１に示す。） 

発電所からの方位、距離 南南東 約 20km 

敷地面積 利用予定面積：約 600 ㎡ 

非常用電源 可搬型発電機（外部より調達） 

その他 
非常用電源用燃料、食料及び飲料水は外部より

調達 

 

備考：事故の状況等によっては上記以外の自社施設や公共施設を使用する場合

がある。 
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器
信
号

‐
8
2
逃
が
し
安
全
弁
(
Ｂ
)
全
閉

‐
1
2
4
蒸
気
式
空
気
抽
出
器
排
ガ
ス
モ
ニ
タ

A
4
1
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
遮
断
器
信
号

‐
8
3
逃
が
し
安
全
弁
(
Ｃ
)
全
閉

‐
4
2
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ｃ
）
遮
断
器
信
号

‐
8
4
逃
が
し
安
全
弁
(
Ｄ
)
全
閉

‐

別
表
－
１
２
　
Ｅ
Ｒ
Ｓ
Ｓ
伝
送
項
目
（
１
／
２
）

－５０－ 



（
２
号
機
）

No
.

常
時
伝
送
項
目

単
位

No
.

常
時
伝
送
項
目

単
位

No
.

常
時
伝
送
項
目

単
位

1
排
気
筒
高
レ
ン
ジ
モ
ニ
タ
（
Ａ
）

A
61

主
蒸
気
隔
離
弁
内
側
Ｂ
全
開

‐
12
1
Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁
（
Ｂ
）
全
開

‐
2
排
気
筒
高
レ
ン
ジ
モ
ニ
タ
（
Ｂ
）

A
62

主
蒸
気
隔
離
弁
内
側
Ｃ
全
開

‐
12
2
Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
隔
離
弁
（
Ｂ
）
全
開

‐
3
排
気
筒
低
レ
ン
ジ
モ
ニ
タ
（
Ａ
）

s-
1

63
主
蒸
気
隔
離
弁
内
側
Ｄ
全
開

‐
12
3
Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁
（
Ｃ
）
全
開

‐
4
排
気
筒
低
レ
ン
ジ
モ
ニ
タ
（
Ｂ
）

s-
1

64
主
蒸
気
隔
離
弁
外
側
Ａ
全
開

‐
12
4
Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
隔
離
弁
（
Ｃ
）
全
開

‐
5
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
高
レ
ン
ジ
モ
ニ
タ
（
Ａ
）

A
65

主
蒸
気
隔
離
弁
外
側
Ｂ
全
開

‐
12
5
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
隔
離
弁
（
Ａ
）
全
閉

‐
6
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
高
レ
ン
ジ
モ
ニ
タ
（
Ｂ
）

A
66

主
蒸
気
隔
離
弁
外
側
Ｃ
全
開

‐
12
6
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
隔
離
弁
（
Ｂ
）
全
閉

‐
7
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
低
レ
ン
ジ
モ
ニ
タ
（
Ａ
）

s-
1

67
主
蒸
気
隔
離
弁
外
側
Ｄ
全
開

‐
12
7
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
隔
離
弁
（
Ｃ
）
全
閉

‐
8
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
低
レ
ン
ジ
モ
ニ
タ
（
Ｂ
）

s-
1

68
６
．
９
ｋ
Ｖ
　
２
Ａ
‐
１
母
線
電
圧

kV
12
8
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
隔
離
弁
（
Ａ
）
全
開

‐
9
風
向
Ｅ
Ｌ
１
２
２
ｍ
（
風
車
型
）

‐
69

６
．
９
ｋ
Ｖ
　
２
Ａ
‐
２
母
線
電
圧

kV
12
9
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
隔
離
弁
（
Ｂ
）
全
開

‐
10

風
向
Ｅ
Ｌ
　
６
２
ｍ
（
風
車
型
）

‐
70

６
．
９
ｋ
Ｖ
　
２
Ｂ
‐
１
母
線
電
圧

kV
13
0
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
隔
離
弁
（
Ｃ
）
全
開

‐
11

風
速
Ｅ
Ｌ
１
２
２
ｍ
（
風
車
型
）

m/
s

71
６
．
９
ｋ
Ｖ
　
２
Ｂ
‐
２
母
線
電
圧

kV
13
1
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ａ
）
対
数
計
数
率

s-
1

12
風
速
Ｅ
Ｌ
　
６
２
ｍ
（
風
車
型
）

m/
s

72
６
．
９
ｋ
Ｖ
　
２
Ｃ
母
線
電
圧

kV
13
2
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｂ
）
対
数
計
数
率

s-
1

13
大
気
安
定
度

‐
73

６
．
９
ｋ
Ｖ
　
２
Ｄ
母
線
電
圧

kV
13
3
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｃ
）
対
数
計
数
率

s-
1

14
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
高
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
１

nG
y
/
h

74
６
．
９
ｋ
Ｖ
　
２
Ｅ
母
線
電
圧

kV
13
4
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｄ
）
対
数
計
数
率

s-
1

15
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
高
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
２

nG
y
/
h

75
非
常
用
Ｄ
／
Ｇ
　
２
Ａ
　
Ｍ
／
Ｃ
受
電
遮
断
器

‐
13
5
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｅ
）
対
数
計
数
率

s-
1

16
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
高
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
３

nG
y
/
h

76
非
常
用
Ｄ
／
Ｇ
　
２
Ｂ
　
Ｍ
／
Ｃ
受
電
遮
断
器

‐
13
6
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｆ
）
対
数
計
数
率

s-
1

17
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
高
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
４

nG
y
/
h

77
非
常
用
Ｄ
／
Ｇ
　
２
Ｃ
　
Ｍ
／
Ｃ
受
電
遮
断
器

‐
13
7
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｇ
）
対
数
計
数
率

s-
1

18
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
高
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
５

nG
y
/
h

78
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
２
Ａ
起
動

‐
13
8
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｈ
）
対
数
計
数
率

s-
1

19
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
高
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
６

nG
y
/
h

79
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
２
Ｂ
起
動

‐
13
9
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｊ
）
対
数
計
数
率

s-
1

20
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
高
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
７

nG
y
/
h

80
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
２
Ｃ
起
動

‐
14
0
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｌ
）
対
数
計
数
率

s-
1

21
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
低
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
１

nG
y
/
h

81
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
(Ｄ

／
Ｗ
)(
Ａ
)

Sv
/h

14
1
原
子
炉
モ
ー
ド
Ｓ
Ｗ
運
転
位
置

‐
22

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
低
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
２

nG
y
/
h

82
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
(Ｄ

／
Ｗ
)(
Ｂ
)

Sv
/h

14
2
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ａ
）
対
数
％
出
力

%
23

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
低
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
３

nG
y
/
h

83
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
(Ｓ

／
Ｃ
)(
Ａ
)

Sv
/h

14
3
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｂ
）
対
数
％
出
力

%
24

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
低
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
４

nG
y
/
h

84
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
(Ｓ

／
Ｃ
)(
Ｂ
)

Sv
/h

14
4
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｃ
）
対
数
％
出
力

%
25

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
低
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
５

nG
y
/
h

85
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
最
大
値
）

℃
14
5
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｄ
）
対
数
％
出
力

%
26

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
低
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
６

nG
y
/
h

86
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温
（
最
大
値
）

℃
14
6
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｅ
）
対
数
％
出
力

%
27

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
低
レ
ン
ジ
　
Ｎ
Ｏ
．
７

nG
y
/
h

87
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位

mm
14
7
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｆ
）
対
数
％
出
力

%
28

原
子
炉
圧
力

MP
a

88
格
納
容
器
内
雰
囲
気
水
素
濃
度
モ
ニ
タ
(D
/W
)(
A)

%
14
8
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｇ
）
対
数
％
出
力

%
29

炉
水
温
度

℃
89

格
納
容
器
内
雰
囲
気
水
素
濃
度
モ
ニ
タ
(D
/W
)(
B)

%
14
9
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｈ
）
対
数
％
出
力

%
30

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｆ
（
Ｂ
）
系
統
流
量

m
3
/h

90
格
納
容
器
内
雰
囲
気
水
素
濃
度
モ
ニ
タ
(S
/C
)(
A)

%
15
0
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｊ
）
対
数
％
出
力

%
31

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｆ
（
Ｃ
）
系
統
流
量

m
3
/h

91
格
納
容
器
内
雰
囲
気
水
素
濃
度
モ
ニ
タ
(S
/C
)(
B)

%
15
1
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
Ｌ
）
対
数
％
出
力

%
32

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｆ
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
起
動

‐
92

格
納
容
器
内
雰
囲
気
酸
素
濃
度
モ
ニ
タ
(D
/W
)(
A)

%
15
2
原
子
炉
棟
排
気
モ
ニ
タ
（
Ａ
）

s-
1

33
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｆ
ポ
ン
プ
（
Ｃ
）
起
動

‐
93

格
納
容
器
内
雰
囲
気
酸
素
濃
度
モ
ニ
タ
(D
/W
)(
B)

%
15
3
原
子
炉
棟
排
気
モ
ニ
タ
（
Ｂ
）

s-
1

34
Ａ
Ｄ
Ｓ
　
Ａ
　
作
動

‐
94

格
納
容
器
内
雰
囲
気
酸
素
濃
度
モ
ニ
タ
(S
/C
)(
A)

%
15
4
原
子
炉
棟
排
気
モ
ニ
タ
（
Ｃ
）

s-
1

35
Ａ
Ｄ
Ｓ
　
Ｂ
　
作
動

‐
95

格
納
容
器
内
雰
囲
気
酸
素
濃
度
モ
ニ
タ
(S
/C
)(
B)

%
15
5
原
子
炉
棟
排
気
モ
ニ
タ
（
Ｄ
）

s-
1

36
Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ａ
）
系
統
流
量

m
3
/h

96
全
給
水
流
量

t/
h

15
6
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
（
Ａ
）
起
動

‐
37

Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ｂ
）
系
統
流
量

m
3
/h

97
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
系
統
流
量

m3
/h

15
7
Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ
（
Ｂ
）
起
動

‐
38

Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ｃ
）
系
統
流
量

m
3
/h

98
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ポ
ン
プ
起
動

‐
15
8
主
蒸
気
管
モ
ニ
タ
（
Ａ
）

A
39

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ａ
）
起
動

‐
99

逃
が
し
安
全
弁
(Ａ

)
全
閉

‐
15
9
主
蒸
気
管
モ
ニ
タ
（
Ｂ
）

A
40

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）
起
動

‐
1
00

逃
が
し
安
全
弁
(Ｂ

)
全
閉

‐
16
0
主
蒸
気
管
モ
ニ
タ
（
Ｃ
）

A
41

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ｃ
）
起
動

‐
1
01

逃
が
し
安
全
弁
(Ｃ

)
全
閉

‐
16
1
主
蒸
気
管
モ
ニ
タ
（
Ｄ
）

A
42

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

m
m

1
02

逃
が
し
安
全
弁
(Ｄ

)
全
閉

‐
16
2
放
水
放
射
線
モ
ニ
タ

s-
1

43
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

m
m

1
03

逃
が
し
安
全
弁
(Ｅ

)
全
閉

‐
16
3
蒸
気
式
空
気
抽
出
器
排
ガ
ス
モ
ニ
タ

A
44

Ａ
Ｐ
Ｒ
Ｍ
（
平
均
値
）

%
1
04

逃
が
し
安
全
弁
(Ｆ

)
全
閉

‐
16
4
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
（
Ａ
）
Ｄ
／
Ｗ
測
定
中

‐
45

全
制
御
棒
全
挿
入

‐
1
05

逃
が
し
安
全
弁
(Ｇ

)
全
閉

‐
16
5
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
（
Ｂ
）
Ｄ
／
Ｗ
測
定
中

‐
46

Ａ
系
全
制
御
棒
全
挿
入

‐
1
06

逃
が
し
安
全
弁
(Ｈ

)
全
閉

‐
16
6
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
（
Ａ
）
Ｓ
／
Ｃ
測
定
中

‐
47

Ｂ
系
全
制
御
棒
全
挿
入

‐
1
07

逃
が
し
安
全
弁
(Ｊ

)
全
閉

‐
16
7
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
（
Ｂ
）
Ｓ
／
Ｃ
測
定
中

‐
48

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
広
帯
域
）

kP
a

1
08

逃
が
し
安
全
弁
(Ｋ

)
全
閉

‐
49

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
広
帯
域
）

kP
a

1
09

逃
が
し
安
全
弁
(Ｌ

)
全
閉

‐
50

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
隔
離
信
号
内
側
ト
リ
ッ
プ

‐
1
10

逃
が
し
安
全
弁
(Ｍ

)
全
閉

‐
51

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
隔
離
信
号
外
側
ト
リ
ッ
プ

‐
1
11

逃
が
し
安
全
弁
(Ｎ

)
全
閉

‐
52

主
蒸
気
隔
離
弁
内
側
Ａ
全
閉

‐
1
12

逃
が
し
安
全
弁
(Ｐ

)
全
閉

‐
53

主
蒸
気
隔
離
弁
内
側
Ｂ
全
閉

‐
1
13

逃
が
し
安
全
弁
(Ｒ

)
全
閉

‐
54

主
蒸
気
隔
離
弁
内
側
Ｃ
全
閉

‐
1
14

逃
が
し
安
全
弁
(Ｓ

)
全
閉

‐
55

主
蒸
気
隔
離
弁
内
側
Ｄ
全
閉

‐
1
15

逃
が
し
安
全
弁
(Ｔ

)
全
閉

‐
56

主
蒸
気
隔
離
弁
外
側
Ａ
全
閉

‐
1
16

逃
が
し
安
全
弁
(Ｕ

)
全
閉

‐
57

主
蒸
気
隔
離
弁
外
側
Ｂ
全
閉

‐
1
17

Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁
（
Ｂ
）
全
閉

‐
58

主
蒸
気
隔
離
弁
外
側
Ｃ
全
閉

‐
1
18

Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
隔
離
弁
（
Ｂ
）
全
閉

‐
59

主
蒸
気
隔
離
弁
外
側
Ｄ
全
閉

‐
1
19

Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁
（
Ｃ
）
全
閉

‐
60

主
蒸
気
隔
離
弁
内
側
Ａ
全
開

‐
1
20

Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
隔
離
弁
（
Ｃ
）
全
閉

‐

別
表
－
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２
　
Ｅ
Ｒ
Ｓ
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伝
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項
目
（
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別表－１３ 原子力緊急事態支援組織（１／２） 

－５２－ 

１．原子力緊急事態支援組織の概要 

実施主体 日本原子力発電株式会社 

名  称 美浜原子力緊急事態支援センター 

所 在 地 福井県三方郡美浜町久々子３８号３６ 

施設概要 事務所棟、資機材保管庫・車庫棟、屋外訓練フィールド、ヘリポート等 

要 員 数 ２１名（所長、支援組織要員） 

２．平常時の主な業務 

資機材の集中

管理 
保有資機材（４．参照）について集中管理を行い、使用可能な状態に整備する。 

資機材の機能

向上及び拡充 

国内外の先進的資機材に係る情報を収集するとともに、保有資機材の機能向上

に係る改良措置及び新規資機材導入の検討などを行う。 

資機材操作要

員の養成訓練 

支援組織要員に対する支援活動に関する教育・訓練を行う。 

・ 場  所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター 

・ 頻  度：操作技能の習得訓練実施後、継続的に実施 

・ 主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 

原子力事業者の要員に対する遠隔操作資機材操作訓練を実施する。 

・ 場  所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター内、

又は原子力事業者との連携訓練実施場所 

・ 頻  度：操作技能の習得訓練実施後、技能の定着を目的とした訓練を定

期的（１回／年）に実施 

・ 主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 

原子力防災訓

練への協力 

原子力事業者が行う原子力防災訓練に計画的に参画し、資機材の提供時の発災

事業者との連携対応と資機材輸送手段の妥当性の確認、支援対応に関する改善

事項を確認する。 

３．原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織の対応及び発災事業者への支援内容 

災害発生時の

連絡体制 

24時間 365日 

オンコール 

体制 

 

 

 

 

 

※発災事業者：特定事象が発生した原子力事業所を保有する事業者 

発災事業者へ

の支援内容 

・ 発災事業者からの支援要請後、支援組織の要員を召集し、資機材の輸送準

備を実施した後、要員を派遣する。 

・ 支援組織から原子力事業所災害対策支援拠点等の輸送先施設までの資機材

の輸送は、陸路による複数ルートのうちから出動時の状況（災害、天候等）

に応じた最適なルートにて行う。なお、状況に応じてヘリコプターによる

原子力事業所災害対策支援拠点等の輸送先施設までの輸送も考慮する。 

・ 原子力事業所災害対策支援拠点から発災事業者の災害現場まで資機材を搬

送する。 

・ 発災事業者の災害現場における放射線量をはじめとする環境情報収集の支

援活動を行う。また、同災害現場における作業を行う上で必要となるアク

セスルートの確保作業の支援活動を行う。 

・ 支援組織の活動に必要な範囲での、放射性物質の除去等の除染作業の支援

活動を行う。 

・ 以上の活動については、発災事業者が設置する災害対策本部と連携した支

援組織連絡本部の指揮命令のもとに実施する。 

（平日日中）支援組織長 

(夜間休祭日）連絡当番者 
発災事業者※ 支援組織要員 

１０条通報 
・支援要請 

出動 
指示 

状況報告 



別表－１３ 原子力緊急事態支援組織（２／２） 

－５３－ 

４．保有資機材一覧 

 資機材については１回／年保守点検を行う。また、故障、点検等により必要数が確保できない

場合には代替品を補充する。 

分類 名   称 数量 保管場所 

遠隔操作 

資機材 

小型ロボット（現場偵察（撮影、放射線測定）用） ６台 

資機材 

保管庫・車庫棟 

中型ロボット（障害物撤去用） ２台 

無線重機（屋外のがれき等の撤去用） ３台 

無線ヘリコプター（高所からの偵察） ２台 

現地活動用 

資機材 

放射線防護用資機材 １式 

放射線管理、除染用資機材 １式 

作業用資機材 １式 

一般資機材 １式 

搬送用 

車両 

ワゴン車（要員・軽資機材搬送） ２台 

大型トラック（重機搬送） ２台 

中型トラック（ロボット搬送等） ８台 

 



－５４－ 

別表－１４ 原子力防災組織業務の一部を委託するもの 

 

 

法人の名称 

 

北電産業株式会社 

主たる事務所の所在地 

 

富山市牛島町１３番１５号 

業務の範囲及び実施方法 １．取放水槽等からの海水取水活動に関する事項 

  ・耐震防火水槽・取水口周りの流木処理 

  ・取水ポンプの設置、耐震防火水槽等へのホース布設作業 

２．原子炉、使用済燃料貯蔵プールへの注水活動に関する事項 

  ・代替注水送水口、使用済燃料貯蔵プールへのホース敷設作業 

  ・消防車による注水作業 

３．アクセスルートの確保活動に関する事項 

  ・耐震防火水槽・取水口周りの津波堆積物の撤去 

  ・アクセス道路の土砂の撤去、整地作業 

４．消防車等への燃料補給に関する事項 

 

 

法人の名称 

 

日本原子力発電株式会社 

 

主たる事務所の所在地 

 

東京都台東区上野五丁目２番１号 

業務の範囲及び実施方法 美浜原子力緊急事態支援センター（福井県三方郡美浜町久々子 38

号 36）が以下の業務を行う。 

  ・支援組織要員の派遣 

  ・遠隔操作機器を用いた放射線量測定等による環境情報収集の

支援 

  ・遠隔操作機器を用いたがれきの撤去作業等による、アクセス

ルートの確保の支援 

  ・遠隔操作機器を用いた除染作業の支援 

 

 



－５５－ 

別表－１５ 緊急事態応急対策における原子力防災要員の派遣 

 

＜オフサイトセンターにおける業務に関する事項＞ 

原子力防災組織 派遣人数 

本部長代理又は副本部長 １人 

情報班 ５人 

広報班 ２人 

プラント班 １人 

 

＜緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項＞［石川県派遣］ 

原子力防災組織 派遣人数 

復旧班 
１２人 

放射線管理班 

 

 



－５６－ 

別表－１６ 緊急事態応急対策における災害対策班員の派遣 

 

＜オフサイトセンターにおける業務に関する事項＞ 

災害対策組織 派遣人数 

原子力班 １人 

 

＜緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項＞［富山県派遣］ 

災害対策組織 派遣人数 

原子力情報班 ２人 

 

 

＜原子力規制庁緊急時対応センターにおける業務に関する事項＞ 

災害対策組織 派遣人数 

原子力班 ２人 

 

 



－５７－ 

別表－１７ 緊急事態応急対策において貸与する原子力防災資機材等 

 

＜緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項＞ 

貸与先 名  称 数 量 

石川県 

γ線線量当量率測定用サーベイメータ ８台 

積算線量計 １００台 

表面汚染密度測定用サーベイメータ ４台 

個人用線量計 ３０台 

ダストサンプラ ２台 

モニタリングカー １台 

サーベイカー ２台 

富山県 
γ線線量当量率測定用サーベイメータ ２台 

サーベイカー １台 

 

 

 

 



－５８－ 

別表－１８ 原子力災害事後対策における原子力防災要員の派遣 

 

＜広報活動に関する事項＞ 

原子力防災組織 派遣人数 

広報班 １人 

 

＜緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項＞［石川県派遣］ 

原子力防災組織 派遣人数 

復旧班 
１２人 

放射線管理班 

 

 



－５９－ 

別表－１９ 原子力災害事後対策における災害対策班員の派遣 

 

＜広報活動に関する事項＞ 

災害対策組織 派遣人数 

原子力班 １人 

 

＜緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項＞［富山県派遣］ 

災害対策組織 派遣人数 

原子力情報班 ２人 

 

 

＜原子力規制庁緊急時対応センターにおける業務に関する事項＞ 

災害対策組織 派遣人数 

原子力班 ２人 

 

 



 

－６０－ 

別表－２０ 原子力災害事後対策において貸与する原子力防災資機材等 

 

＜緊急時環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項＞ 

貸与先 名  称 数 量 

石川県 

γ線線量当量率測定用サーベイメータ ８台 

積算線量計 １００台 

表面汚染密度測定用サーベイメータ ４台 

個人用線量計 ３０台 

ダストサンプラ ２台 

モニタリングカー １台 

サーベイカー ２台 

富山県 
γ線線量当量率測定用サーベイメータ ２台 

サーベイカー １台 

 

 

 

－５０－ 



－６１－ 

別表－２１ 他の原子力事業者への原子力防災要員及び災害対策班員の派遣 

並びに資機材の貸与 

 

項 目 人数・貸与数 

要員・班員 １５人 

ＧＭサーベイメータ １２台 

ＮａＩシンチレーションサーベイメータ １台 

電離箱サーベイメータ １台 

ダストサンプラ ２台 

警報付ポケット線量計 ５０個 

高線量対応防護服 １０着 

全面マスク ５０個 

タイベックスーツ １，０００着 

ゴム手袋 ２，０００双 

遮へい材 １００台 

モニタリングカー １台 

Ｇｅ半導体検出装置 １台 

ホールボディカウンタ １台 

 

 



－６２－ 

別表－２２ 各障壁の喪失又は喪失のおそれの判断基準 

 

プラントパラメータ 燃料被覆管障壁 原子炉冷却系障壁 格納容器障壁 

一
次
系 

原子炉水位 

有効燃料長上端未満 有効燃料長上端未満 － 

水位不明 水位不明 － 

有効燃料長の 

2/3炉水位未満 

（L-0 未満） 

－ － 

原子炉圧力 － － 運転禁止領域 

その他 － 
非常用原子炉減圧 

操作の実施 
－ 

Ｐ
Ｃ
Ｖ 

格納容器圧力 － 

圧力高設定点以上 

１号機：13.7kPa 

２号機：13.7kPa 

最高使用圧力以上 

１号機：427kPa 

２号機：310kPa 

格納容器温度 － － 

最高使用温度以上 

１号機：171℃ 

２号機：171℃ 

サプレッショ

ンプール水温 
－ － 運転禁止領域 

格納容器放射

線モニタ 

燃料被覆管損傷と判断す

る基準値を超えた場合 

（AMG 導入条件） 

指示値の有意な上昇 － 

格納容器雰囲

気（ガス）モニ

タ 

－ － 

燃焼が発生するガス濃度

以上（水素４％、酸素５％

以上） 

その他 

－ － 
非常用格納容器 

ベントの実施 

－ － 
隔離失敗により環境に 

繋がる経路の形成※ 

建
屋 

建屋雰囲気 

モニタ 
－ 

基準温度（系統隔離温度）

以上で隔離失敗又は 

隔離後基準温度以上 

基準温度（系統隔離温度）

以上で隔離失敗又は 

隔離後基準温度以上 

：喪失のおそれ、   ：喪失 

※ 隔離弁の下流が環境に繋がる経路がある系統（試料採取系、不活性ガス系、放射性ドレン移

送系等）の隔離失敗、又は IS-LOCA事象・PCVバウンダリ配管の損傷等により環境中への流出

経路が形成された場合 



－６３－ 

別表－２３ 安全機器等一覧（１／２） 

 

（１号機） 

要求される機能 安全機器等 機器 重要区域 

高圧の非常用炉心

冷却 

RCIC ポンプ [R/B B2F]RCICポンプ室 

HPCS [R/B B2F]HPCSポンプ室 

残留熱除去  RHR(A) ポンプ 

熱交換器 

[R/B B2F]RHRポンプ(A)室 

[R/B 1F]RHR熱交換器(A)室 

RHR(B) [R/B B2F]RHRポンプ(B)室 

[R/B 1F]RHR熱交換器(B)室 

低圧の非常用炉心

冷却 

RHR(A) ポンプ [R/B B2F]RHRポンプ(A)室 

RHR(B) [R/B B2F]RHRポンプ(B)室 

RHR(C) [R/B B2F]RHRポンプ(C)室 

LPCS [R/B B2F]LPCSポンプ室 

原子炉停止 HCU  ユニット [R/B 1F]HCU(A)、(B)エリア 

CRD ポンプ [R/B B2F]CRDポンプ室 

直流電源（充電器） 115V充電器盤(A) 盤 [R/B B1F]計装用電気品(A)室 

115V 充 電 器 盤

(B)、115V 予備充

電器盤 

[R/B B1F]計装用電気品(B)室 

直流電源（バッテ

リ） 

直流 115V 系蓄電

池(A) 

バッテリ [R/B B1F]115Vバッテリ(A)室 

直流 115V 系蓄電

池(B) 

[R/B B1F]115Vバッテリ(B)室 

交流電源（非常用

母線） 

M/C 1C、P/C 1C 盤 [R/B B2F]非常用電気品(A)室 

M/C 1D、P/C 1D [R/B B2F]非常用電気品(B)室 

M/C 1H [R/B B1F]非常用電気品(HPCS)室 

交流電源（D/G） D/G(A) 発電機 [R/B 1F]D/G(A)室 

D/G(B) [R/B 1F]D/G(B)室 

D/G(HPCS) [R/B 1F]HPCS D/G室 

中央制御室 盤 [R/B 2F]中央制御室 

燃料プール水補給 FPC ポンプ 

熱交換器 

[R/B 2F]FPCポンプ室 

[R/B 3F]FPC熱交換器室 

MUWF ポンプ [R/B B2F]MUWFポンプエリア 

MUWC ポンプ [T/B B2F]MUWCポンプエリア 

 

 

 

 

 



－６４－ 

別表－２３ 安全機器等一覧（２／２） 

 

（２号機） 

要求される機能 安全機器等 機器 重要区域 

高圧の非常用炉心

冷却 

RCIC ポンプ [R/B B2F]RCICポンプ室 

HPCF(B) [R/B B2F]HPCFポンプ(B)室 

HPCF(C) [R/B B2F]HPCFポンプ(C)室 

残留熱除去、低圧

の非常用炉心冷却 

RHR(A) ポンプ 

熱交換器 

[R/B B2F]RHRポンプ(A)室 

RHR(B) [R/B B2F]RHRポンプ(B)室 

RHR(C) [R/B B2F]RHRポンプ(C)室 

原子炉停止 HCU  ユニット [R/B B2F]西側、東側 HCU室  

FMCRD 盤 [R/B 4F]北側、南側 FMCRD制御盤室 

直流電源（充電器） 115V 非常用充電

器盤(A)  

盤 [R/B B1F]計装用電気品室（区分Ⅰ） 

115V 非常用充電

器盤(B) 、 

115V 予備充電器

盤(A)･(B) 

[R/B B1F]計装用電気品室（区分Ⅱ） 

115V 非常用充電

器盤(C) 

[R/B B1F]計装用電気品室（区分Ⅲ） 

115V 予備充電器

盤(C)･(D) 

[R/B B1F]計装用電気品室（区分Ⅳ） 

直流電源（バッテ

リ） 

115V バッテリ区

分Ⅰ 

バッテリ [R/B B1F]115Vバッテリ室（区分Ⅰ） 

115V バッテリ区

分Ⅱ 

[R/B B1F]115Vバッテリ室（区分Ⅱ） 

115V バッテリ区

分Ⅲ 

[R/B B1F]115Vバッテリ室（区分Ⅲ） 

交流電源（非常用

母線） 

M/C 2C、P/C 2C1 盤 [R/B 1F]非常用電気品(A)室 

M/C 2D、P/C 2D1 [R/B 1F]非常用電気品(B)室 

M/C 2E、P/C 2E1 [R/B 1F]非常用電気品(C)室 

交流電源（D/G） D/G(A) 発電機 [R/B 2F]D/G(A)室 

D/G(B) [R/B 2F]D/G(B)室 

D/G(C) [R/B 2F]D/G(C)室 

中央制御室 盤 [R/B 2F]中央制御室 

燃料プール水補給 FPC ポンプ 

熱交換器 

[R/B 3F]FPCポンプ室、FPC熱交換器室 

SPCU ポンプ [R/B B2F]SPCUポンプ室 

MUWC ポンプ [R/B B2F]MUWCポンプ室 

 



様式１ 

－６５－ 

原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書 

年  月  日 
  内閣総理大臣、原子力規制委員会   殿 

    

届出者 

                     住所               

氏名                          印 

 （法人にあってはその名称及び代表者の氏名）  

                     （担当者      所属      電話      ） 

  別紙のとおり、原子力事業者防災業務計画を作成（修正）したので、原子     

力災害対策特別措置法第７条第３項の規定に基づき届け出ます。 

原 子 力 事 業 所 の 名 称 及 び 場 所 
 

当該事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律に基づき受けた指定、許

可又は承認の種別とその年月日 

 

 

          年      月      日 

原子力事業者防災業務計画作成（修正）年月日           年      月      日 

協 議 し た 都 道 府 県 知 事 及 び 市 町 村 長 
 

予 定 さ れ る 要 旨 の 公 表 の 方 法 
 

 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

  ２ 協議が調っていない場合には、「協議した都道府県知事及び市町村長」の欄に

その旨を記載するものとする。 

  ３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合にお

いて、署名は必ず本人が自署するものとする。 

 



様式２ 

－６６－ 

原子力防災要員現況届出書 

年  月  日 

 原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長、富山県知事 殿 

 

 

届出者             

住所               

氏名                          印 

 （法人にあってはその名称及び代表者の氏名） 

（担当者      所属      電話      ） 

原子力防災組織の原子力防災要員の現況について、原子力災害対策特別措

置法第８条第４項の規定に基づき届け出ます。 

原 子 力 事 業 所 の 名 称 及 び 場 所  

業 務 の 種 別 防 災 要 員 の 職 制 その他の防災要員 

情 報 の 整 理 、 関 係 者 と の 連 絡 調 整   名 

原子力災害合同対策協議会における情報の交換等   名 

広 報   名 

放射線量の測定その他の状況の把握   名 

原 子 力 災 害 の 発 生 又 は 拡 大 の 防 止   名 

施設設備の整備・点検、応急の復旧   名 

放 射 性 物 質 に よ る 汚 染 の 除 去   名 

医 療 に 関 す る 措 置   名 

原子力災害に関する資機材の調達及び輸送   名 

原 子 力 事 業 所 内 の 警 備 等   名 

 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

    ２  氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合にお

いて、署名は必ず本人が自署するものとする。 



様式３ 

－６７－ 

原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書 

年  月  日 

 原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長、富山県知事 殿 

 

 

届出者             

住所               

氏名                          印 

 （法人にあってはその名称及び代表者の氏名） 

    （担当者      所属      電話      ） 

 

原子力防災管理者（副原子力防災管理者）を選任・解任したので、原子

力災害対策特別措置法第９条第５項の規定に基づき届け出ます。 

原子力事業所の名称及び場所  

区     分 選     任 解     任 

 
氏 名 

  

正 
選任・解任年月日 

  

 
職 務 上 の 地 位 

  

 
氏 名 

  

副 
選任・解任年月日 

  

 
職 務 上 の 地 位 

  

 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

  ２ 複数の副原子力防災管理者を選任した場合にあっては、必要に応じて欄を追

加するものとする。 

  ３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合に

おいて、署名は必ず本人が自署するものとする。          



様式４ 

－６８－ 

 

放射線測定設備現況届出書 

 年  月  日 

  内閣総理大臣、原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長、富山県知事 殿 

 

 

                    届出者 

                     住所               

氏名                          印 

 （法人にあってはその名称及び代表者の氏名）  

                   （担当者      所属      電話      ） 

 

 放射線測定設備の現況について、原子力災害対策特別措置法第１１条第３

項の規定に基づき届け出ます。 

原 子 力 事 業 所 の 名 称 及 び 場 所  

原子力事業所内の放射線測定

設備 

設 置 数  式 

設 置 場 所  

原子力事業所外の放射線測定

設備 

設 置 者  

設 置 場 所  

検出される数

値の把握方法 

 

 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

  ２ 「原子力事業所外の放射線測定設備」の欄は、通報事象等規則第８条第１号

ただし書の規定により代えることとした放射線測定設備を記載するものとする。 

    ３  氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合に

おいて、署名は必ず本人が自署するものとする。 

 



様式５ 

原子力防災資機材現況届出書 

年  月  日 

  内閣総理大臣、原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長、富山県知事  殿 

 

                                 届出者 

                     住所               

氏名                          印 

 （法人にあってはその名称及び代表者の氏名）  

                   （担当者      所属      電話      ）  

  原子力防災資機材の現況について、原子力災害対策特別措置法第１１条第

３項の規定に基づき届け出ます。 

原子力事業所の名称及び場所  

放射線障害防護用器具 汚染防護服 組 

 呼吸用ボンベ付一体型防護マスク 個 

 フィルター付防護マスク 個 

非常用通信機器 緊急時電話回線 回線 

 ファクシミリ 台 

 携帯電話等 台 

計測器等 排気筒モニタリング設備

その他の固定式測定器 

 台 

 台 

 ガンマ線測定用サーベイメータ 台 

 中性子線測定用サーベイメータ 台 

 空間放射線積算線量計 個 

 表面汚染密度測定用サーベイメータ 台 

 可搬式ダスト測定関連機器 サンプラ 台 

  測定器 台 

 可搬式の放射性ヨウ素測定 サンプラ 台 

 関連機器 測定器 台 

 個人用外部被ばく線量測定器 台 

その他 エリアモニタリング設備 台 

モニタリングカー 台 

その他資機材 ヨウ素剤 錠 

 担架 台 

 除染用具 式 

 被ばく者の輸送のために使用可能な車両 台 

 屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備 式 

備考１  この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

    ２  氏名を記載し、押印することに代えて署名することができる。この場合にお

いて、署名は必ず本人が自署するものとする。 

  ３ 「排気筒モニタリング設備その他の固定式測定器」の後の空欄には、設備の

種類を記載すること。 
－６９－ 



様式６ 

－７０－ 

 

防災訓練実施結果報告書 

 年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

 

 

                    報告者 

                     住所               

氏名                          印 

 （法人にあってはその名称及び代表者の氏名）  

                 （担当者      所属      電話      ） 

 

 防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２

第１項の規定に基づき報告します。 

原 子 力 事 業 所 の 名 称 及 び 場 所  

防 災 訓 練 実 施 年 月 日 年 月 日 

防災訓練のために想定した原子力災害の概要  

防 災 訓 練 の 項 目  

防 災 訓 練 の 内 容  

防 災 訓 練 の 結 果 の 概 要  

今後の原子力災害対策に向けた改善点  

 

備考１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

  ２  氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合に

おいて、署名は必ず本人が自署するものとする。 

 



様式７ 

－７１－ 

警戒事態該当事象発生連絡        （第    報） 

年 月 日 

 原子力規制委員会 殿 

                             連絡者名                  

                             連 絡 先                  

 警戒事態該当事象の発生について、原子力災害対策指針に基づき連絡します。 

原子力事業所の名称

及び場所 

石川県羽咋郡志賀町赤住１番地 

 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 

警戒事態該当事象の

発生箇所 
志賀原子力発電所 号機 

警戒事態該当事象の

発生時刻 
   年   月   日   時   分 

発
生
し
た
警
戒
事
態
該
当
事
象
の
概
要 

警戒事態該当事

象の種類 

□AL11 原子炉停止機能の異常のおそれ 

□AL21 原子炉冷却材の漏えい 

□AL22 原子炉給水機能の喪失 

□AL23 原子炉除熱機能の一部喪失 

□AL25 全交流電源喪失のおそれ 

□AL29 停止中の原子炉冷却機能の一部喪失 

□AL30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ 

□AL31 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（旧基準炉） 

□AL42 単一障壁の喪失または喪失可能性 

□AL51 原子炉制御室他の機能喪失のおそれ 

□AL52 所内外通信連絡機能の一部喪失 

□AL53 重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ 

□外的な事象による原子力施設への影響 

 （震度６弱以上の地震、大津波警報発表、設計基準を超える外部事象） 

想定される原因 故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他（         ） 

検出された放射

線量の状況、検出

された放射性物

質の状況又は主

な施設・設備の状

態等 

原子炉の運転状態 

 発生前（運転中、起動操作中、停止操作中、停止中） 

 発生後（状態継続、停止操作中、停止、停止失敗） 

ＥＣＣＳの作動状況 作動なし、作動あり（自動、手動）、作動失敗 

排気筒モニタの指示値 

   確認中、変化なし、変化あり（   cps→   cps） 

モニタリングポストの指示値 

   確認中、変化なし、変化あり（最大値：   µGy/h→   µGy/h、№ ） 

その他警戒事態該当

事象の把握に参考と

なる情報 

 

 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

警戒事態該当事象連絡 



様式８ 

－７２－ 

警戒事態該当事象発生後の経過連絡       （第   報） 

年 月 日 

 原子力規制委員会 殿 

                             連絡者名                  

                             連 絡 先                  

 原子力災害対策指針に基づき、警戒事態該当事象発生後の経過を以下のとおり連絡します。 

原子力事業所の名称

及び場所 

石川県羽咋郡志賀町赤住１番地 

 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 

警戒事態該当事象の

発生箇所（注１） 
志賀原子力発電所 号機 

警戒事態該当事象の

発生時刻（注１） 
   年   月   日   時   分 

警戒事態該当事象の

種類（注１） 
 

発生事象と対応の概

要（注２） 

（対応日時、対応の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項の対応 

（注３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

（注１）最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。 

（注２）設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発

生時刻順に記載する。 

（注３）緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。 

警戒事態該当事象 
発生後の経過連絡 

 



様式９ 

－７３－ 

特定事象発生通報（原子炉施設）      （第    報） 

年 月 日 

 内閣総理大臣、原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長、富山県知事 殿 

                             通報者名                  

                             連 絡 先                  

 特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第 10条第１項の規定に基づき通報します。 

原子力事業所の名称

及び場所 

石川県羽咋郡志賀町赤住１番地 

 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 

特定事象の発生箇所 志賀原子力発電所 号機 

特定事象の発生時刻    年   月   日   時   分 

発
生
し
た
特
定
事
象
の
概
要 

特定事象の種類 

原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく基準 

＊□SE01 敷地境界付近の放射線量の上昇 

 

 

＊□SE04 火災爆発等による管理区域外での放射線

の放出 

＊□SE05 火災爆発等による管理区域外での放射性

物質の放出 

＊□SE06 施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ 

 

 □SE21 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉

心冷却装置による一部注水不能 

 □SE22 原子炉注水機能喪失のおそれ 

＊□SE23 残留熱除去機能の喪失 

 

 □SE25 全交流電源の 30 分以上喪失 

 □SE27 直流電源の部分喪失 

 

 □SE29 停止中の原子炉冷却機能の喪失 

＊□SE30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失 

 

＊□SE31 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失（旧基準

炉） 

 □SE41 格納容器健全性喪失のおそれ 

＊□SE42 ２つの障壁の喪失または喪失可能性 

 □SE43 原子炉格納容器圧力逃し装置の使用 

＊□SE51 原子炉制御室の一部の機能喪失・警報喪失 

 □SE52 所内外通信連絡機能の全て喪失 

 □SE53 火災・溢水による安全機能の一部喪失 

＊□SE55 防護措置の準備および一部実施が必要な

事象発生 

原子力災害対策特別措置法第15条第1項に基づく基準 

＊□GE01 敷地境界付近の放射線量の上昇 

＊□GE02･SE02 通常放出経路での気体放射性物質の放出 

＊□GE03･SE03 通常放出経路での液体放射性物質の放出 

＊□GE04 火災爆発等による管理区域外での放射線

の異常放出 

＊□GE05 火災爆発等による管理区域外での放射性

物質の異常放出 

＊□GE06 施設内(原子炉外)での臨界事故 

＊□GE11 原子炉停止の失敗または停止確認不能 

＊□GE21 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉

心冷却装置による注水不能 

＊□GE22 原子炉注水機能の喪失 

＊□GE23 残留熱除去機能喪失後の圧力制御機能喪

失 

＊□GE25 全交流電源の１時間以上喪失 

＊□GE27 全直流電源の５分以上喪失 

＊□GE28 炉心損傷の検出 

＊□GE29 停止中の原子炉冷却機能の完全喪失 

＊□GE30 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線

放出 

＊□GE31 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線

放出（旧基準炉） 

＊□GE41 格納容器圧力の異常上昇 

＊□GE42 ２つの障壁喪失および１つの障壁の喪失

または喪失可能性 

＊□GE51 原子炉制御室の機能喪失・警報喪失 

 

 

＊□GE55 住民の避難を開始する必要がある事象発

生 

（注記：＊は電離放射線障害防止規則第７条の２第２項に該当する事象を示す） 

想定される原因 故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他（         ） 

検出された放射

線量の状況、検

出された放射性

物質の状況又は

主な施設・設備

の状態等 

原子炉の運転状態 

 発生前（運転中、起動操作中、停止操作中、停止中） 

 発生後（状態継続、停止操作中、停止、停止失敗） 

ＥＣＣＳの作動状況 作動なし、作動あり（自動、手動）、作動失敗 

排気筒モニタの指示値 

   確認中、変化なし、変化あり（   cps→   cps） 

モニタリングポストの指示値 

   確認中、変化なし、変化あり（最大値：   µGy/h→   µGy/h、№ ） 

その他特定事象の把

握に参考となる情報 

 

 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

第１０条通報 
□第 10条事象発生 

□第 15条事象発生 



様式１０ 

－７４－ 

特定事象発生通報（事業所外運搬）      （第    報） 

年 月 日 

 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 殿 

                             通報者名                  

                             連 絡 先                  

 事業所外運搬に係る特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第 10 条第１項の規定に基

づき通報します。 

原子力事業所の名称

及び場所 
 

特定事象の発生箇所  

特定事象の発生時刻    年   月   日   時   分 

発
生
し
た
特
定
事
象
の
概
要 

特定事象の種類 

原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく基準 

＊□XSE61 事業所外運搬での放射線量率の上昇 

＊□XSE62 事業所外運搬での放射性物質漏えい 

 

原子力災害対策特別措置法第 15 条第 1 項に基づく基準 

＊□XGE61 事業所外運搬での放射線量率の異常上昇 

＊□XGE62 事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい 

 

（注記：＊は電離放射線障害防止規則第７条の２第２項に該当する事象を示す） 

想定される原因 
 

 

検出された放射

線量の状況、検

出された放射性

物質の状況又は

主な施設・設備

の状態等 

 

その他特定事象の把

握に参考となる情報 

 

 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

第１０条通報 
□第 10条事象発生 

□第 15条事象発生 



様式１１（１／２） 

－７５－ 

応急措置の概要（原子炉施設）      （第   報） 

年 月 日 

 内閣総理大臣、原子力規制委員会、石川県知事、志賀町長、富山県知事 殿 

                             報告者名                  

                             連 絡 先                  

 原子力災害特別措置法第２５条第２項の規定に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告します。 

原子力事業所の名称

及び場所 

石川県羽咋郡志賀町赤住１番地 

 北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 

特定事象の発生箇所 

（注１） 
志賀原子力発電所 号機 

特定事象の発生時刻 

（注１） 
   年   月   日   時   分 

特定事象の種類 

（注１） 

 

発生事象と対応の概

要（注２） 

（対応日時、対応の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付の有・無 

その他の事項の対応

（注３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

（注１）最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。 

（注２）設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発

生時刻順に記載する。 

（注３）緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

第２５条報告 



様式１１（２／２） 

－７６－ 

添付 

応急措置の概要（志賀原子力発電所  号機状況） 

１．プラント状況                   （確認時刻：  月  日  時  分） 

原子炉出力(APRM) ％ 外部電源受電 有 ・ 無 

原子炉圧力 MPa(gage) 非常用交流発電機受電 有 ・ 無 ・不要 

原子炉水位( N・W・F ) mm   

原子炉水温度 ℃ 原子炉圧力容器注水 有 ・ 無 ・不要 

格納容器圧力 kPa(gage) 原子炉格納容器注水 有 ・ 無 ・不要 

主蒸気隔離弁 開 ・ 閉   

サプレッションプール水温（平均） ℃   

サプレッションプール水位 mm   

格納容器内水素濃度(ﾄﾞﾗｲ値) Vol%   

炉心損傷 有 ・ 無 

格納容器最高使用圧力 未満 ・ 以上 ・ ２倍以上 

 

２．放射性物質放出見通し               （評価時刻：  月  日  時  分） 

放出開始予測時刻 月   日   時   分頃 

特記事項  

 

３．放射性物質放出状況（放出有りの場合に記載）      （評価時刻：  月  日  時  分） 

放出開始時刻   月  日  時  分頃 放出箇所  

放出停止時刻   月  日  時  分頃 放出高さ(地上高) m 

放出実績評価 評価時点での放出率 評価時刻までの放出量 

希ガス Bq/h Bq 

ヨウ素 Bq/h Bq 

その他(核種:     ) Bq/h Bq 

 

４．モニタ・気象情報                 （確認時刻：  月  日  時  分） 

排気筒モニタ 排気筒モニタ cps 
非常用ガス処理

系排ガスモニタ 
cps 

モニタリン

グポスト 

名称 MP-1 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-7 

µGy/h        

気象情報 
天候  風向  

風速  大気安定度  

 

５．その他 

 

  



様式１２（１／２） 

－７７－ 

応急措置の概要（事業所外運搬）      （第   報） 

年 月 日 

 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 殿 

                             報告者名                  

                             連 絡 先                  

 原子力災害特別措置法第２５条第２項の規定に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告します。 

原子力事業所の名称

及び場所 

 

特定事象の発生箇所 

（注１） 

 

特定事象の発生時刻 

（注１） 
   年   月   日   時   分 

特定事象の種類 

（注１） 

 

発生事象と対応の概

要（注２） 

（対応日時、対応の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付の有・無 

その他の事項の対応 

（注３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

（注１）最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。 

（注２）設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発

生時刻順に記載する。 

（注３）緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

第２５条報告 



様式１２（２／２） 

－７８－ 

添付 

応急措置の概要（輸送容器状況） 

１．輸送容器状況                  （確認時刻：  月  日  時  分） 

事故発生時の 

状況 

輸送物  使用容器  

出発地  到着予定地  

輸送手段    

現在の状況 

火災の有無 
有・可能性有・ 

無・不明 
爆発の有無 

有・可能性有・ 

無・不明 

漏えいの有無 
有・可能性有・ 

無・不明 
  

特記事項  

 

２．放射線量状況                   （確認時刻：  月  日  時  分） 

距離・ 

場所 
        

µSv/h         

 

３．放射性物質放出状況等（放出、漏えい有りの場合に記載） （確認時刻：  月  日  時  分） 

放出，漏えい 

開始時刻 
 

放出，漏えい 

停止時刻 
 

放出，漏えい 

箇所 
 

 

４．その他 

 

  

 



【参考】緊急時活動レベル（ＥＡＬ）基準整理表 

EAL区分 
警戒事態の事象［AL］ 

原災法第１０条通報基準［SE］ 

（施設敷地緊急事態に該当する事象） 

原災法第１５条報告基準［GE］ 

（全面緊急事態に該当する事象） 

EAL番号 EAL略称 EAL番号 EAL略称 EAL番号 EAL略称 

放
射
線
量
・
放
射
性
物
質
放
出 

０１ － － SE01 
敷地境界付近の放射線量の

上昇 
GE01 

敷地境界付近の放射線量の

上昇 

０２ － － SE02 
通常放出経路での気体放射

性物質の放出 
GE02 

通常放出経路での気体放射

性物質の放出 

０３ － － SE03 
通常放出経路での液体放射

性物質の放出 
GE03 

通常放出経路での液体放射

性物質の放出 

０４ － － SE04 
火災爆発等による管理区域

外での放射線の放出 
GE04 

火災爆発等による管理区域

外での放射線の異常放出 

０５ － － SE05 
火災爆発等による管理区域

外での放射性物質の放出 
GE05 

火災爆発等による管理区域

外での放射性物質の異常放

出 

０６ － － SE06 
施設内(原子炉外)臨界事故

のおそれ 
GE06 

施設内(原子炉外)での臨界

事故 

止
め
る 

１１ AL11 
原子炉停止機能の異常のお

それ 
－ － GE11 

原子炉停止の失敗または停

止確認不能 

冷
や
す 

２１ AL21 原子炉冷却材の漏えい SE21 

原子炉冷却材漏えい時にお

ける非常用炉心冷却装置に

よる一部注水不能 

GE21 

原子炉冷却材漏えい時にお

ける非常用炉心冷却装置に

よる注水不能 

２２ AL22 原子炉給水機能の喪失 SE22 
原子炉注水機能喪失のおそ

れ 
GE22 原子炉注水機能の喪失 

２３ AL23 原子炉除熱機能の一部喪失 SE23 残留熱除去機能の喪失 GE23 
残留熱除去機能喪失後の圧

力制御機能喪失 

２５ AL25 全交流電源喪失のおそれ SE25 
全交流電源の 30 分以上喪

失 
GE25 

全交流電源の１時間以上喪

失 

２７ － － SE27 直流電源の部分喪失 GE27 全直流電源の５分以上喪失 

２８ － － － － GE28 炉心損傷の検出 

２９ AL29 
停止中の原子炉冷却機能の

一部喪失 
SE29 

停止中の原子炉冷却機能の

喪失 
GE29 

停止中の原子炉冷却機能の

完全喪失 

３０ AL30 
使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能喪失のおそれ 
SE30 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能喪失 
GE30 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能喪失・放射線放出 

３１ AL31 
使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能喪失のおそれ（旧基準炉） 
SE31 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能喪失（旧基準炉） 
GE31 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能喪失・放射線放出（旧基準

炉） 

閉
じ
込
め
る 

４１ － － SE41 
格納容器健全性喪失のおそ

れ 
GE41 格納容器圧力の異常上昇 

４２ AL42 
単一障壁の喪失または喪失

可能性 
SE42 

２つの障壁の喪失または喪

失可能性 
GE42 

２つの障壁喪失および１つ

の障壁の喪失または喪失可

能性 

４３ － － SE43 
原子炉格納容器圧力逃し装

置の使用 
－ － 

そ
の
他
脅
威 

５１ AL51 
原子炉制御室他の機能喪失

のおそれ 
SE51 

原子炉制御室の一部の機能

喪失・警報喪失 
GE51 

原子炉制御室の機能喪失・警

報喪失 

５２ AL52 
所内外通信連絡機能の一部

喪失 
SE52 

所内外通信連絡機能の全て

喪失 
－ － 

５３ AL53 

重要区域での火災・溢水によ

る安全機能の一部喪失のお

それ 

SE53 
火災・溢水による安全機能

の一部喪失 
－ － 

５５ － 
外的な事象による原子力施

設への影響 
SE55 

防護措置の準備および一部

実施が必要な事象発生 
GE55 

住民の避難を開始する必要

がある事象発生 

事
業
所
外
運
搬 

６１ － － XSE61 
事業所外運搬での放射線量

率の上昇 
XGE61 

事業所外運搬での放射線量

率の異常上昇 

６２ － － XSE62 
事業所外運搬での放射性物

質漏えい 
XGE62 

事業所外運搬での放射性物

質の異常漏えい 

 －７９－ 


	本冊：表紙_履歴_目次r17.pdf
	本冊：本文R15
	別冊
	別冊.pdf
	別冊：表紙&履歴&目次r16.pdf
	別図-01r16（発電所組織業務分掌）
	別図-02r14（本店組織業務分掌）
	別図-03(10条通報連絡経路)
	別図-04（10条通報後連絡経路）
	別図-05（社内体制）
	別図-06（発電所要員召集連絡経路）
	別図-07（本店要員召集連絡経路）
	別図-08（放射線測定設備及び気象観測設備）
	別図-09（防災資機材以外の資機材保管場所）
	別図-10（緊急時対策所設置場所）
	別図-11r12（各拠点位置図）
	別図-12（避難集合場所）
	別図-13r13 (統合原子力防災ネットワーク接続機器)
	別表-01r12（警戒事態の事象）
	別表-02r12（10条通報基準）
	別表-03r12（15条報告基準）
	別表-04r13（防災業務内容と要員配置）
	別表-05r13（防災管理者代行順位）
	別表-06r13（原子力防災資機材）
	別表-07r13（原子力防災資機材以外の資機材）
	別表-08r13（備え付け資料）
	別表-09r13（緊急時対策所）
	別表-10r13（原子力本部総本部室）
	別表-11r11（原子力事業所災害対策支援拠点の候補）
	別表-12r13-1（ERSS伝送項目）
	別表-12r13-2（ERSS伝送項目）
	別表-13r13（原子力緊急事態支援組織）
	別表-14r13（原子力防災組織業務の一部を委託するもの）
	別表-15r14（緊急事態応急対策の発電所要員派遣）
	別表-16r14（緊急事態応急対策の本店要員派遣）
	別表-17r14（緊急事態応急対策の貸与資機材）
	別表-18r13（事後対策の発電所要員派遣）
	別表-19r14（緊急事態応急対策の本店要員派遣）
	別表-20r14（事後対策の資機材貸与）
	別表-21r12（他の事業者への協力要員派遣・貸与資機材）
	別表-22（障壁喪失判断）
	別表-23r13（安全機器等の一覧）
	様式01r12（防災業務計画作成届出書）
	様式02r12（防災要員現況届出書）
	様式03r12（防災管理者選任解任届出書）
	様式04r12（放射線測定設備現況届出書）
	様式05r13（防災資機材現況届出書）
	様式06r12（防災訓練結果報告書）
	様式07～12r3
	参考（EAL基準整理表）

	別表-22（障壁喪失判断）
	別表-23（安全機器等の一覧）
	様式01（防災業務計画作成届出書）
	様式02（防災要員現況届出書）
	様式03（防災管理者選任解任届出書）
	様式04（放射線測定設備現況届出書）
	様式05（防災資機材現況届出書）
	様式06（防災訓練結果報告書）
	様式07～12
	参考（EAL基準整理表）




